
Ｈ２７新旧対照表

宮城県用地調査等共通仕様書 改定後 用地調査等共通仕様書（宮城県）改訂前

第１章 総 則 第１章 総 則

（適用範囲） （適用範囲）
第１条 この宮城県用地調査等共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、宮城県が発注する 第１条 この 用地調査等共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、宮城県が発注する

農業農村整備事業（以下「県営事業」という。）の用に供する土地等の取得又は使用及びこれに 農業農村整備事業 の用に供する土地等の取得又は使用及びこれに
伴う損失の補償に必要な権利調査、用地測量、登記資料収集整理等、建物等の調査、営業その他 伴う損失の補償に必要な権利調査、土地の測量、登記資料収集整理、建物等の調査、営業その他
の調査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、土地評価、補償説明、地盤 の調査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、土地評価、補償説明、事業
変動影響調査等、費用負担の説明、騒音等調査、事業認定申請図書等の作成、物件調書の作成、 損失に係る建物等調査及び修復の積算、費用負担の説明、環境調査、事業認定申請図書 の作成、
保安林解除等申請図書等の作成、完了図書の作成、内水面漁業権等調査、阻害要因の調査及び処 物件調書の作成、保安林解除等申請図書 の作成、完了図書 作成及び内水面漁業権等調査検討
理方針の作成並びに写真台帳の作成等の業務（以下「用地調査等業務」という。）の業務を実施 等 （以下「用地調査等 」という。）の業務を実施
する場合に適用するものとし、契 約図書の具体的内容及びその他の必要な事項を定め、もって する場合に適用するものとし、契約図書の具体的内容及びその他の必要な事項を定め、もって契
契約の適正な履行と業務の円滑な 執行を図るためのものである。 約の適正な履行と業務の円滑な執行を図るためのものである。

（用語の定義） （用語の定義）
第２条 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。 第２条 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。

（１） （略） （１） （略）
（２）「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しく （２）「受注者」とは、用地調査等の業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若し

は会社その他の法人をいう。 くは会社その他の法人をいう。
（３）「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する （３）「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する

指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第９条第１項に規定する者をいう。 指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第９条第１項に規定する者をいう。
（４）「検査職員」とは、用地調査等業務の完了の検査に当たって、契約書第３１条第２項の規 （４）「検査職員」とは、用地調査等の完了の検査に当たって、契約書第３１条第２項の規定に

定に基づき、検査を行う者をいう。 基づき、検査を行う者をいう。
（５）、（６） （略） （５）、（６） （略）
【削る】 （７）「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該用地調査等に関する技術上の知識を有す

る者で、「特記仕様書」で規定する者をいう。
（７）「業務従事者」とは、管理技術者の下で用地調査等業務に従事させる者で、受注者が定め 【新設】

た者をいう。
（８） （略） （８） （略）
（９）「契約書」とは、「建設工事に係る調査測量等の契約取扱について」（平成２７年３月２５ （９）「契約書」とは、「建設工事に係る調査、設計等の契約取扱について」（平成１１年２月１

日付け出契第１５１５号副知事依命通達）別紙委託契約書をいう。 ７日付け行管第６８号副知事依命通達）別紙委託契約書をいう。
（10）、（11） （略） （10）、（11） （略）
（12）「共通仕様書」とは、用地調査等業務に共通する技術上の指示事項等を定める本図書をい （12）「共通仕様書」とは、用地調査等の業務に共通する技術上の指示事項等を定めた本図書を

う。 いう。
（13）「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該用地調査等業務の実施に関する明細又は （13）「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該用地調査等の業務の実施に関する明細又

特別な事項を定める図書をいう。 は特別な事項を定める図書をいう。
（14）「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用地 （14）「現場説明書」とは、用地調査等の業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用

調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。 地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。
（15）、（16） （略） （15）、（16） （略）
（17）「指示」とは、調査職員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項について書 （17）「指示」とは、調査職員が受注者に対し、用地調査等の業務の遂行上必要な事項について

面をもって示し、実施させることをいう。 書面をもって示し、実施させることをいう。
（18） （略） （18） （略）
（19）「通知」とは、発注者又は調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は監督職員に （19）「通知」とは、発注者又は調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は監督職員に

対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 対し、用地調査等の業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
（20）「報告」とは、受注者が調査職員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項について、 （20）「報告」とは、受注者が調査職員に対し、用地調査等の業務の遂行に係わる事項について

書面をもって知らせることをいう。 書面をもって知らせることをいう。
（21）「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して書面をも 【新設】

って同意を求めることをいう。
（22）「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な （21）「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た用地調査等の業務の遂行上必要

事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
（23） （略） （22） （略）



（24） （略） （23） （略）
（25） （略） （24） （略）
（26)「提出」とは、受注者が調査職員に対し、用地調査等業務に係わる書面又はその他の資料 （25)「提出」とは、受注者が調査職員に対し、用地調査等の業務に係わる書面又はその他の資

を説明し、差し出すことをいう。 料を説明し、差し出すことをいう。
（27）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月目を記録し、署名又は押印した （26）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月目を記録し、署名又は押印した

ものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリ又は電子メールにより伝達できるが、 ものを有効とする。緊急を要する場合は電子メール、ファクシミリ等により伝達できるもの
後日有効な書面と差し換えるものとする。 とするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。

なお、電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議する。
（28）「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した用地調査等の業務の成果を記録した （27）「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した用地調査等の業務の成果を記録した

図書、図面及び関連する資料をいう。 図書、図面及び関連する資料をいう。
（29）「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が用地調査等業務の完了を確認することをい （28）「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が用地調査等の業務の完了を確認することを

う。 いう。
（30）「打合せ」とは、用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職 （29）「打合せ」とは、用地調査等の業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督

員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
（31） （略） （30） （略）
（32）「協力者」とは、受注者が用地調査等業務の遂行に当たって、再契約する者をいう。 （31）「協力者」とは、受注者が用地調査等の業務の遂行に当たって、再委託契約する者をいう。
（33）「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者をい 【新設】

う。
（34）「調査区域」とは、契約図書で用地調査等業務を行うものと定めた地域をいう。 （32）「調査区域内」とは、契約図書で用地調査等の業務を行うものと定めた地域をいう。
（35） （略） （33） （略）
（36）「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所（調 【新設】

査区域内の土地を管轄する法務局若しくは地方法務局（支局、出張所を含む。以下同じ。））
等での調査をいう。

（37）「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のため 【新設】
の数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。

（38）「土地改良補償要綱」とは、「土地改良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱」（昭 【新設】
和３８年３月２３日付け３８農地第２５１号（設）農林省農地局長通知）をいう。

（39）「運用方針」とは、「土地改良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱の運用方針」 【新設】
（昭和４６年１月１１日付け４５農地Ｄ第９９４号（設）農林省農地局長通知）をいう。
（40）「検証」とは、受注者が用地調査等業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発 （34）「検証」とは、受注者が受注に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物が発

注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成ているかどうかを点検及び修補す 注者の指示に従ったものとなっているかどうかについて点検及び修補することをいう。
ることをいう。

（41） （略） （35） （略）

（用地調査等業務の施行の原則） （用地調査等の施行の原則）
第３条 受注者は，契約図書に準拠し、用地調査等業務を行うに当たり権利者及び関係官公庁と協 第３条 受託者は，契約図書に準拠し、用地調査等を行うに当たり権利者及び関係官公庁と協調を

調を保ち、調査職員の指示を受けて正確かつ誠実に用地調査等業務を行わなければならない。 保ち、調査職員の指示を受けて正確かつ誠実に用地調査等を行うものとする。
２ 受注者は、用地調査等業務に際して発注者側が別途権利者と補償交渉等を行うに当たって障害 ２ 受託者は、用地調査等に際して発注者側が別途権利者と補償交渉等を行うに当たって障害とな

となるおそれのある言動等をしてはならない。 るおそれのある言動等をしてはならないものとする。

（用地調査等業務の区分）
第４条 この共通仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行う 【新設】

ものとする。
（１）用地測量は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３３条第１項の規定に基づく宮城県

農業農村整備事業等測量作業規程（平成２５年６月２８日付け国国地第８３号国土交通大臣
変更承認。以下「測量作業規程」という。）により行うものとし、この共通仕様書において
は、用地測量の実施に当たって必要となる細目を定める。

（２）建物は、「別記１」建物等区分表の表１により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物
〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する（第１４章地盤
変動影響調査等を実施する場合を除く。）。

（３）工作物は、「別記１」建物等区分表の表２により、機械設備、生産設備、附帯工作物、庭
園び墳墓に区分する。

（４）立竹木等は、「別記１」建物等区分表の表３により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収
穫樹、竹林、苗木（植木畑）、立毛（農作物）及びその他の立木に区分する。



（業務の着手） （業務の着手）
第５条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１４日以内に用地調査等業務 第４条 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１４日以内に用地調査等の業

に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が用地調査等業務の実施 務に着手するものとする。この場合において、着手とは 管理技術者が用地調査等の業務の実施
のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。

（設計図書の支給及び点検） （設計図書の貸与及び点検）
第６条 受注者からの要求があり、調査職員が必要と認めた場合は、受注者に図面の原図又は電子 第５条 受託者からの要求があり、調査職員が必要と認めた場合は、受託者に図面の原図

データを貸与するものとする。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているもの を貸与する 。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているもの
については、受注者の負担において備えるものとする。 については、受託者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合には、調査職員に書面により報告し ２ 受託者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合には、調査職員に質問し、その指示
し、その指示を受けなければならない。 を受けるものとする。

３ 調査職員は、必要と認めた場合には、受注者に対し、図面又は詳細図面等を無償で貸与又は追 ３ 調査職員は、必要と認めた場合には、受託者に対し、図面又は詳細図面等を無償で貸与
加支給するものとする。 するものとする。

（調査職員） （調査職員）
第７条 発注者は、用地調査等業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 第６条 発注者は、用地調査等の業務における調査職員を定め、受託者に通知するものとする。
２ 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う 【新設】

ものとする。
３ （略） ２ （略）
４ 調査職員は、その権限を行使する場合には、書面により行うものとする。 ３ 調査職員は、その権限を行使する場合には、書面により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、 ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、
受注者は、その指示等に従わなければならない。調査職員は、その指示等を行った後、７日以 受注者は、その指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後、７目以内に改
内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 めて受注者にその内容を通知するものとする。

（管理技術者） （管理技術者）
第８条 受注者は、用地調査等業務における管理技術者を定め、建設関連業務の契約の手引に基づ 第７条 受注者は、用地調査等の業務における管理技術者を定め、管理技術者通知書（様式第１号）

き、発注者に提出しなければならない。 を発注者に提出するものとする。管理技術者を変更したときも、同様とする。
２ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行わければならない。 ２ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
３ 管理技術者は、用地調査等業務の履行に当たり､業務の主たる部門に関し７年以上の実務経験 ３ 管理技術者は、「宮城県建設関連業務に係る指名競争入札の参加資格に関する規程」及び「設

を有する者，又は土地改良補償士（社団法人土地改良測量設計技術協会の土地改良補償士資格試 計業務等委託契約書事務取扱要領（平成１３年４月１８日付け土総第３８号）」に定める技術者
験実施規程第６条に基づく土地改良補償補償士資格登録名簿に登録されている者をいう。），土 とする。
地改良補償業務管理者（土地改良補償業務管理者試験実施規程第６条に基づく土地改良補償業務
管理者等資格登録名簿に登録されている者をいう。）の資格を有する者，若しくは業務の主たる
部門に関する補償業務管理士（社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び
検定試験実施規定第１４条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。）の資
格を有する者，あるいは発注者がこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認めた者であり日
本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。

４ 管理技術者に委任できる権限は、契約書第１０条第２項に規定した事項とする。ただし、受注 ４ 管理技術者に委任できる権限は、契約書第１０条第２項に規定した事項とする。
者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管 なお、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に 報告し
理技術者は、受注者の一切の権限（契約書第１０条第２項の規定により行使できないとされた権 ない限り、管理技術者は、受託者の一切の権限（契約書第１０条第２項の規定により行使できな
限を除く。）を有するものとされ、発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足 いとされた権限を除く。）を有するものとされ、発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示
りるものとする。 等を行えば足りるものとする。

５ 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある用地調査等業務の受注者と十分協議の上、相互 ５ 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある用地調査等の業務の受注者と十分協議の上、相
に協力し、業務を実施しなければならない。 互に協力し、業務を実施するものとする。

【削る】 ６ 受注者及び管理技術者は、屋外における用地調査等の業務に際しては、使用人等に適宜、安全
対策、環境対策、衛生管理、受託者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行う
とともに、用地調査等の業務が適正に遂行されるように、管理及び監督を行うものとする。

６ 管理技術者は、次条第４項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。 【新設】

（照査技術者） （照査技術者）
第９条 受注者は、用地調査業務等における照査技術者を定め、建設関連業務の契約の手引に基づ 第７条の２ 受注者は、成果物の照査を行う照査技術者を定め、照査技術者通知書（様式第１号の

き、発注者に提出しなければならない。 ２）を発注者に提出するものとする。照査技術者を変更したときも、同様とする。
２ 照査技術者は、用地調査等業務の履行に当たり､発注者が管理技術者と同等の能力と経験を有 ２ 照査技術者は、用地調査等の業務の履行に当たり土地改良補償業務管理者又はこれと同等の能

すると認めた者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能な者とする。
３ 照査技術者は、照査計画を作成し、照査計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければな 【新設】



らない。
４ 照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員が指示する業務の節目ごとにその成果の確認を ３ 照査技術者は、設計図書 又は監督職員が指示する業務の節目毎にその成果の確認を行

行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わな うとともに 照査を行うものとする。
ければならない。

５ 照査技術者は、全ての照査が完了した段階で、検証・照査済一覧表（様式第１号）に取りまと 【新設】
め、照査技術者の責において署名押印の上、管理技術者に提出するものとする。

６ 照査技術者は、前条第１項に規定する管理技術者を兼務することはできない。 ４ 照査技術者は、前条第１項に規定する管理技術者を兼ねることはできないものとする。

（業務従事者の資格） 【新設】
第１０条 受注者は、業務従事者を定める場合には、「別記２」業務従事者資格一覧表の定めると

ころによるものとする。ただし、発注者が、同表に定める者と同等の知識及び技能を有する者と
認めた場合にあっては、その者とするものとする。

２ 「別記２」において、土地改良補償士と総合補償部門に係る補償業務管理者は同等の能力を有
する者とする。

３ 「別記２」において、土地改良補償管理士と補償業務管理者（該当する部門に限る）は同等の
能力を有する者とする。

４ 受注者は、業務従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するもの
とする（管理技術者と兼務するものを除く。）。

５ 業務従事者は、契約図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
６ 業務従事者は、照査技術者を兼務することはできない。

（提出書類） （提出書類）
第１１条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て発注 第８条 受託者は、契約締結後、契約に係る関係書類を発注者が指定した様式により調査職員を経

者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託代金額（以下「委託料」という。）に て、発注者に遅滞なく提出するものとする。ただし、業務委託代金額（以下「委託料」という。）
係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類 に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書
及びその他現場説明の際指定した書類は除くものとする。 類及びその他現場説明の際指定した書類は除く 。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、 ２ 受託者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、
提出するものとする。 提出するものとする。

ただし、発注者がその様式を指示した場合には、これに従わなければならない。 ただし、発注者がその様式を指示した場合 は、これに従うものとする。

（業務実績データの作成及び登録） 【新設】
第１２条 受注者は、委託料が100万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完

了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業
務実績データを作成し、調査職員に提出しなければならない。また、速やかに、登録機関から発
行される業務実績登録通知を調査職員に提出しなければならない。

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。
２ 業務実績登録通知の提出は、原則として以下の期限内に手続を行うものとする。

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調
査職員に提出する。

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日
以内に登録通知を調査職員に提出する。

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以
内に登録通知を調査職員に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行う。

（資料の貸与及び返却） （資料の貸与及び返却）
第１３条 （略） 第９条 （略）
２ 受注者は、貸与資料等の必要がなくなった場合には、貸与品返還書（様式第４号）を添付し、 ２ 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合 は、貸与品返還書（様式

直ちに、調査職員に返却しなければならない。 第４号）を添付し、速やかに、調査職員に返却するものとする。
３ 受注者は、貸与資料等を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷した場 ３ 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い紛失又は損傷しないよう注意する

合には、受注者の責任と費用負担において修復すしなければならない。 ものとする。万一、紛失又は損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するもの
とする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはならない。 ４ 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはならないもの
とする。



（関係官公庁への手続等） （関係官公庁等への諸手続き）
第１４条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続の 第１０条 受託者は、用地調査等の業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への諸手

際に協力しなければならない。 続きの際に協力するものとする。
また、受注者は、用地調査等業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続が必要な場合に また、受託者は、用地調査等の業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な

は、速やかに行わなければならない。 場合には、速やかに行うものとする。
２ 受注者は、関係官公庁等から交渉を受けた場合には、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議 ２ 受託者は、関係官公庁等から交渉を受けた場合には、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議

しなければならない。 するものとする。

（地元関係者との交渉等） （地元関係者との交渉等）
第１５条 契約書第１２条に規定する地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行う 第１１条 契約書第１２条に規定する地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行う

が、受注者は、調査職員の指示がある場合には、これに協力しなければならない。これらの交渉 ものとするが、受託者は、調査職員の指示がある場合には、これに協力するものとする。これら
に当たり受注者は、地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 の交渉に当たり受託者は、地元関係者に誠意をもって接するものとし、交渉等の内容を随時、調

査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
２ 受注者は、用地調査等業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等 ２ 受託者は、用地調査等の業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明

を求められた場合は、調査職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じ 等を求められた場合は、調査職員の承諾を得ずに行わないものとし、地元関係者との間に紛争が
ないように努めなければならない。 生じないように努めるものとする。

３ 受注者は、設計図書の定め、又は調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明 【新設】
等を行う場合には、説明等の内容を書面により随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従
わなければならない。

４ 受注者は、用地調査等業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を作業条件として ３ 受託者は、用地調査等の業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件とし
業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説 て業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会うとともに、説
明資料及び記録を作成しなければならない。 明資料及び記録を作成するものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、 ４ 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、
指示に基づいて変更しなければならない。 指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議の上、定めるものとする。 なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議の上、定めるものとする。

（成果物の検証） （成果物の検証）
第１６条 受注者は、用地調査等業務が全て完了したときは、各成果物について十分な検証を行っ 第１２条 受託者は、委託に係る業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証を行

た上で検証の結果を検証・照査済一覧表（様式第１号）により提出しなければならない。 わなければならない。この場合において、受注者は、検証の結果を発注者が定める書面（様式第
この場合、次条に定める成果物のうち地図の転写図及び用地実測図については各葉ごとに、そ ３５号）により提出するものとする。

の他については、表紙の裏面に検証を行った者の資格及び氏名を記載し押印するものとする。 ただし、第２条の(27)に定める成果物のうち地図の転写図及び用地実測図（用地実測図データ
を紙に出力したもの）については各葉ごとに、その他については表紙の裏面に検証を行った者の
資格及び氏名を記載し押印するものとする。

２ 第３章から第２３章までに定める業務について、前項の検証業務は、管理技術者が行うものと ２ 第３章から第２２章までに定める業務について、前項の検証業務は、管理技術者が行うものと
する。 する。

【削る】 （成果物の照査）
第１３条の２ 受注者は、照査技術者による照査を行うものとする。この場合において、受注者は、

照査の結果を発注者が定める書面（様式第35号）により提出するものとする。
２ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならないものとする。

（成果物の提出） （成果物の提出）
第１７条 受注者は、用地調査等業務が完了した場合には、設計図書に示す成果物を業務完了報告 第１３条 受託者は、用地調査等の業務が完了した場合には、設計図書に示す成果物を業務完了報

書とともに提出し、検査を受けるものとする。この場合において野帳、計算表等は 実際に使 告書とともに提出し、検査を受けるものとする。この場合において野帳、計算表等は 実際に使
用した原簿を提出するものとする。 用した原簿を提出するものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示に対して同意した場合には、履行 ２ 受託者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示に対して同意した場合には、履行
期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。 期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。

３ 成果物は、「設計業務の電子納品要領（案）」、「測量成果電子納品要領（案）」に基づいて作成 ３ 成果物は、「設計業務の電子納品要領（案）」、「測量成果電子納品要領（案）」に基づいて作成
した電子データにより提出することができる。 した電子データにより提出することができるものとする。

（関連法令及び条例の遵守） （関連法令及び条例の遵守）
第１８条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守 第１４条 受託者は、用地調査等の業務の実施に当たっては、関連する法令及び条例等を遵守する

しなければならない。 ものとする。



（検 査） （検 査）
第１９条 受注者は、契約書第３１条第１項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する 第１５条 受託者は、契約書第３１条第１項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する

際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、調査職員に提出していなけれ 際には、契約図書により義務付けられた資料の整備を全て完了し、調査職員に提出するものとす
ばならない。 る。

２ 発注者は、用地調査業務等の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するも ２
のとする。この場合､ 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに検屋外で行 受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行
う検査においては、必要な人員及び機材を準備するものとし、提供しなければならない。また、 う検査においては、必要な人員及び機材を準備するものとし、当該検査に直接要する費用を負担
検査に直接要する費用は受注者の負担とする。 するものとする。

３ （略） ３ （略）
（１）用地調査等業務の成果物の検査 （１）用地調査等の業務の成果物の検査
（２）用地調査等業務の管理状況の検査 （２）用地調査等の業務の管理状況の検査

用地調査等業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 この場合、用地調査等の業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

（修 補） （修 補）
第２０条 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補 第１６条 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して、期限を定めて修補

を指示することができるものとする。 を指示することができるものとする。
２ 受注者は、検査職員が指示した期間内に修補を完了しなければならない。 ２ 受託者は、検査職員が指示した期間内に修補を完了させるものとする。
３ （略） ３ （略）

（条件変更等） （条件変更等）
第２１条 契約書第１８条第１項第５号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、 第１７条 契約書第１８条第１項第５号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、

契約書第２９条第１項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協 契約書第２９条第１項に規定する 不可抗力による場合の他、発注者と受託者が協議
議し、当該規定に適合すると判断した場合とする。 し、当該規定に適合すると判断した場合とする。

２ 調査職員が受注者に対して契約書第１８条、第１９条及び第２１条の規定に基づく設計図書の ２ 調査職員が受託者に対して契約書第１８条、第１９条及び第２１条の規定に基づく設計図書の
変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。

（契約変更） （契約変更）
第２２条 発注者は、次の各号に掲げる場合において、用地調査等業務の委託契約の変更を行うも 第１８条 発注者は、次の各号に掲げる場合において、用地調査等の業務の委託契約の変更を行う

のとする。 ものとする。
（１）業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合 （１） 委託料に変更を生じる場合
（２） （略） （２） （略）
（３）調査職員と受注者が協議し、用地調査等業務の施行上必要があると認められる場合 （３）調査職員と受託者が協議し、用地調査等の業務の施行上必要があると認められる場合
（４）契約書第３０条の規定に基づき、委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合 （４）契約書第３０条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合

２ 発注者は，前項の場合において、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。 ２ 発注者は，前項の場合において、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。
（１）前条の規定に基づき、調査職員が受注者に指示した事項 （１）第１６条の規定に基づき、調査職員が受託者に指示した事項
（２）用地調査等業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 （２）用地調査等 の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
（３）その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項 （３）その他発注者又は調査職員と受託者との協議で決定された事項

（履行期間の変更） （履行期間の変更）
第２３条 発注者は、受注者に対して用地調査等業務の変更の指示を行う場合には、履行期間変更 第１９条 発注者は、受託者に対して用地調査等の業務の変更の指示を行う場合には、履行期間の

協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。 変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。
２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び用地調査等業務の一時中止を 【新設】

指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した
場合には、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。

３ 受注者は、契約書第２２条の規定に基づき、履行期問の延長が必要と判断した場合には、履行 ２ 受託者は、契約書第２２条の規定に基づき、履行期問の延長が必要と判断した場合には、履行
期間の延長理由、必要とする延長目数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出 期間の延長理由、必要とする延長目数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出
しなければならない。 するものとする。

４ 契約書第２３条に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やか ３ 受託者は、契約書第２３条の規定に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、
に業務工程表を修正し提出しなければならない。 速やかに業務工程表を修正し、発注者に提出するものとする。

（業務の中止） （業務の中止）
第２４条 発注者は、契約書第２０条第１項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者 第２０条 発注者は、契約書第２０条第１項の規定により、次の各号に該当する場合には、受託者

に書面をもって通知し、必要と認める期間、用地調査等業務の全部又は一部を一時中止させるも に 通知し、必要と認める期間、用地調査等の業務の全部又は一部を一時中止させる
のとする。 ものとする。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は



人為的な事象（以下「天災等という。」）による用地調査等業務の中断については、第３２条に
定めるところにより、受注者は、適切に対応しなければならない。
（１）第三者の土地への立入り許可が得られない場合 （１）第三者の土地への立入り同意が得られない場合
（２）関連する他の用地調査等業務の進捗が遅れたため、用地調査等業務の続行を不適当と認め （２）関連する他の用地調査等の業務の進捗が遅れたため、当該用地調査等の業務の続行が不適

た場合 当と認めた場合
（３）環境間題等の発生により用地調査等業務の続行が不適当又は不可能となった場合 （３）環境間題等の発生により用地調査等の業務の続行が 不可能となった場合
（４）天災等により用地調査等業務の対象箇所の状態が変動した場合 （４）天災等により用地調査等の業務の対象箇所の状態が変動した場合
（５）権利者及び第三者並びにその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必 （５）権利者及び その財産、受託者、使用人 並びに調査職員の安全確保のため必

要があると認めた場合。 要があると認めた場合。
（６）前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 【新設】

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等であって、調査 ２ 発注者は、受託者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等で 、調査
職員が必要と認めた場合には、用地調査等業務の全部又は一部を一時中止させることができるも 職員が必要と認めた場合には、用地調査等の業務の全部又は一部を一時中止させることができる
のとする。 ものとする。

３ 前２項の場合において、受注者は、屋外で行う用地調査等業務の現場の保全については、調査 ３ 前２項の場合において、受託者は 屋外で行う用地調査等の業務の現場の保全については、調
職員の指示に従わなければならない。 査職員の指示に従うものとする。

（発注者の賠償責任） （発注者の賠償責任）
第２５条 （略） 第２１条 （略）

（１）契約書第２７条に規定する一般的損害、契約書第２８条に規定する第三者に及ぼした損害 （１）契約書第２７条に規定する一般的損害、契約書第２８条に規定する第三者に及ぼした損害
について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 について、発注者の責に帰すべきものとされた場合

（２）発注者が、契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 （２）発注者が、契約に違反し、その違反の内容が原因で契約の履行が不可能となった場合

（受注者の賠償責任） （受注者の賠償責任）
第２６条 受注者は、以下の各号に該当する場合には、損害の賠償を行わなければならない。 第２２条 受注者は、以下の各号に該当する場合には、損害の賠償を行うものとする。

（１）契約書第２７条に規定する一般的損害、契約書第２８条に規定する第三者に及ぼした損害 （１）契約書第２７条に規定する一般的損害、契約書第２８条に規定する第三者に及ぼした損害
について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 について、受注者の責に帰すべきものとされた場合

（２）、（３） （略） （２）、（３） （略）

（部分使用） （部分使用）
第２７条 （略） 第２３条 （略）

（１）別途用地調査等業務の用に供する必要がある場合 （１）別途用地調査等の業務の用に供する必要がある場合
（２） （略） （２） （略）

２ 受注者は、部分使用に同意した場合には、部分使用同意書を発注者に提出しなければならない。 ２ 受注者は、部分使用に同意した場合には、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。

（再委託） （再委託）
第２８条 契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等業務における総合的企 第２４条 契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等の業務における総合的

画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断を要するものをいい、受注者は、これを再委託す 企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断を要する部分のうち、発注者が別途指定した部
ることはできない。 分をいい、受注者は、これを再委任することはできない。

２ （略） ２ （略）
３ 受注者は、前２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により発注者の承諾を得な ３ 受注者は、前２項に規定する業務以外の再委任に当たっては、 発注者の承諾を得る

ければならない。 ものとする。
４ 受注者は、用地調査等業務を再委託に付する場合には、書面により協力者との契約関係を明確 ４ 受注者は、用地調査等の業務を再委託に付する場合には、書面により協力者との契約関係を明

にしておくとともに、協力者に対し用地調査等業務の実施について適切な指導、管理の下に用地 確にしておくとともに、協力者に対し用地調査等の業務の実施について適切な指導、管理のもと
調査等業務を実施しなければならない。 に用地調査等の業務を実施するものとする。

なお、協力者が、宮城県の測量・建設コンサルタント等契約競争参加資格者である場合には、 なお、協力者が、宮城県の測量・建設コンサルタント等契約競争参加資格者であって、指名停
指名停止期間中に再委託してはならない。 止期間中である場合には、当該期間中は再委託してはならない。

（成果物の使用等） （成果物の使用等）
第２９条 受注者は、契約書第６条第５項の規定に従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と 第２５条 受注者は、契約書第６条第５項の規定に従い、発注者の承諾を得て単独で、又は他の者

共同で、成果物を公表することができる。 と共同で、成果物を公表することができる。
２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている調査方法等の使用に関し、 ２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法等の使用に関し、

設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合には、第三者 設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第８条の規定に基づき発注者に求める場合には、
と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受なければならない。 第三者と使用条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けるものとする。



（守秘義務） （守秘義務）
第３０条 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、用地調査等業務の実施過程で知り得た秘 第２６条 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、用地調査等の業務の実施過程で知り得た

密を第三者に漏らしてはならない。 秘密を第三者に洩らしてはならない。
ただし、成果物の公表に際しての守秘義務について、前条第１項の規定の承諾を受けた場合に ただし、成果物の公表に際しての守秘義務について、前条第１項の規定の承諾を受けた場合に

は、この限りではない。 は、この限りではない。

（安全等の確保） （安全等の確保）
第３１条 【削る】 第２７条 受注者は、使用人等（協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者

を含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握
し、適正な労働条件を確保するものとする。

受注者は、屋外で行う用地調査等業務に際しては、用地調査等業務の関係者だけでなく、 ２ 受注者は、屋外で行う用地調査等の業務に際しては、用地調査等の業務の関係者だけでなく、
権利者並びに付近住民、通行者及び通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めるものとする。

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理 ３ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理
者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、用地調査等業務の実施中の安 者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡をとり、用地調査等の業務の実施中に
全を確保しなければならない。 おける安全を確保するものとする。

３ 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安 ４ 受注者は、屋外で行う用地調査等の業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に
全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めるものとする。

４ 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たっては、安全の確保に努めるとともに、労 ５ 受注者は、屋外で行う用地調査等の業務の実施に当たっては、安全の確保に努めるとともに、
働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。 労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じるものとする。

５ 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事 ６ 受注者は、屋外で行う用地調査等の業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる
項を厳守しなければならない。 事項を厳守するものとする。
（１）屋外で行う用地調査等業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守す （１）屋外で行う用地調査等の業務の実施に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令

るとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講ずること。 を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講ずること。
（２）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止すること。 （２）受注者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁

止すること。
（３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用 （３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用

を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めること。 を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めること。
６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、 ７ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、

関係官公署の指導に従い、爆発等の防止に必要な措置を講じなければならない。 関係官公署の指導に従い、 必要な措置を講じるものとする。
７ 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等 ８ 受注者は、屋外で行う用地調査等の業務の実施に当たっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷

の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければな 等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておくものとす
らない。また、災害発生時においては権利者、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければな る。また、災害発生時においては 第三者及び使用人等の安全確保に努めるものとする。
らない。

８ 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施中に事故等が発生した場合には、直ちに調査職員 ９ 受注者は、屋外で行う用地調査等の業務の実施中に事故等が発生した場合には、直ちに調査職
に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、 員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、
調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 調査職員から指示がある場合にはその指示に従うものとする。

（臨機の措置） 【新設】
第３２条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。
また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに調査職員に報告しなければなら

ない。
２ 調査職員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められる

ときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができるものとする。

（履行報告） 【新設】
第３３条 受注者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、これを調査職員に

提出しなければならない。

（屋外で作業を行う時期及び時間の変更） 【新設】
第３４条 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合であって、

その時間を変更する必要がある場合は、事前に調査職員と協議するものとする。
２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合であって、官公

庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面を調査職員に提出しなければな
らない。



【削る】 （業務の従事者の資格）
第２８条 受注者は、用地調査等の業務に従事させる者を定める場合には、管理技術者の資格要件

を有する者でなければならない。
ただし、発注者が、同等の知識及び技能を有する者と認めた場合にあっては、その者とする。

２ 業務の従事者は、照査技術者を兼ねることはできないものとする。

【削る】 （疑 義）
第２９条 受注者は、用地調査等の業務を行うに当たり、契約図書等に疑義が生じた場合は、調査

職員の指示を受けるものとする。

第２章 用地調査等業務の基本的処理 第２章 用地調査等の基本的処理

第１節 用地調査等業務の実施手続 第１節 用地調査等の実施手続き

（打合せ等） （打合せ等）
第３５条 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と調査職員は常に密接な 第３０条 用地調査等の業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者 と調査職員は常に密接

連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者 な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注
が打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。 者が打合せ簿に記録し、相互に確認するものとする。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、相互に確認した内容については、必要に応じて
打合せ記録簿を作成するものとする。

２ 管理技術者等と調査職員は、用地調査等業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおい ２ 管理技術者 と調査職員は、用地調査等の業務に着手した時及び設計図書で定める業務の区切
て打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなけれ りにおいて打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ簿等に記録し相互に確認す
ばならない。 るものとする。

３ 管理技術者等は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに調査職員 ３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と
と協議しなければならない。 協議するものとする。

（現地踏査） （現地踏査）
第３６条 受注者は、用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域内の現地踏査を行い、地域の状況、 第３１条 受注者は、用地調査等の業務の実施に当たり、あらかじめ、発注者又は調査職員の了解

土地及び建物等の概要を把握しなければならない。 を得た上、調査区域内の現地踏査を行い、土地の状況又は土地に定着する建物又は物件の状況等
の概要を把握するものとする。

（業務計画書） （業務工程表）
第３７条 受注者は、契約締結後１４目以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければな 第３２条 受注者は、契約締結後１４目以内に業務工程表を作成し、調査職員に提出するものとす

らない。 る。
２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 【新設】

（１）業務概要
（２）実施方針
（３）業務工程
（４）業務組織計画
（５）打合せ計画
（６）成果物の品質を確保するための計画
（７）成果物の内容、部数
（８）使用する主な図書及び基準
（９）連絡体制（緊急時を含む）
（１０）使用する主な機器
（１１）照査計画
（１２）その他

３ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上で、その都度、 ２ 受注者は、前項の業務工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上 、その
調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 都度、調査職員に変更後の業務工程表を提出するものとする。

４ 受注者は、調査職員が指示した事項については、更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなけ 【新設】
ればならない。

５ 受注者は、第１項の業務計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとす 【新設】
る。



（調査職員への進捗状況の報告） 【新設】
第３８条 受注者は、業務を実施した場合、用地調査等業務日報（様式第５号）を作成して調査職

員に提出しなければならない。
２ 受注者は、調査職員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、

これに応じなければならない。
３ 受注者は、前項の進捗状況の報告に管理技術者を立ち会わせるものとする。

（土地への立入り等） （土地等への立入り）
第３９条 受注者は、用地調査等業務を実施するため国有地、公有地、私有地又は建物等に立入る 第３３条 受注者は、用地調査等の業務を実施するため国有地、公有地、私有地又は建物等に立入

場合には、契約書第１３条の規定に従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち用地調査等 る場合には、契約書第１３条の規定に従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち用地調査
業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 等の業務が円滑に進捗するように努めるものとする。

なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに調査職員に なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員
報告し、指示を受けなければならない。 に報告し、指示を受けるものとする。

２ 受注者は、用地調査等業務の実施のため植物伐採、かき、さく等（以下「障害物」という。） ２ 受注者は、用地調査等の業務の ため障害となる植物 、かき、さく等（以下「障害物」
の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する場合には、あらかじめ調査職員に報告するものと という。）の伐除又は土地若しくは工作物を一時使用する場合には、あらかじめ調査職員に報告
し、報告を受けた調査職員は当該権利者の許可を得るものとする。 して、その指示を受けるものとする。

なお、第三者の土地への立入等について、当該権利者の許可は発注者が得るものとするが、調 なお、第三者の土地への立入等について、当該土地所有者又は占有者の同意は発注者が得るも
査職員の指示がある場合は受注者は、これに協力しなければならない。 のとするが、調査職員の指示がある場合、受注者は、これに協力するものとする。

３ 受注者は調査職員の指示により、障害物の伐採を行ったときは、障害物伐除等報告書（様式第 ３ 前項の場合において、障害物を伐除した場合は、障害物伐除 報告書（様式第７号）を作成し、
６号）を調査職員に提出するものとする。 調査職員に提出するものとする。

４ 前項の場合において、障害物の伐除等による損失により生じた必要経費の負担については、設 【新設】
計図書に示すほかは、受注者と調査職員との協議により定めるものとする。

５ 受注者は、第三者の土地への立入に当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出 ４ 受注者は、第三者の土地への立入に当たっては、発注者から用地調査等の身分証明書の交付を
し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に業務従事者に携帯させなければ 受け、用地調査等の業務に従事する者に常時携帯させるものとする。
ならない。 なお、受注者は 立入り作業完了後１０日以内に身分証明書を発注者に返納するものとする。

なお、受注者は、立入り作業完了後１０日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならな
い。

（算定資料） （算定資料）
第４０条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額等の算定又は直轄 第３４条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額等の算定

事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物その他の工作物の費用負担
額等の算定に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものと に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものと
する。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、調査職員と協議の上、 する。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、調査職員と協議の上
市場調査により求めるものとする。 市場調査により求めるものとする。

第２節 数量等の処理 第２節 数量等の処理

【削る】 （土地の面積計算数値の取扱い）
第３５条 座標法、数値三斜法による場合の計算の表示単位と桁数については、長さはメートル単

位とし、小数点以下３位まで、面積は平方メートル単位とし、小数点以下６位まで求めるものと
し、端数は切り捨てとする。

（建物等の計測） （建物等の計測）
第４１条 （略） 第３６条 （略）
２～４ （略） ２～４ （略）
５ 芝、地被類、草花、立毛（農作物）等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小 ５ 芝、地被類、草花 等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小

数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）とする。 数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）とする。

（図面等に表示する数値及び面積計算） （図面等に表示する数値及び面積計算）
第４２条 （略） 第３７条 （略）

（計算数値の取扱い） （計算数値の取扱い）
第４３条 （略） 第３８条 （略）



（補償額算定調書に計上する数値） （補償額算定調書に計上する数値）
第４４条 補償額算定調書に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるもののほか、 第３９条 補償額算定調書に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるもののほか、

第４１条による計測値を基に算出した数値とする。 第３５条による計測値を基に算出した数値とする。
（１）建物の延べ床面積は、第４２条第３項で算出した数値とする。 （１）建物の延べ床面積は、第３７条第３項で算出した数値とする。
（２） （略） （２） （略）

（補償額等の端数処理） （補償額等の端数処理）
第４５条 （略） 第４０条 （略）

（１）補償額算定に必要となる資材単価等は、次による。 （１）補償額算定に必要となる資材単価等は、次による。

１００円未満のとき １円未満切捨て １００円未満のとき １円未満切り捨て
１００円以上１０，０００円未満のとき １０円未満切捨て １００円以上１０，０００円未満のとき １０円未満切り捨て
１０，０００円以上のとき １００円未満切捨て １０，０００円以上のとき １００円未満切り捨て

（２）建物等の移転料の算定のための共通仮設費及び諸経費等にあっては、１００円未満を切捨 （２）建物等の移転料の算定のための共通仮設費及び諸経費等にあっては、１００円未満を切り
てた金額を計上する。この場合において、その額が１００円未満のときは、１円未満切捨て 捨てた金額を計上する。この場合において、その額が１００円未満のときは、１円未満切り
とする。 捨てとする。

（３）建物の１平方メートル当たりで算出する単価（現在価格等）は、１００円未満切捨てとす （３）建物の１平方メートル当たりで算出する単価（現在価格等）は、１００円未満切り捨てと
る。 する。

（４）工作物等の補償単価は、次による。 （４）工作物等の補償単価は、次による。

１００円未満のとき １円未満切捨て １００円未満のとき １円未満切り捨て
１００円以上１０，０００円未満のとき １０円未満切捨て １００円以上１０，０００円未満のとき １０円未満切り捨て
１０，０００円以上のとき １００円未満切捨て １０，０００円以上のとき １００円未満切り捨て

第３章 権利調査 第３章 権利調査

第１節 調 査 第１節 調 査

（権利調査） （権利調査）
第４６条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聞 第４１条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊 又は居住者等からの聞

取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者（又はその法定代理人）等の氏名又は名称（以 き取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者（又はその法定代理人）等の氏名又は名称（以
下「氏名等」という。）及び住所又は所在地（以下「住所等」という。）等に関し調査すること 下「氏名等」という。）及び住所又は所在地（以下「住所等」という。）等に関し調査することを
をいう。 いう。

（地図等の転写） （地図等の転写）
第４７条 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図（不動産登記法（平成 第４２条 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図（不動産登記法（平成

１６年法律第１２３号）第１４条第１項又は同条第４項の規定により管轄登記所に備える地図又 １６年法律第１２３号）第１４条第１項又は同条第４項の規定により管轄登記所に備える地図又
は地図に準ずる図面をいう。以下「登記所備付け地図」という。）を次の各号に定める方法によ は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。）を次の各号に定める方法により行うものとする。この
り行うものとする。この場合において、土地改良事業及び土地区画整理事業の箇所で換地処分が 場合において、土地改良事業及び土地区画整理事業の箇所で換地処分が行われる計画があるもの
行われる計画があるものについては、調査職員の指示により、その換地計画図の転写も併せて行 については、調査職員の指示により、その換地計画図の転写も併せて行うものとする。
うものとする。
（１）転写した地図には、登記所備付け地図の着色に従って着色する。 （１）転写した地図には、地図の着色に従って着色する。
（２）、（３） （略） （２）、（３） （略）

２ （略） ２ （略）

（土地の登記記録の調査） （土地の登記記録の調査）
第４８条 （略） 第４３条 （略）

（建物の登記記録の調査） （建物の登記記録の調査）
第４９条 建物登記簿の調査は、第４７条で作成した地図から調査区域内の建物に係わる次の各号 第４４条 建物登記簿の調査は、第４２条で作成した地図から調査区域内の建物に係わる次の各号

に掲げる登記事項について行うものとする。 に掲げる登記事項について行うものとする。



（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権 （４）建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権

利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間 利の種類 及び内容並びに権利の始期及び存続期間
（５）、（６） （略） （５）、（６） （略）

（権利者の確認調査） （権利者の確認調査）
第５０条 （略） 第４５条 （略）
２ （略） ２ （略）

（１） （略） （１） （略）
（２）権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした相続関 （２）権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした相続関

係説明図（様式第７号）を作成する。 係説明図（様式第８号）を作成する。
（３）、（４） （略） （３）、（４） （略）

３ （略） ３ （略）
４ 前条の建物登記簿の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当該 ４ 前条の建物登記簿の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当該

建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聞取りを基に調査を行うものとする。 建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聞き取りを基に調査を行うものとする。
５ （略） ５ （略）

（墓地管理者等の調査） （墓地管理者等の調査）
第５１条 墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の権利関係について、次の各 第４６条 墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の権利関係について、次の各

号により行うものとする。 号により行うものとする。
（１）墓地の所有者及び管理者（以下「墓地管理者」という。）調査 （１）墓地の所有者及び管理者（以下「墓地管理者」という。）調査

墓地管理者の調査は、土地登記簿の調査及び市区町村職員、集落の代表者等、寺院の代表役 墓地管理者の調査は、土地登記簿の調査及び管轄する保健所、市区町村職員、集落の代表
員等からの聞取りによる。 者等、寺院の代表役員等からの聞き取りによる。

この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗教法人登記簿等により次に掲げる事 この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗教法人の登記記録等により次に掲
項を調査する。 げる事項を調査する。

①～⑦ （略） ①～⑦ （略）
（２）、（３） （略） （２）、（３） （略）

（土地利用履歴等の調査） 【新設】
第５２条 土地利用履歴等の調査とは、取得又は使用の対象となる土地に係る土壌汚染状況調査の

実施の要否を判定するための業務であり、土壌汚染に関する土地利用履歴等調査要領（平成２７
年３月３１日付け２６農振第２２７４号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。以下「土地
利用履歴等調査要領」という。）により行うものとする。

第２節 調査書等の作成 第２節 調査書等の作成

（転写連続地図の作成） （転写連続地図の作成）
第５３条 第４７条第１項により転写した地図は、各葉を転写して連続させた地図（以下「転写連 第４７条 第４２条第１項により転写した地図は、各葉を転写して連続させた地図（この地図を「転

続図」という。以下同じ。）を作成し、次の事項を記入するものとする。 写連続図」という。以下同じ。）を作成し、次の事項を記入するものとする。
（１） （略） （１） （略）
（２）第４８条第３号で調査した登記名義人の氏名等 （２）第４３条第３号で調査した登記名義人の氏名等
（３） （略） （３） （略）

（調査書の作成） （調査書の作成）
第５４条 第４８条から第５１条までに調査した事項については、土地登記簿調査表（様式第８号 第４８条 第４３条から第４６条までに調査した事項については、土地登記簿調査表（様式第９号

の１、第８号の２）、建物登記簿調査表（様式第９号の１、第９号の２）、権利者調査表（様式 の１、第９号の２）、建物登記簿調査表（様式第１０号の１、第１０号の２）、権利者調査表（様
第１０号の１、第１０号の２）、墓地管理者調査表（様式第１１号の１）及び墓地使用（祭祀） 式第１１号の１、第１１号の２）、墓地管理者調査表（様式第１２号の１）及び墓地使用（祭祀）
者調査表（様式第１１号の２）に所定の事項を記載するものとする。 者調査表（様式第１２号の２）に所定の事項を記載するものとする。

２ 各調査表の編綴は、大字及び字ごとに地番順で行うものとする。 ２ 各調査表の編綴は、所在ごとに地番順で行うものとする。
３ 土地利用履歴等の調査表は、第５２条の結果を基に土地利用履歴等調査要領により作成するも 【新設】

のとする。



第４章 用地測量 第４章 土地の測量

第１節 境界確認

【削る】 （土地の測量）
第４９条 土地の測量とは、土地及び境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を

作成する作業をいい、原則として、宮城県農業農村整備事業等測量作業規程（平成２０年９月８
日付け農村第２９０号）及び同運用基準（同）に規定するところにより行うものとする。

なお、宮城県農業農村整備事業等測量作業規程及び同運用基準を以下「測量作業規程等」とい
う。

（公共用地境界の打合せ） （公共用地管理者との打合せ）
第５５条 調査区域内に国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第９条の規定に基づき、部局長が 第５０条 調査区域内に国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第９条の規定に基づき、部局長が

管理する国有財産が存するとき又は公共物管理者等が管理する土地が存するときは、部局長又は 管理する国有財産が存するとき又は、公共物管理者等が管理する土地が存するときは、部局長又
公共物管理者等と公共用地境界確定（境界確認を含む。）の方法について調査職員の指示に基づ は公共物管理者等と公共用地境界確定（境界確認を含む。）の方法について調査職員の指示に基
き打合せを行わなければならない。 づき打合せを行うものとする。

（資料の作成及び立会い） （資料の作成及び立会い）
第５６条 受注者は、前条の打合せの結果を調査職員に報告し、その指示に基づき公共用地境界確 第５１条 受注者は、前条の打合せの結果を調査職員に報告し、その指示に基づき公共用地境界確

定のための手続又は現況測量等に必要となる資料の収集及び作成を行うものとする。 定のための手続き又は現況測量等に必要となる資料の収集及び作成を行うものとする。
２ （略） ２ （略）
３ 前条の打合せの結果、第５３条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量等を行う ３ 前条の打合せの結果、第４７条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量等を行う

ことによって、部局長又は公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなすとした場合には、これ ことによって、部局長又は公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなすとした場合には、これ
に必要な作業を行うものとする。この場合、必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者か らに必要な作業を行うものとする。この場合、必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者か
ら第６０条第２項に準じた同意を得るものとする。 ら第５５条第２項に準じた同意書を取り付けるものとする。

（境界確定後の図書の作成） （境界確定後の図書の作成）
第５７条 （略） 第５２条 （略）

（立会い準備） （立会い準備）
第５８条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条の画地の境界点 第５３条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で第５４条の画地の境

の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第４８条から第５１条までの調査 界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者の一覧表（様式第９号の１）を第４２
結果を基に作成するものとする。 条、第４３条、第４４条、第４５条及び第４６条の調査結果を基に作成するものとする。

２ 受注者は、前項の権利者一覧表の作成が完了したときは、調査職員と立会い日時、具体の作業 ２ 受注者は、前項権利者一覧表の作成が完了したときは、調査職員と立会い日時、具体の作業手
手順等について協議し、その指示によって権利者に対する立会い通知等の準備を行うものとする。 順等について協議し、その指示によって権利者に対する立会い通知等の準備を行うものとする。

（境界立会いの画地及び範囲） （境界立会いの画地及び範囲）
第５９条 【削る】 第５４条 受注者は，調査区域内における次の各号の画地の境界が確認できる範囲の立会いを行う

ものとする。
（１）一筆を範囲とする画地
（２）一筆の土地であっても、所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利ごとの画地
（３）一筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は現況の地目ごと

の画地この場合の現況地目は、「別記２」に定める地目の区分によるものとする。
（４）一画地にあって、土地に付属するあぜ、みぞ、その他これらに類するものが存するときは、

画地に含むものとする。ただし、一部ががけ地等で通常の用途に供することができないと
認められるときは、その部分を区分した画地とする。

（５）調査区域内の土地の隣接土地等のうち調査職員が必要であると指示した画地。
境界立会いの画地及び範囲は、測量作業規程に定めるところによるほか、一筆の土地

であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則（平
成17年２月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通知）第68条に定める地目の区分による
現況の地目ごとの画地とする。

（境界立会い） （境界立会い）
第６０条 受注者は、前条の境界立会いの範囲について、各境界点に関する権利者を現地に招集し、 第５５条 受注者は、前条の境界立会いの範囲について、各境界点に関する権利者を現地に召集し、



次の各号の手順によって境界点の立会いを行うものとする。 次の各号の手順によって境界点の立会いを行うものとする。
（１） （略） （１） （略）
（２）境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表 （２）境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表

示等の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行う。この場合の作業に当たって 示等の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとする。この場合の作業
は、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行う。 に当たっては、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行うものとする。

（３）前号の作業によって表示した境界点が関連する権利者全員の同意が得られたときには、木 （３）前号の作業によって表示した境界点が関連する権利者全員の同意が得られたときは、木杭
杭（プラスチック杭を含む。）又は、金属鋲（頭部径１５㎜）等容易に移動できない標識を （プラスチック杭を含む）または、金属鋲（頭部径１５㎜）等容易に移動できない標識を設置
設置する。 するものとする。

（４）前各号で確認した境界点について、原則として、黄色のペイントを着色する。ただし、境 （４）前各号で確認した境界点について、原則として、黄色のペイントを着色するものとする。
界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りでない。 ただし、境界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りでない。

２ 前項の境界点立会いが完了したときは、関連する権利者全員から土地境界確認書（様式第１２ ２ 前項の境界点立会いが完了したときは、関連する権利者全員から土地境界立会確認書（様式第
号）及び用地実測図に確認のための署名押印を求めるものとする。 １３号）及び用地実測図原図に確認のための署名押印を求めるものとする。

３ 受注者は、第１項の境界点立会いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたときは、そ ３ 受注者は、第１項の境界点立会いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたときは、そ
の事由等を整理し調査職員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。 の事由等を整理し調査職員に報告し、その後の処置について指示を受けるものとする。
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

【削る】 （復元測量）
第５６条 境界確認に先立ち、不動産登記法第１４条第１項の地図、地積測量図等に基づき境界杭

の位置を確認し、亡失等がある場合は、次の各号により復元するべき位置に仮杭（以下「復元杭」
という。）を設置するものとする。

（１）第４２条により収集した地積測量図等の精度、測量年度等を確認し、その成果に基づき境界
杭の位置を調査し、亡失等の異常の有無を確認するものとする。

（２）復元測量は、調査職員が境界確認に必要があると認める境界杭について行うものとする。
（３）現地作業の着手前には、関係権利者の立入りについて日程等を通知するものとする。
（４）復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとする。この場合、

原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。
（５）復元の方法は、直接復元法等により行うものとする。
（６）収集した資料に基づき復元した現地と相違する場合は、復元杭を設置せず原因を調査し調査

職員に報告するものとする。

第２節 境界測量

（用地測量の基準点） （土地の測量の基準点）
第６１条 用地測量に使用する基準点について、当該県営事業に係る基準点測量が完了していると 第５７条 土地の測量に使用する基準点について、当該公共事業に係る基準点測量が完了している

きは、別途調査職員が指示する基準点測量の成果（基準点網図、測点座標値等）を基に検測して ときは、別途調査職員が指示する基準点測量の成果（基準点網図、測点座標値等）を基に検測し
使用するものとする。 て使用するものとする。

２ 前項の基準点測量の成果を検測した結果、減失、位置移転、毀損等が生じているときには、調 ２ 前項の基準点測量の成果を検測した結果、減失、位置移転、毀損等が生じているときは、調査
査職員と協議しなければならない。 職員と協議するものとする。

３ （略） ３ （略）

【削る】 （補足基準点の設置）
第５８条 境界点を観測するために補助基準点を設置する必要がある場合は、４級基準点以上の基

準点から設置することができるものとする。この場合の精度は、４級基準点に準ずるものとする。
２ 補助基準点は、基準点から辺長１００ｍ以内、節点は１点以内の開放多角測量により標杭を設

置するものとする。なお、観測の区分等は、次表を標準とするものとする。

区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定

方 法 ２対回（０°、９０°） １対回 ２回測定

倍 角 差 ６０″
較差の許容範囲 ６０″ ５㎜

観 測 差 ４０″



（境界測量） （境界測量）
第６２条 【削る】 第５９条 境界測量は、近傍の４級以上の基準点に基づき、放射法により行うものとする。ただし、

やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うことができるものとする。
２ 前項の観測は、測量地域の地形及び地物の状況等を考慮しトータルステーション（データコレ

クタを含む。）、セオドライト、測距儀等（以下「ＴＳ等」という。）又はＲＴＫ－ＧＰＳ法若し
くはネットワーク型ＲＴＫ－ＧＰＳ法によることができる。
（１）ＴＳ等による観測は、次表を標準とする。

区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定

方 法 ０．５対回 ０．５対回 ２回測定

較差の許容範囲 － － ５㎜

（２）ＲＴＫ－ＧＰＳ法若しくはネットワーク型ＲＴＫ－ＧＰＳ法による場合は、次表を標準と
する。ただし、セット間較差は、基線ベクトル成分Ｘ、Ｙの比較によることができる。

使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 セット間較差の許容範囲 摘 要

ＦＩＸ解を得てから ⊿Ｎ ２０㎜
５衛星以上 １０エポック（連続） １秒

以上を２セット ⊿Ｅ ２０㎜

（３）前号において、１セット目の観測終了後、再初期化を行い２セット目の観測を行う。なお、
境界点の座標値は、２セットの観測から求めた平均値とする。

３ 前項の結果に基づき、境界点の座標値、境界点間の距離及び方向角を計算により求めるものと
する。

４ 座標値等の計算における結果の表示単位等は、次表を標準とする。
なお、計算を計算機により行う場合は、次項に規定する位以上の計算精度を確保し、座標値及

び方向角は、次表に規定する位の次の位を四捨五入とし、距離及び面積は、次項に規定する位の
次の位以下を切り捨てるものとする。

区分 方向角 距離 座標値 面積

単位 秒 ｍ ｍ ㎡

位 １ ０．００１ ０．００１ 0.000001

各境界点の測量を行うに当たっては、用地実測図の作成に必要となる建物及び主要な工 ５ 第１項の観測を行うに当たり、用地実測図の作成に必要となる建物及び主要な工作物の位置を
作物の位置を併せて観測するものとする。 併せて観測するものとする。

２ 各境界点等は、連番を付するものとする。 ６ 各境界点等は、連番を付するものとする。

（用地境界仮杭の設置） （用地境界仮杭の設置）
第６３条 （略） 第６０条 （略）

（１） （略） （１） （略）
（２）用地境界仮杭は、木杭（プラスチック杭を含む。）又は金属鋲（頭部径１５ｍｍ）等とす （２）用地境界仮杭は、木杭（プラスチック杭を含む。）又は金属鋲（頭部径１５ｍｍ）等のも

る。 のとする。
（３） （略） （３） （略）

【削る】 ２ 用地境界杭の観測は、第５８条第２項の規定を準用するものとする。
２ 前項の用地境界仮杭設置に当たり建物等で支障となり設置が困難なときには、その事由等を整 ３ 第１項の用地境界仮杭が建物等で支障となって、設置が困難なときには、その事由等を整理し

理し調査職員に報告しなければならない。ただし、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く 調査職員に報告するものとする。ただし、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求する
要求するときは、用地境界仮杭の控杭を設置するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関 ときは 用地境界仮杭の控杭を設置するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関係を関連
係を関連する権利者に充分理解させた上で用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。 する権利者に充分理解させた上で用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。



【削る】 （境界点間測量）
第６１条 境界測量及び用地境界仮杭の設置のための観測を行う場合には、併せて隣接する境界点

間の距離をＴＳ等を用いて測定し精度を確認するものとする。
２ 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置した点（以下「用地境界点」

という。）との距離を全辺について現地で測定し、境界測量及び用地境界仮杭の設置において求
められた計算値との測定値の差を比較することにより行うものとする。

なお、較差の許容範囲は、次表を標準とするものとする。

区分
距離 平 地 山 地 摘 要

２０ｍ未満 １０ｍｍ ２０ｍｍ
Ｓは点間距離の計算値

２０ｍ以上 Ｓ／２，０００ Ｓ／１，０００

第３節 面積計算の範囲

（面積計算の範囲） （面積計算の範囲）
第６４条 面積計算の範囲は、境界確認を行う範囲とする画地を単位とし、次の各号によって行う 第６２条 面積計算の範囲は、第５４条に定める画地を単位とし、次の各号によって行うものとす

ものとする。 る。
（１）画地の全てが用地取得等の対象となる計画幅員線（以下「用地取得線」という。）の内に （１）画地のすべてが用地取得 の対象となる計画幅員線（以下「用地取得線」という。）の内

存するときは、その画地面積。 に存するときは、その画地面積。
（２） （略） （２） （略）
（３）前各号によらない場合については、調査職員の指示による。 （３）前各号によらない場合については、調査職員の指示によるものとする。

２ 土地の取得等補償額算定に計上する面積は、平方メートル単位（小数点以下第３位切捨て）と 【新設】
する。

【削る】 （面積計算の方法）
第６３条 面積計算は原則として座標法によるものとするが、土地使用地については図上三斜法で

も行うことができるものとする。

第４節 用地実測図等の作成

（用地実測図等の作成） （用地実測図の作成）
第６５条 用地実測図の作成に当たっては、次の各号の方法により行うものとする。 第６４条 用地実測図の作成に当たっては、次の各号の方法により行うものとする。

（１）用地実測図は、次の事項及び調査職員が指示する事項を記入する。 （１）用地実測図は、境界・現況測量より得られた成果に基づき、次の事項から監督職員が指示
する事項を記入する

① 土地の測量に従事した者の記名押印 ① 基準点及び官民、所有権、借地、地上権等の境界点の座標値、点名、標杭の種類及び境界
線

② 面積計算表
③ 各筆の地番、不動産番号、登記地目、土地所有者及び借地人等の氏名又は名称
④ 境界辺長
⑤ 隣接地の地番、不動産番号及び境界の方向線
⑥ 用地の三斜及び数字
⑦ 借地境界並びに借地の三斜及び数字
⑧ 用地取得線
⑨ 図面の名称、配置、方位、座標線、縮尺、地図情報レベル、座標系、測量年月日、計画機

関名称、作業機関名称及び土地の測量に従事した者の記名押印
⑩ 市区町村の名称、大字、字の名称又は町、丁の名称及び境界線
⑪ 中心杭点、用地幅杭点及び用地境界杭点の位置
⑫ 現況地目



⑬ 道路名、水路名
② 道路名、水路名 ⑭ 建物及び工作物
③ 建物及び工作物 ⑮ 画地及び残地の面積

⑯ その他
（２）用地実測図の縮尺は、原則として縮尺５００分の１（土地が市街地地域にあっては、調査 （２）用地実測図の縮尺は、原則として縮尺５００分の１（土地が市街地地域にあっては、調査

職員の指示により縮尺２５０分の１とすることができる。）とする。 職員の指示により縮尺２５０分の１とすることができる。）とするものとする。
（３）用地実測図は、左を起点側、右を終点側とし、数葉にわたるときは、一筆の土地が２葉に （３）用地実測図は、左を起点側、右を終点側とし、数葉にわたるときは、一筆の土地が２葉に

またがらないこととし、右上に番号を付すとともに、当該図面がどの位置に存するかを示す またがらないこととし、右上に番号を付すとともに、当該図面がどの位置に存するかを示す
表示図を記載する。 表示図を記載するものとする。

【削る】 （４）用地実測図の素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとし、#３００とす
る。

【削る】 （５）境界線等の表示は、測量作業規程付録７－付属書類に規定する「公共測量標準図示数値地
形図データ取得分類基準表応用測量」によるものとする。

２ 用地平面図等の作成は、用地実測図から調査職員が指示する事項を記入するものとする。 【新設】

【削る】 （用地平面図等の作成）
第６５条 請負者は、用地実測図から調査職員が指示する事項を黒トレースし（ただし、取得等の

予定線は朱色とする。）、用地実測図各葉について連続させた用地平面図を作成するものとする。
ただし、基準点（補助基準点を含む。）、境界辺長、計測距離及び座標値は表示しないものと

する。
なお、用地平面図の素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとし、♯３００と

する。
２ 請負者は、前項に準じて黒トレースし、基準点（補助基準点を含む。）、境界点、幅杭点等の
番号及び座標値を表示した境界点番号図を作成するものとする。

（土地調書の作成） （土地調書の作成）
第６６条 受注者は、第３章及び第４章に定める業務の成果物により土地調書（様式第１３号）を 第６６条 受注者は、第３章及び第４章に定める業務の成果物より土地調書（様式第１４号）を作

作成するものとする。 成するものとする。

（予定分筆） （予定分筆）
第６７条 （略） 第６７条 （略）

（１）予定分筆前の土地の地番に順次支号を付して、予定分筆後の土地の名筆の地番を定める。 （１）予定分筆前の土地の地番に順次支号を付して、予定分筆後の土地の名筆の地番を定めるも
（２）予定分筆後の土地の名筆の面積は、用地実測図等に表示したものによる。 のとする。
（３）予定分筆後の土地の地番及び面積を定めた場合には、土地調査表（様式第１４号）に記入 （２）予定分筆後の土地の名筆の面積は、用地実測図等に表示したものによるものとする。

する。 （３）予定分筆後の土地の地番及び面積を定めた場合には、土地調査表（様式第１５号）に記入
するものとする。

（用地境界杭の設置） （用地境界杭の設置）
第６８条 取得又は権利等を設定した土地の境界を明らかにするため、土地改良法施行令（昭和２ 第６８条 土地等を取得又は権利等を設定した土地等の境界を明らかにするため、土地改良法施行

４年政令第２９５号）第６７条、土地改良財産取扱規則（昭和３４年６月１９日農林省訓令第２ 令（昭和２４年政令第２９５号）第６７条、土地改良財産取扱規則
３号）第２４条の２、「別記３」境界標識の様式及び設置要領に基づき用地境界杭を設置するも 第２４条の２及び「別記３」の境界標識の様式及び設置要領に基づき用地境界杭を設置す
のとする。 るものとする。

なお、調査職員の指示により、境界杭の長さが100ｃｍ以内の杭及び金属鋲等を使用すること
ができるものとする。

２ （略） ２ （略）

第５章 登記資料収集整理等 第５章 登記資料収集整理等

（登記資料収集整理） （登記資料収集整理）
第６９条 （略） 第６９条 （略）

（地積測量図（案）等の作成） （地積測量図 等の作成）
第７０条 取得等の区域内の土地が一筆の土地の一部であるため、分筆を必要とする場合又は地積 第７０条 取得等の区域内の土地が一筆の土地の一部であるため、分筆を必要とする場合又は地積



の更正等が必要と認められる場合には、地積測量図（案）及び土地所在図（案）等を作成するも の更正等が必要と認められる場合には、地積測量図 及び土地所在図 等を作成するも
のとする。 のとする。

（協 議） （協 議）
第７１条 受注者は、第６９条で規定する資料等の収集整理に当たり、管轄登記所との折衝の結果、 第７１条 受注者は、第６９条で規定する資料等の収集整理に当たり、管轄登記所等との折衝の結

その処理に困難なものがある場合には、調査職員と協議し、指示を受けなければならない。 果、その処理に困難なものがある場合には、調査職員と協議し、指示を受けるものとする。

（責 務） （責 務）
第７２条 受注者は、発注者が土地等の取得又は権利設定等について、管轄登記所に対し嘱託書を 第７２条 受注者は、発注者が土地等の取得又は権利設定等について、管轄登記所に対し嘱託書を

提出し、登記完了証が交付されるまでの間、発注者を補助するものとする。 提出し、登記済証書又は登記完了証が交付されるまでの間、発注者を補助するものとする。

第６章 建物等の調査 第６章 建物等の調査

第１節 調 査 第１節 調 査 等

（建物等の調査） （建物等の調査）
第７３条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木等について、それぞれの種類・数量・品等 第７３条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類・数量・品等又

又は機能等を調査することをいう。 は機能等を調査することをいう。

【削る】 （建物等の調査区分）
第７４条 調査区域内に存する建物等の調査を行う場合は、「別記４」の建物等区分表によるもの

とする。

（建物等の配置等） （建物等の配置等）
第７４条 （略） 第７５条 （略）

（１）建物、工作物及び立竹木等の位置 （１）建物、工作物及び立竹木の位置
（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

２ （略） ２ （略）

（法令適合性の調査） （法令適合性の調査）
第７５条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき土地改 第７６条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき土地改

良補償要綱第２６条第２項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状 良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱（昭和３８年３月２３目３８農地第２５１号（設））
況を調査するものとする。この場合において、調査対象法令については調査 職員と協議するも （以下「要綱」という。）第２６条第２項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要とな る法
のとする。 令に係る適合状況を調査するものとする。この場合において、調査対象法令については調査 職員

と協議するものとする。
（１）、（２） （略） （１）、（２） （略）

（木造建物） （木造建物）
第７６条 木造建物〔Ｉ〕の調査は、別に定める木造建物調査積算要領（平成２７年３月３１日付 第７７条 木造建物〔Ｉ〕の調査は、「別記５」木造建物〔Ｉ〕調査積算要領（

け２６農振第２２７０号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。以下「木造建物要領」とい 以下「木造建物要領」
う。）に準じて行うものとする。 という。）により行うものとする。

２ （略） ２ （略）
３ 前２項の実施に当たっては、運用方針第１５別表第１１に揚げる補正項目に係る建物の各部位 ３ 前２項の実施に当たっては、土地改良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱の運用方針

の補修等の有無を調査するものとする。 について（昭和４６年１月１１日４５農地Ｄ第９９４号（設））（以下「運用方針」という。）第
１５別表第１１の補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。

（木造特殊建物） （木造特殊建物）
第７７条 （略） 第７８条 （略）

（非木造建物） （非木造建物）
第７８条 非木造建物〔Ｉ〕の調査は、別に定める非木造建物調査積算要領（平成２７年３月３１ 第７９条 非木造建物〔Ｉ〕の調査は、「別記６」非木造建物〔Ｉ〕調査積算要領（

日付け２６農振第２２７１号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。以下「非木造建物要領」 以下「非木造
という。）に準じて行うものとする。 建物要領」という。）により行うものとする。



２ （略） ２ （略）

（機械設備） （機械設備）
第７９条 機械設備の調査は、別に定める機械設備調査算定要領（平成２７年３月３１日付け２６ 第８０条 機械設備の調査は、「別記７」機械設備調査積算要領（以下「機械設備要領」という。）

農振第２２７２号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。以下「機械設備要領」という。） により行うものとする。
に準じて行うものとする。

なお、現地調査等を行うに当たっては、事前に調査職員と協議し、調査の実施について必要な
指示を受けるものとする。

（生産設備） （生産設備）
第８０条 （略） 第８１条 （略）

（附帯工作物） （附帯工作物）
第８１条 附帯工作物の調査は、別に定める「附帯工作物調査積算要領（平成２７年３月３１日付 第８２条 附帯工作物の調査は、別記８「附帯工作物調査積算要領（以下「附帯工作物要領」とい

け２６農振第２２７３号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。以下「附帯工作物要領」と う。）」により行うものとする。
いう。）」に準じて行うものとする。

（庭 園） （庭 園）
第８２条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 第８３条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。

（１）庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の （１）庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の
配置の状況。配置の調査は、平板測量により行。ただし、規模が小さく平板測量以外で行う 配置の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測
ことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

（墳 墓） （墳 墓）
第８３条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。 第８４条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。

（１）墓地の配置の状況、墓地使用者（祭祀者のこと。以下同じ。）ごとの画地及び通路等の配 （１）墓地の配置の状況、墓地使用者（祭祀者のこと。以下同じ。）ごとの画地及び通路等の配
置状況。配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量により行う。ただし、規模が小 置状況。配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量により行うものとする。ただし、
さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことが

できる。
（２）～（７） （略） （２）～（７） （略）

（立竹木等） （立竹木）
第８４条 立竹木等の調査は、「別記１」表３の区分ごとに各地区用地対策連絡協議会等が定める 第８５条 立竹木の調査は、「別記４」表３の区分ごとに「別記９」立竹木等調査要領及び次の各

調査要領等及び次の各号により行うものとする。 号により行うものとする。
（１）庭木等（観賞樹、効用樹、風致木等）の調査 （１）庭木等（観賞樹、効用樹、風致木、その他）の調査

① 権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等 ① 権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等
する部分と残地の部分とに区分し、立木の位置を図面に表示するとともに番号（寄植及び連 する部分と残地の部分とに区分し、立木の位置を図面に表示するとともに番号（寄植及び連
植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。）を付すものとする。 植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。）を付すものとする。

② 立木については、樹種名、根本周囲、幹周、胸高直径、枝幅、樹高、管理の程度（表１の ② 立木については、樹種名、根本周囲、幹周、胸高直径、枝幅、樹高、管理の程度（表１の
判定基準による区分）等を調査する。 判定基準による区分）等を調査する。

表１ 管理状況の判定基準 表１ 庭木等の管理程度の判定基準

（略） （略）

③ 観賞用竹（ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等）については､５本程度 ③ 観賞用竹（ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等）については､５本程度
を１株として、その位置を①の図面に表示するとともに番号を付す。 を１株として、その位置を①の図面に表示するとともに番号を付すものとする。

④ 芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。 ④ 芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査するものとする。
（２）用材林立木の調査 （２）用材林立木の調査

① 権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林令(又は植林年次)、人 ① 権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林令(又は植林年次)、人
工林・天然生林の別、調査対象の土地１ヘクタール当たりの植栽本数、管理の状況（表２の 工林・天然生林の別、調査対象の土地、１ヘクタール当たりの植栽本数、管理の程度（表２
判定基準による区分）等を調査する。 の管理程度の判定基準による区分）等を調査する。

表２ 用材林の管理状況の判定基準 表２ 用材林の管理程度の判定基準
（略） （略）



② 調査職員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、次により行う。 ② 監督職員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、「別記９」立
竹木等調査要領及び次により行うものとする。

ア、イ （略） ア、イ （略）
（３）薪炭林立木の調査 （３）薪炭林立木の調査

前号用材林立木の調査に準じて行う。 前号用材林立木の調査に準じて行うものとする。
（４）収穫樹の調査 （４）収穫樹の調査

樹種、胸高直径、幹周、樹高、樹齢（又は植付年次）、管理の状況等を調査する。樹園地に 樹種、胸高直径、幹周、樹高、樹齢（又は植付年次）、管理の程度等を調査するものとする。
囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これらについても第８１条の例により調査する。 樹園地に囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これらについても第８１条の例により調査

（５）竹林の調査 するものとする。
① 権利者ごとに竹林として取り扱うことが相当と認められる区域を決定する。この場合にお （５）竹林の調査
いて、筍の収穫を目的としているものとその他のものとに区分する。 ① 権利者ごとに竹林として取扱うことが相当と認められる区域を決定するものとする。この

② ①で定めた区域内で最も標準と認められる範囲（標準地）５００平方メートル程度を定め、 場合において、筍の収穫を目的としているものとその他のものとに区分するものとする。
当該範囲内にある品種、本数及び胸高直径(筍を目的とするものを除く。)並びに筍の収穫を ② ①で定めた区域内で最も標準と認められる範囲（標準地）５００平方メートル程度を定め、
目的とするものにあっては、その管理の状況等を調査する。 当該範囲内にある品種、本数及び胸高直径(筍を目的とするものを除く。)並びに筍の収穫を

（６）苗木（植木畑）の調査 目的とするものにあっては、その管理の程度等を調査するものとする。
権利者ごとに苗木（植木畑）として取り扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽さ （６）苗木（植木畑）の調査
れている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、 権利者ごとに苗木（植木畑）として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽され
樹高、本数、樹齢（育生年数）及び管理の状況を調査する。この場合において、同樹種同寸 ている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹
法のものが大規模に植栽されている場合には、第２号②の標準地調査の例により行うことが 高、本数、樹齢（育生年数）及び管理の程度を調査するものとする。この場合において、同
できる。 樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、第２号②の標準地調査の例により行

（７）その他の立木の調査 うことができるものとする。
立木の存する位置、樹種等により第１号から第６号の調査に準じて行う。 （８）その他の立木の調査

立木の存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行うものとする。
（８）立毛（農作物） （７）立毛（農作物）

権利者毎に水稲、陸稲、麦類、いも類、豆類、野菜、工芸作物及びその他の農作物（以下 権利者毎に水稲、陸稲、麦類、いも類、豆類、野菜、工芸作物及びその他の農作物（以下「農
「農作物」という。）として取り扱うことが相当と認められる区域を決定し、その区域に栽培 作物」という。）として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、その区域に栽培され
されている農作物について、栽培形態等を調査する。 ている農作物について、栽培形態等を記入するものとする。

（９）権利者の画地ごとの代表的な立竹木等（標準地調査の場合は、標準地の立竹木等の概要が （９）権利者の画地ごとの代表的な立竹木（標準地調査の場合は、標準地の立竹木の概要が把握
把握できるもの）の写真の撮影を行う。 できるもの）の写真の撮影を行うものとする。

（石綿） 【新設】
第８５条 建物等に石綿が含有されている場合の調査は、「石綿調査算定要領」（平成２７年３月

３１日付け２６農振第２２７５号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。以下「石綿要領」
という。）により行うものとする。

第２節 調査書等の作成 第２節 調査書等の作成

（建物等の配置図の作成） （建物等の配置図の作成）
第８６条 （略） 第８６条 （略）

（１） （略） （１） （略）
（２）縮尺は、原則として、次の区分による。 （２）縮尺は、原則として、次の区分による。

① 建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木等 ① 建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木
１００分の１又は２００分の１ １００分の１又は２００分の１

② （略） ② （略）
（３）用紙は、工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第１１条により制定された日本工業 （３）用紙は、 日本工業

規格Ａ列３番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記載することが困難である場 規格Ａ３判を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記載することが困難である場合
合には、Ａ列２番によることができる（以下この節において同じ。）。 には、Ａ２判によることができる（以下この節において同じ。）。

（４）、（５） （略） （４）、（５） （略）
（６）建物、工作物及び立竹木等の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木等ごとに番号を付 （６）建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。

す。ただし、工作物及び立竹木等が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成するこ ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することがで
とができる。 きる。

（７） （略） （７） （略）



（法令に基づく施設改善） （法令に基づく施設改善）
第８７条 第７５条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。 第８７条 第７６条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。
２ （略） ２ （略）

（木造建物） （木造建物）
第８８条 木造建物の図面及び調査書は、第７６条の調査結果を基に作成するものとする。 第８８条 木造建物の図面及び調査書は、第７７条の調査結果を基に作成するものとする。
２、３ （略） ２、３ （略）

（木造特殊建物） （木造特殊建物）
第８９条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第７７条の調査結果を基に作成するものとする。 第８９条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第７８条の調査結果を基に作成するものとする。
２、３ （略） ２、３ （略）

（非木造建物） （非木造建物）
第９０条 非木造建物〔Ｉ〕の図面及び調査書は、第７８条第１項の調査結果を基に非木造建物要 第９０条 非木造建物〔Ｉ〕の図面及び調査書は、第７９条第１項の調査結果を基に非木造建物要

領により作成するものとする。 領により作成するものとする。
２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第７８条第２項の調査結果を基に非木造建物要領を準 ２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第７９条第２項の調査結果を基に非木造建物要領を準

用して作成するものとする。 用して作成するものとする。

（機械設備） （機械設備）
第９１条 機械設備の図面及び調査書は、第７９条の調査結果を基に機械設備要領により作成する 第９１条 機械設備の図面及び調査書は、第８０条の調査結果を基に機械設備要領により作成する

ものとする。 ものとする。

（生産設備） （生産設備）
第９２条 生産設備の図面及び調査書は、第８０条の調査結果を基に作成するものとする。 第９２条 生産設備の図面及び調査書は、第８１条の調査結果を基に作成するものとする。
２ 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面 ２ 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面

図、構造図、断面図等を作成するものとする。 図、構造図、断面図等を作成するものとする。
３ 調査書は、前条に準じて作成するものとする。 ３ 調査書は、前条に準じて作成するものとする。

（附帯工作物） （附帯工作物）
第９３条 附帯工作物の図面及び調査書は、第８１条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成 第９３条 附帯工作物の図面及び調査表は、第８２条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成

するものとする。 するものとする。

（庭園） （庭園）
第９４条 庭園の調査書は、第８２条の調査結果を基に工作物調査表（様式第１５号）及び立竹木 第９４条 庭園の調査書は、第８３条の調査結果を基に工作物調査表（様式第１６号）及び立竹木

調査表（様式第１６号の１）を用いて、算定に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量 調査表（様式第１７号）を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量等を
等を記載することにより作成するものとする。 記載することにより作成するものとする。

（墳墓） （墳墓）
第９５条 墳墓の図面及び調査書は、第８３条の調査結果を基に作成するものとする。 第９５条 墳墓の図面及び調査書は、第８４条の調査結果を基に作成するものとする。
２ 図面は、次の各号により作成するものとする。 ２ 図面は、次の各号により作成するものとする。

（１）墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。 （１）墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。
（２）墓地使用者の画地ごとに番号を付す。 （２）墓地使用者の画地ごとに番号を付す。
（３）土地の取得等の予定線を記入する。 （３）土地の取得等の予定線を記入する。

３ 調査書は、墳墓調査表（様式第１７号）、工作物調査表（様式第１５号）及び立竹木調査表（様 ３ 調査書は、墳墓調査表（様式第１８号）、工作物調査表（様式第１６号）及び立竹木調査表（様
式第１６号の１）を用いて、補償額の算定に必要と認められる事項を記載することにより作成す 式第１７号）を用いて、補償額の算定に必要と認められる事項を記載することにより作成するも
るものとする。 のとする。

（立竹木等） （立竹木）
第９６条 立竹木等の図面及び調査書は、第８４条の調査結果を基に作成するものとする。 第９６条 立竹木の図面及び調査書は、第８５条の調査結果を基に作成するものとする。
２ 第８４条第５号又は第２号、第３号、第６号及び第７号で標準地調査を行ったものの図面には、 ２ 第８５条第５号又は第２号、第３号、第６号及び第７号で標準地調査を行ったものの図面には、

次の各号の事項を記載するものとする。 次の各号の事項を記載するものとする。
（１）、（２） （略） （１）、（２） （略）

３ 調査書は、立竹木調査表（様式第１６号の１）を用いて、補償額の算定に必要と認められる事 ３ 調査書は、立竹木調査表（様式第１７号の１）を用いて、補償額の算定に必要と認められる事
項を記載することにより作成するものとする。ただし、用材林及び薪炭林については、用材林調 項を記載することにより作成するものとする。ただし、用材林及び薪炭林については、用材林調
査表（様式第１６号の２）を、立毛は「立毛調査表」（別記様式第１８号）を用いて作成するも 査表（様式第１７号の２）を 用いて作成するも



のとする。 のとする。

（石綿） 【新設】
第９７条 石綿の図面及び調査書は、第８５条の調査結果を基に石綿要領により作成するものとす

る。

第３節 算 定 第３節 算 定

（移転先の検討） （移転先の検討）
第９８条 建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等 第９７条 建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等

の移転先地とすることの検討を行う場合（第１０章移転工法の検討に該当するものを除く。）に の移転先地とすることの検討を行う場合（第１０章移転工法の検討等に該当するものを除く。）
は、残地が建物等の移転先地として運用方針第１５第１（４）アからエまでの要件に該当するか には、残地が建物等の移転先地として運用方針第１５第１（４）アからエまでの要件に該当する
否かの検討をするものとする。 か否かの検討をするものとする。

２ （略） ２ （略）
３ 第１項の検討に当たり、当該委託契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、調査 ３ 第１項の検討に当たり、当該委託契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、調査

職員から指示を受けるものとする。 職員から教示を得るものとする。
４ （略） ４ （略）

（法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） （法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定）
第９９条 （略） 第９８条 （略）

（木造建物） （木造建物）
第１００条 （略） 第９９条 （略）

（木造特殊建物） （木造特殊建物）
第１０１条 （略） 第１００条 （略）

（非木造建物） （非木造建物）
第１０２条 （略） 第１０１条 （略）

（照応建物の詳細設計） （照応建物の詳細設計）
第１０３条 第９８条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各号 第１０２条 第９７条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各号

に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。 に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。
（１）、（２） （略） （１）、（２） （略）

（機械設備） （機械設備）
第１０４条 （略） 第１０３条 （略）

（生産設備） （生産設備）
第１０５条 生産設備の補償額の算定は、第９２条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及 第１０４条 生産設備の補償額の算定は、第９２条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及

び適否について検討した上で、行うものとする。 び適否について検討し 、行うものとする。
２ （略） ２ （略）

（附帯工作物） （附帯工作物）
第１０６条 （略） 第１０５条 （略）

（庭園） （庭園）
第１０７条 庭園の補償額の算定は、第９４条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討 第１０６条 庭園の補償額の算定は、第９４条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討

した上で、行うものとする。 し 、行うものとする。
（墳墓） （墳墓）
第１０８条 （略） 第１０７条 （略）



（立竹木等） （立竹木 ）
第１０９条 立竹木等の補償額の算定は、第９６条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可否 第１０８条 立竹木 の補償額の算定は、第９６条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可否

及び適否について検討した上で、各地区用地対策連絡協議会等が定める算定要領等により行うも 及び適否について検討し 、「別記１０」立竹木等補償積算要領により行うものとする。
のとする。

第７章 営業その他の調査 第７章 営業その他の調査

第１節 調 査 第１節 調 査

（営業その他の調査） （営業その他の調査）
第１１０条 （略） 第１０９条 （略）

（営業に関する調査） （営業に関する調査）
第１１１条 （略） 第１１０条 （略）

（１）、（２） （略） （１）、（２） （略）
（３）収益及び経費に関するもの （３）収益及び経費に関するもの

営業調査表（様式第２０号の１から第２０号の４）の各項目を記載するために必要とする 営業調査表（様式第２０号の１から第２０号の４）の各項目を記載するために必要とする
次の書面又は簿冊の写を収集する。 次の書面又は簿冊の写を収集する。
① 直近３か年の事業年度の確定申告書（控）（写し）であって、税務署受付印のあるもの。 ① 直近３か年の事業年度の確定申告書（控）写。税務署受付印のあるものとする。
② 直近３か年の事業年度の損益計算書（写し）、貸借対照表（写し） ② 直近３か年の事業年度の損益計算書写、貸借対照表写
③ 直近１年の事業年度の総勘定元帳（写し）、固定資産台帳（写し）。特に必要と認める ③ 直近１年の事業年度の総勘定元帳写、固定資産台帳写。特に必要と認める場合は直近３
場合は直近３か年。 か年とする。

④ 直近１年の事業年度の次の帳簿（写し）。特に必要と認める場合は直近３か年。 ④ 直近１年の事業年度の次の帳簿写。特に必要と認める場合は直近３か年とする。
ア、イ （略） ア、イ （略）

（４） （略） （４） （略）
２、３ （略） ２、３ （略）

（居住者等に関する調査） （居住者等に関する調査）
第１１２条 （略） 第１１１条 （略）

（動産に関する調査） （動産に関する調査）
第１１３条 （略） 第１１２条 （略）

第２節 調査書の作成 第２節 調査書の作成

（調査書の作成） （調査書の作成）
第１１４条 （略） 第１１３条 （略）

第３節 算 定 第３節 算 定

（補償額の算定） （補償額の算定）
第１１５条 （略） 第１１４条 （略）

第８章 消費税等調査 第８章 消費税等調査

（消費税等に関する調査等） （消費税等に関する調査等）
第１１６条 消費税等に関する調査とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法（昭 第１１５条 消費税等に関する調査とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する消費税及び地 和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する消費税及び地



方消費税（以下「消費税等」という。）の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償 方消費税（以下「消費税等」という。）の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償
の要否の調査及び判定等を行うことをいう。ただし、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税 の要否の調査及び判定等を行うことをいうものとする。ただし、権利者が国の機関、地方公共団
法別表第三に掲げる法人又は消費税法第２条第１項第７号に定める人格のない社団等であるとき 体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第２条第１項第７号に定める人格のない社団等
は、適用しないものとする。 であるときは、適用しないものとする。

（調 査）
第１１７条 土地等の権利者等が消費税法第２条第４号に定める事業者であるときの調査は、次に （調 査）

掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料 第１１６条 土地等の権利者等が消費税法第２条第１項第４号に定める事業者であるときの調査
を収集することにより行うものとする。 は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必
（１）～（12） （略） 要な資料を収集することにより行うものとする。
（13）消費税課税事業者届出書（特定期間用） （１）～（12） （略）
（14）特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控）、源泉徴収簿等）
（15）特定新規設立法人に該当する旨の届出書
（16）その他の資料 （13）その他の資料

２ 受注者は、前項に掲げる資料が在しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、 ２ 請負者は、前項に掲げる資料が存在しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、
速やかに、調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 速やかに、調査職員に報告し、指示を受けるものとする。

（補償の要否の判定等） （補償の要否の判定等）
第１１８条 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。 第１１７条 消費税等に関する調査書は、第１１６条の調査結果を基に作成するものとする。
２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（（「土地改良事業の施行に伴う損失の補償 ２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー （「土地改良事業の施行に伴う損失の補償

等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（平成２６年４月１日付け２５農振第２４ 等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（平成９年４月１日付け９－４９農林水産
１８号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知））別添－５参考）により、補償の要否を判定 省構造改善局建設部設計課長通知）） により、補償の要否を判定（課税売上割合

（課税売上割合の算定を含む。）するものとし、消費税等調査表（様式第２３号）を用いて、作成 の算定を含む。）するものとし、消費税等調査表（様式第２３号）を用いて、作成するものとす
するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたとき る。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査
は、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。 表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。

第９章 予備調査 第９章 予備調査

第１節 調 査 第１節 調 査

（予備調査） （予備調査）
第１１９条 予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、コンビニエンスストア，パチン 第１１８条 予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、コンビニエンスストア，パチン

コ店，ガソリンスタンド，ゴルフ練習所等で大規模なもの（以下「工場等」という。）の敷地（土 コ店，ガソリンスタンド，ゴルフ練習所等で大規模なもの（以下「工場等」という。）の敷地（土
地）の一部が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させることの検討が必 地）の一部が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させることの検討が必
要であると認められるときに、建物等の調査に先立ち当該工場等の企業内容、使用実態、土地の 要であると認められるときに、建物等の調査に先立ち当該工場等の企業内容、使用実態、土地の
取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される移転計画（レイアウト）概略を把握するために 取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される移転計画（レイアウト）概略を把握するために
行う調査をいう。 行う調査をいうものとする。

（企業内容等の調査） （企業内容等の調査）
第１２０条 （略） 第１１９条 （略）

（敷地使用実態の調査） （敷地使用実態の調査）
第１２１条 （略） 第１２０条 （略）

（建物調査） （建物調査）
第１２２条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる 第１２１条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる

範囲に在する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、 範囲に在する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、
第７６条から第７８条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、 第７７条から第８０条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、
建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。 建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。

２ 前項の関連移転の検討の対象とする建物を定めるに当たっては、調査職員の指示を受けるもの ２ 前項の関連移転の検討の対象とする建物を定めるにあたっては、監督職員の指示を受けるもの
とする。 とする。

３ （略） ３ （略）



（機械設備等調査） （機械設備等調査）
第１２３条 （略） 第１２２条 （略）

（企業概要書） （企業概要書）
第１２４条 企業内容等の調査書は、第１２０条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１） 第１２３条 企業内容等の調査書は、第１１９条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１）

を用いて、作成するものとする。 を用いて、作成するものとする。

（配置図） （配置図）
第１２５条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範 第１２４条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範

囲について、第１２１条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工 囲について、第１２０条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工
場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用する 場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用する
ことができる。 ことができる。
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（建物、機械設備等の図面作成） （建物、機械設備等の図面作成）
第１２６条 （略） 第１２５条 （略）

（移転計画案の作成） （移転計画案の作成）
第１２７条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第１２０条から第１２３条の調査結果を基に、 第１２６条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第１１９条から第１２２条の調査結果を基に、

次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の 次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の
移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当するか否かの検討を行うも 移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当するか否かの検討を行うも
のとする。 のとする。
（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

２ 前項の検討に当たり、照応建物の推定建築費は前条に定める図面のほか、次の各号に掲げるも ２ 前項の検討にあたり、照応建物の推定建築費は第１２５条に定める図面のほか、次の各号に掲
のを作成し、積算するものとする。 げるものを作成し、積算するものとする。
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

第３節 算 定 第３節 算 定

（補償概算額の算定） （補償概算額の算定）
第１２８条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第１２４条から前 第１２７条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第１２３条、第１

条で作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 ２４条、第１２５条及び第１２６条で作成した調査書及び図面を基に行うものとする。

第１０章 移転工法案の検討 第１０章 移転工法案の検討等

第１節 調 査 第１節 調 査

（移転工法案の検討） （移転工法案の検討）
第１２９条 移転工法案の検討とは、工場等の当該敷地（土地）の一部が取得等の対象となる場合 第１２８条 移転工法案の検討とは、工場等の 敷地 の一部が取得等の対象となる場合

において、当該工場等の企業内容及び敷地使用実態などを調査した上で、現状の機能を構内（残 において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常
地）において回復させる敷地内工法の移転工法案の作成を行うことをいう。 妥当とする移転方法等の案を検討することをいう。

（企業内容等の調査） （企業内容等の調査）
第１３０条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただ 第１２９条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただ

し、第１２４条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 し、第１２３条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。
（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

（敷地使用実態の調査） （敷地使用実態の調査）
第１３１条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 第１３０条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

ただし、第１２１条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものと ただし、第１２０条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものと
する。 する。



（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

第２節 調査書等の作成 第２節 調査書等の作成

（企業概要書） （企業概要書）
第１３２条 企業内容等の調査書は、第１３０条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１） 第１３１条 企業内容等の調査書は、第１２９条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１）

を用いて、作成するものとする。 を用いて、作成するものとする。

（移転工法案の作成） （移転工法案の作成）
第１３３条 工場等の移転工法案は、第７４条から第８２条まで、第８４条、第１３０条及び第１ 第１３２条 工場等の移転工法案は、第７５条から第８３条まで、第８５条、第１２９条及び第１

３１条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合 ３０条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合
において、残地が建物等の移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当 において、残地が建物等の移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当
するか否かの検討を行うものとする。 するか否かの検討を行うものとする。
（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

２ （略） ２ （略）

（補償額の比較） （補償額の比較）
第１３４条 （略） 第１３３条 （略）

第１１章 再算定業務 第１１章 再算定業務

（再算定業務） （再算定業務）
第１３５条 （略）。 第１３４条 （略）。

（再算定の方法） （再算定の方法）
第１３６条 （略） 第１３５条 （略）

（１） （略） （１） （略）
（２）再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき移転補償額を算定 （２）再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき移転補償額を算定

する。この場合における移転工法は、調査職員の指示による。 する。この場合における移転工法は、調査職員の指示によるものとする。

第１２章 土地評価 第１２章 土地評価

（土地評価） （土地評価）
第１３７条 （略） 第１３６条 （略）

（土地評価の基準） （土地評価の基準）
第１３８条 土地評価は、調査職員から特に指示された場合を除き運用方針第２別記１土地評価事 第１３７条 土地評価は、調査職員から特に指示された場合を除き運用方針第２別記１土地評価事

務処理要領（以下「土地評価要領」という。）に定めるところに基づき実施するものとする。 務処理要領（以下「土地評価要領」という。）に 基づき行うものとする。

（現地踏査及び資料作成） （現地踏査及び資料作成）
第１３９条 （略） 第１３８条 （略）

（１）同一状況地域区分図 （１）
（略） （略）

（２）取引事例地調査表 （２）土地取引事例地調査表
取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域又は類似地域において１標準地につき３事例 取引事例比較法に用いる取引事例は、土地評価要領第１１条に基づき収集し、おおむね次の

地程度を収集し、おおむね次の事項を整理の上調査表を作成する。 事項を整理の上調査表を作成する。
① 土地の所在、地番及び住居表示 ① 土地の所在、地番及び住居表示
② 土地登記簿に記載されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況 ② 土地登記簿記載の地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
③～⑦ （略） ③～⑦ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）



（６）公示地及び基準地の選定調査表 （６）公示地及び基準地の選定調査表
調査区域及びその周辺区域に規準とすべき公示地又は基準地があるときは、公示又は周知事 調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示地又は基準地があるときは、公示又は周知事項

項について調査表を作成する。 について調査表を作成する。

（標準地の選定及び標準地調査書の作成） （標準地の選定及び標準地調査書の作成）
第１４０条 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、標準地調査書を作成す 第１３９条 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに一つの標準地を選定し、標準地調査書を

るものとする。 作成するものとする。
２ （略） ２ （略）

（標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成） （標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成）
第１４１条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第１３８条に定める土地評価の基準を 第１４０条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第１３２条に定める土地評価の基準を

適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。 適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。
２、３ （略） ２、３ （略）

（残地等に関する損失の補償額の算定） （残地等に関する損失の補償額の算定）
第１４２条 残地又は残借地に関する損失の補償額は、土地改良補償要綱第５０条及び運用方針第 第１４１条 残地又は残借地に関する損失の補償額は、 要綱第５０条及び運用方針第

３６に定めるところにより算定し、残地（又は残借地）補償額算定調書を作成するものとする。 ３６に定めるところにより算定し、残地（又は残借地）補償額算定調書を作成するものとする。

第１３章 補償説明 第１３章 補償説明

（補償説明） （補償説明）
第１４３条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む。）の 方法、建物等の 第１４２条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価（残地等に関する損失の補償を含む。）の

補償方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という。）の説明を行うことをいう。 方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という。）の説明を行うこ
とをいう。

（概況ヒアリング） （概況ヒアリング）
第１４４条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、調査職員から当該事業の内容、取得等の対象と 第１４３条 受託者は、補償説明の実施に先立ち、調査職員から当該事業の内容、取得等の対象と

なる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要 なる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要
となる事項について説明を受けるものとする。 となる事項について説明を受けるものとする。

【削る】 （現地踏査等）
第１４４条 受注者は、補償説明の対象となる区域について現地踏査を行い、現地の状況等を把握

するものとする。
２ 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を行うことについ

ての協力を依頼するものとする。

（説明資料の作成等） （説明資料の作成等）
第１４５条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング 第１４５条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、前２条の結果を踏まえ、次の

等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その 各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について調査職員
内容等について調査職員と協議するものとする。 と協議するものとする。
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（権利者に対する説明） （権利者に対する説明）
第１４６条 （略） 第１４６条 （略）

（記録簿の作成） （記録簿の作成）
第１４７条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者 第１４７条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者

の主張又は質疑の内容等を記録簿（様式第２５号）に記載するものとする。 の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（様式第２５号）に記載するものとする。

（説明後の措置） （説明後の措置）
第１４８条 （略） 第１４８条 （略）
２ 受注者は、当該権利者に係る補償内容等の全てについて権利者の理解が得られたと判断したと ２ 受注者は、当該権利者に係わる補償内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断し



きは、速やかに、調査職員にその旨を報告するものとする。 たときは、速やかに、調査職員にその旨を報告するものとする。
３ （略） ３ （略）

【削る】 第１４章 事業損失に係る建物等調査及び修復費の積算

第１４章 地盤変動影響調査等 【新設】

第１節 調査

（地盤変動影響調査）
第１４９条 地盤変動影響調査とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により建物そ

の他の工作物（以下この章において「建物等」という。）に損害等が生ずるおそれがあると認め
られる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施行中に行う建物等の配置及び現況の調査（以下
「事前調査」という。）並びに工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状
況の調査（以下「事後調査」という。）をいう。

（調査）
第１５０条 地盤変動影響調査は、地盤変動影響調査算定要領（平成２７年３月３１日付け２６農

振第２２７６号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知）により行うものとする。
２ 前項により難い場合は、調査職員の指示により必要な調査を行うものとする。

（費用負担の要否の検討）
第１５１条 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、発注者が事前調査及び事

後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が直轄事業に係る工事の
施行によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊すること
により、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。

２ 前項の検討結果については、速やかに調査職員に報告するものとする。

第２節 算定

（費用負担額の算定）
第１５２条 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算定要領により行う

ものとする。
２ 前項により難い場合は、調査職員の指示する方法により費用負担額の算定を行うものとする。

第１５章 費用負担の説明 第１５章 費用負担の説明

（費用負担の説明） （費用負担の説明）
第１５３条 費用負担の説明とは、県営事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建 第１５９条 費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建

物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等（以下「費用負担の内容等」という。）の説明を行 物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等（以下「費用負担の内容等」という。）の説明を行
うことをいう。 うことをいう。

（概況ヒアリング等） （概況ヒアリング ）
第１５４条 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、調査職員から当該工事の内容、被害発生 第１６０条 受注者は、費用負担の説明の実施に先き立ち、調査職員から当該工事の内容、被害発

の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容、各権利者の実情及 生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容、各権利者の実情
びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。 及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。

２ 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行 【新設】
うことについての協力を依頼するものとする。



【削る】 （現地踏査等）
第１６１条 受注者は、費用負担の説明の対象となる区域について現地踏査を行い、現地の状況及

び説明対象とされた建物等を把握するものとする。
２ 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行

うことについての協力を依頼するものとする。

（説明資料の作成等） （説明資料の作成等）
第１５５条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング 第１６２条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、前２条の結果を踏まえ、次の

等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その 各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について調査職員
内容等について調査職員と協議するものとする． と協議するものとする．
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（権利者に対する説明） （権利者に対する説明）
第１５６条 （略） 第１６３条 （略）

（記録簿の作成） （記録簿の作成）
第１５７条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者 第１６４条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者

の主張又は質疑の内容等を記録簿（様式第２５号）に記載するものとする。 の主張又は質疑の内容等を費用負担説明記録簿（様式第３０号）に記載するものとする。

（説明後の措置） （説明後の措置）
第１５８条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、調査職 第１６５条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、調査職

員に報告するものとする。 員に報告するものとする。
２ 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等の全てについて権利者の理解が得られたと判断 ２ 受注者は、当該権利者に係わる費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと

したときは、速やかに、調査職員にその旨を報告するものとする。 判断したときは、速やかに、調査職員にその旨を報告するものとする。
３ 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその他事項で意見の相 ３ 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは費用負担の内容等又はその他事項で意見の相

違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、調査職員に報告し、指示を受け 違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、調査職員に報告し、指示を受け
るものとする。 るものとする。

第１６章 騒音等調査 第１６章 環境調査

（騒音等調査） （環境調査）
第１５９条 騒音等調査とは、騒音、振動及び井戸に関する調査をいう。 第１６６条 環境調査とは、騒音、振動及び井戸の調査をいう。

（調査の方法） （調査の方法）
第１６０条 前条の調査は，「別記４」騒音等調査要領及び調査職員の指示に基づき，現地を調査 第１６７条 前条の調査は，「別記１１」の環境調査要領及び調査職員の指示に基づき，現地を調

し、次の各号に掲げる調査表を作成するものとする。 査し、次の各号に掲げる調査表を作成するものとする。
（１）騒音測定結果一覧表（様式第２６号） （１）騒音測定結果一覧表（様式第３１号）
（２）振動測定結果一覧表（様式第２７号） （２）振動測定結果一覧表（様式第３２号）
（３）井戸調査表 （様式第２８号） （３）井戸調査表 （様式第３３号）

第１７章 事業認定申請図書等の作成 第１７章 事業認定申請図書等の作成

（事業認定申請図書等の作成） （事業認定申請図書等の作成）
第１６１条 （略） 第１６８条 （略）
【削る】 ２ 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下「法」という。）

第１６条に規定する事業の認定を受けるため、法第１８条の規定による事業認定申請書及び添付
書類（事前審査のための資料を含む。）を作成することをいう。

【削る】 ３ 裁決申請図書の作成とは、法第４０条に規定する裁決申請図書及びこれに関連する参考資料を
作成することをいう。

【削る】 ４ 明渡裁決申立図書の作成とは、法第４７条の３に規定する明渡裁決申立図書及びこれに関連す
る参考資料を作成することをいう。



（事業認定申請図書の作成） 【新設】
第１６２条 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下この章

において「法」という。）第１６条に規定する事業の認定を受けるため、法第１８条の規定によ
る事業認定申請書及び添付書類等により作成することをいう。

（事業計画の説明） （事業計画の説明）
第１６３条 （略） 第１６９条 （略）

（現地踏査） （現地踏査）
第１６４条 事業認定申請図書の作成に当たって行う現地踏査においては、事業認定申請に係る起 第１７０条 事業認定申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、事業認定申請に係る現地の踏査

業地を含む事業地の踏査を行うものとする。 を行うものとする。

（起業地の範囲の検討） （起業地の範囲の検討）
第１６５条 （略） 第１７１条 （略）

（事業認定申請図書の作成方法） （事業認定申請図書の作成方法）
第１６６条 事業認定申請図書は、法第１８条及び法施行規則（昭和２６年建設省令第３３号。以 第１７２条 事業認定申請図書は、法第１８条及び土地収用法施行規則（昭和２６年建設省令第３

下この章において「規則」という。）第２条並びに第３条に定めるところに従うほか、「別記５」事業 ３号）第２条並びに第３条に定めるところに従うほか、調査職員が別途指示する事業認定申請書
認定申請書等作成要領等により作成するものとする。 等作成要領等「別記１２」により作成するものとする。

（事前審査用資料の作成方法） （事前審査用資料の作成方法）
第１６７条 事業認定申請図書の事前審査用資料の作成は、前条の定めるところにより、法第２０ 第１７３条 発注者が事業認定機関と事業認定申請に先立って行う事業認定申請図書の事前審査用

条の事業の認定の要件全てに該当するように記載するものとする。この場合において、事前審査 資料の作成は、前条の定めるところにより、法第２０条の事業の認定の要件すべてに該当するよ
に必要と認める参考資料を併せて作成するものとする。 うに記載するものとする。この場合において、事前審査に必要と認める参考資料を併せて作成す

るものとする。

（事前審査用資料の提出） （事前審査用資料の提出）
第１６８条 （略） 第１７４条 （略）

（本申請図書の作成） （本申請図書の作成）
第１６９条 （略） 第１７５条 （略）

（裁決申請図書の作成） （裁決申請図書及び明渡裁決申立図書の提出）
第１７０条 裁決申請図書の作成とは、法第40条に規定する裁決申請図書及びこれに関連する参考 第１７６条 裁決申請図書及び明渡裁決申立図書の作成を完了したときは、速やかに調査職員に当

資料を作成することをいう。 該成果物を提出するものとする。

（裁決申請図書の作成方法） 【新設】
第１７１条 裁決申請図書は、法第40条及び規則第16条並びに第17条に定めるところに従うほか、
「別記５」事業認定申請書等作成要領等により作成するものとする。

（明渡裁決申立図書の作成） 【新設】
第１７２条 明渡裁決申立図書の作成とは、法第47条の３に規定する明渡裁決申立図書及びこれに

関連する参考資料を作成することをいう。

（明渡裁決申立図書の作成方法） 【新設】
第１７３条 明渡裁決申立図書は、法第４７条の３及び規則第１７条の６並びに第１７条の７に定

めるところに従うほか、「別記５」事業認定申請書等作成要領等により作成するものとする。

第１８章 物件調書の作成 第１８章 物件調書の作成

（物件調書の作成） （物件調書の作成）
第１７４条 受注者は、第６章及び第７章に定める業務の成果物より物件調書（様式第２９号）を 第１７７条 受注者は、第６章及び第７章に定める業務の成果物より物件調書（様式第３４号）を

作成するものとする。 作成するものとする。



第１９章 保安林解除等申請図書の作成 第１９章 保安林解除等申請図書の作成

（保安林解除等申請図書の作成） （保安林解除等申請図書の作成）
第１７５条 （略） 第１７８条 （略）

（事業計画の説明） （事業計画の説明）
第１７６条 （略） 第１７９条 （略）

（現地踏査） （現地踏査）
第１７７条 （略） 第１８０条 （略）

（保安林解除等申請図書の作成方法） （保安林解除等申請図書の作成方法）
第１７８条 保安林解除等申請図書は、森林法第２７条及び同法施行規則第１７条並びに国有林野 第１８１条 保安林解除等申請図書は、森林法第２７条及び同法施行規則第１７条並びに国有林野

の管理経営に関する法律第７条及び同法施行規則第１４条に定めるところに従うほか、「別記６」 の管理経営に関する法律第７条及び同法施行規則第１４条に定めるところに従うほか、「別記１
保安林解除等申請図書作成要領及び調査職員の指示により行うものとする。 ３」の保安林解除等申請図書作成要領及び調査職員の指示により行うものとする。

第２０章 完了図書の作成 第２０章 完了図書の作成

（完了図書の作成） （完了図書の作成）
第１７９条 完了図書の作成とは、県営事業の完了に伴い必要となる工事完了届の事業成績書を構 第１８２条 完了図書の作成とは、農業農村整備事業の完了に伴い必要となる工事完了届の事業成

成する図書を作成することをいう。 績書を構成する図書を作成することをいう。
２ （略） ２ （略）

（１） （略） （１） （略）
（２）土地改良財産調書 （２）土地改良財産調書

① 土地改良施設整理台帳 ① 土地改良施設整理台帳
ア 工作物の部（総括表） ア 工作物の部（総括表）
イ 工作物の部（年度別・工事別表） イ 工作物の部
ウ～オ （略） ウ～オ （略）

②～⑥ （略） ②～⑥ （略）
（３） （略） （３） （略）

３ （略） ３ （略）
（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）

① 地すべり防止施設整理台帳等 ① 地すべり防止施設整理台帳
ア 工作物等の部（総括表） ア 工作物 の部（総括表）
イ 工作物等の部（年度別・工事別表） イ 工作物 の部（年度別・工事別表）
ウ～オ （略） ウ～オ （略）

②～⑥ （略） ②～⑥ （略）
（３） （略） （３） （略）

４ （略） ４ （略）

（現地踏査） （現地踏査）
第１８０条 （略） 第１８３条 （略）

（完了図書の作成方法） （完了図書の作成方法）
第１８１条 県営土地改良業等の完了図書は、設計図書に基づ き作成するものとし、これに記載 第１８４条 農業農村整備事業等の完了図書は、設計図書に基づき作成するものとし、これに記載

の無い細部事項等については、調査職員の指示により作成するものとする。 の無い細部事項等については、調査職員の指示により作成するものとする。
２ 県営地すべり対策事業の完了図書は、前項に準じて作成するものとする。 ２ 地すべり対策事業の完了図書は、前項に準じて作成するものとする。
３ 県営海岸保全事業の完了図書は、前項に準じて作成するものとする。 ３ 海岸保全事業の完了図書は、前項に準じて作成するものとする。



第２１章 内水面漁業権等調査 第２１章 内水面漁業権等調査

第１８２条 （略） 第１８５条 （略）
２ （略） ２ （略）
３ 事業の実施に伴い影響が予測される漁業権等に関する調査及び資料収集を行うものとする。 ３ 事業の実施に伴い影響が予測される漁業権等に関する調査及び資料収集を行うものとする。

なお、当該調査は次の各号に掲げる事項について行うものとする。 当該調査は次の各号に掲げる事項について行うものとする。
（１）漁業権等調査 （１）漁業権等調査
（２）漁業共同組合概要調査 （２）漁協概要調査
（３）～（８） （略） （３）～（８） （略）

４～６ （略） ４～６ （略）

（調査の方法） （調査の方法）
第１８３条 前条の調査は、「別記７」内水面漁業権等調査検討要領及び調査職員の指示に基づき 第１８６条 前条の調査は、「別記１５」内水面漁業権等調査検討要領及び監督職員の指示に基づ

行い、調査書を作成するものとする。 き行い、調査書を作成するものとする。

第２２章 阻害要因の調査及び処理方針の作成 【新設】

（阻害要因の調査及び処理方針の作成）
第１８４条 阻害要因に関する調査とは、用地補償業務の処理計画を策定するため、事前に用地補

償業務における阻害要因を調査し、阻害要因の内容及び用地補償業務における課題（以下「阻害
要因等」という。）を取りまとめ、処理方針案を作成する業務をいう。

（現地確認調査）
第１８５条 工事施行予定地周辺（以下「当該地周辺」という。）の現地において、目視による阻

害要因の確認調査を行うものとする。
２ 阻害要因を確認したときは、写真を撮影するものとする。

（法令規制等の調査）
第１８６条 地方公共団体等から法令規制の図面等を入手し、当該地周辺に次の各号に掲げる規制

があるか確認を行うものとする。
（１）森林法（昭和26年６月26日付け法律第249号）に関する規制
（２）砂防法（明治30年３月30日付け法律第29号）に関する規制
（３）農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年７月１日付け法律第58号）に関する規制
（４）都市計画法（昭和43年６月15日付け法律第100号）に関する規制
（５）文化財保護法（昭和25年５月30日付け法律第214号）に関する規制
（６）その他の規制

（登記及び権利に関する調査）
第１８７条 登記所備付け地図の転写は、第４７条を、土地の登記記録の調査は、第４８条を、権

利者の確認調査は、第５０条をそれぞれ準用するものとし、当該地周辺の登記及び権利関係の阻
害要因を調査するものとする。

（現地ヒアリング調査）
第１８８条 現地において、次の各号に掲げる者から、当該地周辺の阻害要因の聞き取り調査を行

うものとする。
（１）土地改良区関係者（職員、地元役員及び総代）
（２）地方公共団体職員（農業担当課、公共事業担当課）
（３）地元精通者（町内会長等）

２ 聞き取りを行った際は、記録簿を作成するものとする。



（更新事業資料収集整理）
第１８９条 更新事業が計画されているときは、次の各号に掲げる関係資料の収集整理を行うもの

とする。
（１）施設関係台帳及び関係図面
（２）前歴事業計画書及び事業成績書
（３）施設管理に関する協定等
（４）その他阻害要因に関連する資料

（阻害要因の調査分析及び取りまとめ）
第１９０条 第１８５条から前条までの調査における阻害要因を分析の上、阻害要因等特定調査票

（様式第３０号の１、第３０号の２）に取りまとめ、施設別及び次に掲げる類型別に整理するも
のとする。
（１）権利者に関する課題（権利者不明、海外居住者、成年後見人ほか）
（２）登記に関する課題（多人数共有地、地図混乱、境界争い、相続、仮登記、権利設定ほか）
（３）用地に関する課題（不法占有、不法投棄、土壌汚染、国有地、神社地ほか）
（４）補償及び事業損失に関する課題（特殊補償、工事損害、残地工事費ほか）
（５）交渉難航に関する課題（事業反対、不当要求、環境等反対組織ほか）
（６）法令規制に関する課題（保安林指定地、埋蔵文化財保護規制地ほか）
（７）更新事業に関する課題（紛争、権利設定期間満了、境界杭未設置、無権原用地ほか）
（８）その他課題（公共施設、地域特性、ほ場整備、他の事業公共事業ほか）

２ 取りまとめに当たっては、阻害要因の位置を示す地図を作成するものとする。

（阻害要因等に対する処理方針（案）の作成）
第１９１条 前条により取りまとめた阻害要因等に対する処理方針（案）を作成するものとする。
２ 処理方針（案）は、阻害要因等特定調査票により、次の各号に掲げる項目について取りまとめ

るものとする。
（１）阻害要因等の解決方法及び処理方針（案）
（２）処理に要する期間
（３）処理に当たっての留意事項
（４）その他

（用地補償処理計画（案）の作成）
第１９２条 事業計画、工事実施計画及び前条において取りまとめた阻害要因等特定調査票を基に、

施設別に用地補償処理の期間等を表記した用地補償処理計画（案）を作成するものとする。
２ 用地補償処理計画（案）は、用地補償処理計画（案）記載例（様式第３１号）を参考に作成す

るものとする。

第２３章 写真台帳の作成 第２２章 写真台帳の作成

（写真台帳の作成） （写真台帳の作成）
第１９３条 受注者は、第６章、第７章、第９章、第１０章及び第１４章に定める調査等と併せて 第１８７条 請負者は、第６章、第７章、第９章及び第１０章 に定める調査等と併せて

次の各号に定めるところにより写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。 次の各号に定めるところにより写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。
（１）、（２） （略） （１）、（２） （略）
（３）第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第１１３条第 （３）第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第１１２条第

３号及び第４号の動産の種類等が容易にわかるものとする。 ３号及び第４号の動産の種類等が容易にわかるものとする。
（４） （略） （４） （略）
（５）第９章及び第１０章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査職員の指示により前 （５）第９章及び第１０章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督職員の指示により前

各号に準じて行うものとする。 各号に準じて行うものとする。
（６）第１４章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、地盤変動影響調査算定要領により行 【新設】

う。
２ （略） ２ （略）
３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認 ３ 写真台帳の作成にあたっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認

められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。 められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。



４ 第１２章、第１６章、第１９章及び第２１章についても、前３項各号に準じて処理するものと ４ 第１２章、第１４章、第１６章、第１９章及び第２１章についても、前各項に準じて処理する
する。 ものとする。

【削る】 第２３章 業務実績データの作成及び登録

（業務実績データの作成及び登録）
第１８８条 受注者は、業務請負代金額が500万円以上の業務について、当初契約時、登録内容の

変更時、業務完了時において、当初契約時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があ
った日から１０日以内に、完了時は完成後１０日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス（Ｔ
ＥＣＲＩＳ）データ登録手続きに基づき、「業務カルテ」を作成し調査職員の確認を受けた後に、
（財）日本建設情報総合センターにデータを登録するとともに、（財）日本建設情報総合センタ
ー発行の「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。ただし、受注者が
公益法人の場合はこの限りではない。



用地調査等共通仕様書「様式」 新旧対照表





改 正 後 現 行

様式第１号 【新設】

検 証 ・ 照 査 済 一 覧 表 全 葉の内

従 事 者

作 業 の 種 別

資 格 氏 名 印

（備考）従事者欄には、共通仕様書第９条に定める別記２の業務従事者が記名押印すること。

用地調査等共通仕様書第１６条及に基づく検証及び第９条に基づく照査については、管理技術者

及び照査技術者において計算過程、仕様書との整合、単価の適用等について詳細に検証及び照査を

行った結果、適正に作成されていることを証明します。

平成 年 月 日

受 注 者 名 印

管理技術者氏名 印

照査技術者氏名 印

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。



改 正 後 現 行

【削る】 様式第１号

管理技術者（現場代理人）・照査技術者（主任技術者）（変更）通知書

平成 年 月 日

（知事又は公所長）

殿

（受注者）

印

次の業務について、委託契約書第１０条第１項及び第１１条第１項の規定に基づき、下記の

とおり定め（変更し）たので、別紙経歴書を添えて通知します。

１ 委 託 業 務 番 号

２ 委託業務の名称

３ 委託業務の場所

４ 契約締結年月日

記

名 称 新 旧（変更前）

職 氏 名 職 氏 名

管理技術者（現場代理人）

照査技術者（主任技術者

＊１ 新規に提出する場合は、「新」の欄にのみ記入し、不要な欄には斜線する。

２ 変更の場合は、変更のない現場代理人等の名称も「新」及び「旧」の欄に記載する。また、

経歴書は、変更する現場代理人の分のみを添付する。



改 正 後 現 行

【削る】 別 紙

管理技術者・照査技術者の経歴書

１委 託 業 務 番 号 ２委 託 業 務 名 称

３契 約 締 結 年 月 日 平成 年 月 日

４氏 名 印 ５生 年 月 日 年 月 日（ 歳）

６本 籍 地

７現 住 所

８最 終 学 歴

９資 格

10実 務 経 験 年 数

(1) 年 月

(2)

11職 歴

(3)

＊ 技術者毎に記載し、「資格」の欄は、法令による免許及び登録番号も記載する。



改 正 後 現 行

【削る】 様式第５号

管理技術者（現場代理人）・照査技術者（主任技術者）（変更）通知書

平成 年 月 日

（知事又は公所長）

殿

（受注者）

印

次の業務について、委託契約書第１０条第１項及び第１１条第１項の規定に基づき、下記の

とおり定め（変更し）たので、別紙経歴書を添えて通知します。

１ 委 託 業 務 番 号

２ 委託業務の名称

３ 委託業務の場所

４ 契約締結年月日

記

新 旧（変更前）

名 称

職 氏 名 職 氏 名

管理技術者（現場代理人）

照査技術者（主任技術者）

＊１ 新規に提出する場合は、「新」の欄にのみ記入し、不要な欄には斜線する。

２ 変更の場合は、変更のない現場代理人等の名称も「新」及び「旧」の欄に記載する。また、

経歴書は、変更する現場代理人の分のみを添付する。



改 正 後 現 行

【削る】 様式第６号

業 務 工 程 表

管理技術者

委託 受注 （現場代理人）

業務 者の

場所 氏名 照査技術者

（主任技術者）

細 目 所要日 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 摘要

数

100%

進捗率

日 0%

＊１ 種別、細目は、仕様書により記入する。

２ 進捗率は、折線グラフにより、実線で記入する。

３ 変更の場合は、前回分で黒書、変更分を赤書で記入する。

４ １葉で記入できない場合は、適宜枚数を増やす。



改 正 後 現 行

様式第５号 【新設】

用 地 調 査 等 業 務 日 報

期 日 年 月 日

自 年 月 日

履 行 期 間

至 年 月 日

業 務 の 名 称

調査等の箇所

業務及びその内容

その他必要事項

調 査 職 員 管 理 技 術 者 業 務 従 事 者

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。

様式第６号 様式第７号

平成 年 月 日 平成 年 月 日

（調査職員） （監督職員）

（氏 名） 殿 （氏 名） 殿

受注者 住 所 請負者 住 所

会 社 名 等 会 社 名 等

氏 名 印 氏 名 印

障 害 物 伐 除 等 報 告 書 障 害 物 伐 除 報 告 書

平成 年 月 日契約の 用地調査等のため，障害物を伐除したので，別紙調 平成 年 月 日契約の 用地調査等のため，障害物を伐除したので，別紙調

査表を添えて報告します。 査表を添えて報告します。

注 １ 別紙調査表は，土地調書（様式第１３号）の記、工作物調査表（様式第１５号）及び立 （注） 別紙調査表は，竹木調査表に準じて作成するものとする。

竹木調査表等（様式第１６号の１又は様式第１６号の２）に準じて作成するものとする。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。



- 41 -

改 正 後 現 行

様式第７号 様式第８号

相 続 関 係 説 明 図 相 続 関 係 説 明 図

被相続人 相続関係説明図

被

相

住 相 続

続 人

所 を に

証 関

証 明 す

す る

明 る 相

書 続

書 面 関

係

は 説

還 明

付 図

し

た

相続に関する書面は還付した。

2008245ic
線



- 42 -

改 正 後 現 行

様式第８号の１ 様式第９号の１

土地の登記記録調査表（一覧） 土地の登記記録調査表（一覧）

権 利 部 権 利 部
整理 表 題 部 整理 表 題 部

甲 区 乙区 備 考 甲 区 乙区 備 考
番号 番号

所 在 地 番 地目 地 積 所有者 住 所 有無 所 在 地 番 地目 地 積 所有者 住 所 有無

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

様式第８号の２ 様式第９号の２
土地の登記記録調査表 土地の登記記録調査表

調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号 調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号

表 題 部 （土地の表示） 表 題 部 （土地の表示）

所 在 所 在

地 番 最終支号 不動産番号 地 番 最終支号 不動産番号

地 目 地 積 地 目 地 積

所有者 所有者

権 利 部 甲 区 欄（所有権） 権 利 部 甲 区 欄（所有権）

氏名、名称 共有持分 氏名、名称 共有持分
登 登

住所、所在地 住所、所在地
記 記

氏名、名称 共有持分 氏名、名称 共有持分
名 名

住所、所在地 住所、所在地
義 義

氏名、名称 共有持分 氏名、名称 共有持分

権利の始期 存続期間 権利の始期 存続期間

仮登記の内容 仮登記の内容

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

2008245ic
線



- 43 -

改 正 後 現 行

様式第９号の１ 様式第１０号の１
建物の登記記録調査表（一覧） 建物の登記記録調査表（一覧）

権 利 部 権 利 部
整理 表 題 部 整理 表 題 部

所 在 甲区 乙区 備考 所 在 甲区 乙区 備考
番号 番号

家屋番号 種 類 構 造 床面積 原因及びその日付 所有者 有無 家屋番号 種 類 構 造 床面積 原因及びその日付 所有者 有無

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

改 正 後 現 行

様式第９号の２ 様式第１０号の２
建物の登記記録調査表 建物の登記記録調査表

調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号 調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号

表 題 部 （主たる建物の表示、附属建物の表示） 表 題 部 （主たる建物の表示、附属建物の表示）

所 在 所 在

家屋番号 不動産番号 家屋番号 不動産番号

種 類 構 造 床面積 種 類 構 造 床面積

登記原因及びその日付 登記原因及びその日付

所有者 所有者

権 利 部 甲 区 欄 （所 有 権） 権 利 部 甲 区 欄 （所 有 権）

氏名、名称 共有持分 氏名、名称 共有持分
登 登
記 住所、所在地 記 住所、所在地
名 名
義 氏名、名称 共有持分 義 氏名、名称 共有持分
人 人

住所、所在地 住所、所在地

権利の始期 存続期間 権利の始期 存続期間

仮登記の内容 仮登記の内容

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

2008245ic
線



- 44 -

改 正 後 現 行

様式第１０号の１ 様式第１１号の１
権 利 者 調 査 表 （土 地） 権 利 者 調 査 表 （土 地）

調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号 調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号

登記名義人の氏名 生年月日 登記名義人の氏名 生年月日
死亡年月日 死亡年月日

権 登記名義人の住所 権 登記名義人の住所
利 利
者 相 続 関 係 相続系統図 別 紙 者 相 続 関 係 相続系統図 別 紙
が が
法 相続人の氏名 生年月日 被相続人 相 続 人 の 住 所 法 相続人の氏名 生年月日 被相続人 相 続 人 の 住 所
人 死亡年月日 との続柄 人 死亡年月日 との続柄
以 以
外 外

主たる事務所 主たる事務所
権 の所在地 権 の所在地
利 利
者 法人の 氏名 者 法人の 氏名
が が
法 代表者 住所 法 代表者 住所
人 人

財産管 氏名 財産管 氏名

財人等 住所 財人等 住所

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

様式第１０号の２ 様式第１１号の２
権 利 者 調 査 表 （建 物） 権 利 者 調 査 表 （建 物）

調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号 調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号

登記名義人の氏名 生年月日 登記名義人の氏名 生年月日
死亡年月日 死亡年月日

権 登記名義人の住所 権 登記名義人の住所
利 利
者 相 続 関 係 相続系統図 別 紙 者 相 続 関 係 相続系統図 別 紙
が が
法 相続人の氏名 生年月日 被相続人 相 続 人 の 住 所 法 相続人の氏名 生年月日 被相続人 相 続 人 の 住 所
人 死亡年月日 との続柄 人 死亡年月日 との続柄
以 以
外 外

主たる事務所 主たる事務所
権 の所在地 権 の所在地
利 利
者 法人の 氏名 者 法人の 氏名
が が
法 代表者 住所 法 代表者 住所
人 人

財産管 氏名 財産管 氏名

財人等 住所 財人等 住所

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１１号の１ 様式第１２号の１

墓 地 管 理 者 調 査 表 墓 地 管 理 者 調 査 表

調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号 調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号

墓地所在地 墓地所在地

墓地所有者の氏名又は名称 墓地所有者の住所又は主たる事務所の所在地 墓地所有者の氏名又は名称 墓地所有者の住所又は主たる事務所の所在地
所 所

有 有
代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の住所 代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の住所

者 者

墓地管理者の氏名又は名称 墓地所有者の住所又は主たる事務所の所在地 墓地所有者の氏名又は名称 墓地管理者の住所又は主たる事務所の所在地
管 管

理 理
代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の住所 代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の住所

者 者

包括団体の名称及び宗教 包括団体の名称及び宗教
法人・非宗教法人の別 法人・非宗教法人の別

財産処分等に関する規則 財産処分等に関する規則

永代使用料（入檀家志納 永代使用料（入檀家志納
金）に関する事項 金）に関する事項

墓地使用（祭祀）者の氏名 墓地使用（祭祀）者の氏名 墓地使用（祭祀）者の氏名 墓地使用（祭祀）者の氏名

【備 考】 【備 考】

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

様式第１１号の２ 様式第１２号の２

墓地使用（祭祀）者調査表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号 墓地使用（祭祀）者調査表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号

墓地の所在地 墓地の所在地

墓地使用（祭祀） 墓地使用（祭祀） 墓地使用（祭祀） 墓地使用（祭祀）
者 の 氏 名 者 の 住 所 者 の 氏 名 者 の 住 所

受任者又は承継 受任者又は承継 原因 受任者又は承継 受任者又は承継 原因
人 の 氏 名 人 の 住 所 人 の 氏 名 人 の 住 所

墓地使用（祭祀）者単位の霊数 墓地使用（祭祀）者単位の霊数

番号 法 名 （戒 名） 俗 名 性別 享年 死亡年月日 火葬、土葬の区分 番号 法 名 （戒 名） 俗 名 性別 享年 死亡年月日 火葬、土葬の区分

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線



改 正 後 現 行

様式第１２号 様式第１３号

平成 年 月 日 平成 年 月 日

土 地 所 有 者 住所 土 地 所 有 者 住所

氏名 印 氏名 印

隣接土地所有者 住所 隣接土地所有者 住所

氏名 印 氏名 印
住所 住所

氏名 印 氏名 印

住所 住所

氏名 印 氏名 印

土 地 境 界 確 認 書 土 地 境 界 立 会 確 認 書

下記記載の土地の境界は、現地で立会いの上、相違ないことを確認しました。 下記記載の土地の境界は、現地で立会いのうえ、相違ないことを確認しました。

都 市 町 区 都 市 町 区

県 郡 村 県 郡 村

区分 大 字 字 地番 地目 登 記 地 積 登 記 名 義 人 摘 要 区分 大 字 字 地番 地目 登 記 地 積 登 記 名 義 人 摘 要

対 対

不動産番号 不動産番号

不動産番号 不動産番号

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさはＡ４判とする

様式第１３号 様式第１４号

土 地 調 書 土 地 調 書

宮城県が施行する 工事のため必要な土地について、下記のとおり調書を作成する。 農林水産省が施行する 工事のため必要な土地について下記のとおり調書を作成する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

公 簿 取得し又は使用 摘要 公 簿 取得し又は使用 摘要

字 地番 しようとする土地 所有権以 権利者 字 地番 しようとする土地 所有権以 権利者

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。
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改 正 後 現 行

様式第１５号

土 地 調 査 表

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続

( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

様式第１４号

土 地 調 査 表

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続

( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

地図訂正の有無 分 筆 地 上 権
氏 名 住 所 適 用 その他の代位登記

地 番 地 目 地 積 金 額 範 囲 目 的
明 ㎡ 円 サイホン 持分追加

生年月日 大 ・ ・ 世帯主 印 有・無 電話（ ） A － ～
昭 暗 渠 所 住所更正

トンネル 有 住所変更
土地の所在 市・郡 町・村大字 字 地積更正 B － ～

その他
実測面積㎡

地 番 地 目 地 積 最終支号 登記年月日 登記名義人 許容載荷
C － ～

重 量 保 存

D － ～ １㎡当たり 相 続
( )

備 考 E － ～ トン以下 その他

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１５号 様式第１６号

工 作 物 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号 工 作 物 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号

工作物の所在地 工作物の所在地

工作物所有者の 工作物所有者の住所又は 工作物所有者の 工作物所有者の住所又は

氏名又は名称 主たる事務所の所在地 氏名又は名称 主たる事務所の所在地

番号 種 類 形状、寸法 数 量 単 位 備 考 番号 種 類 形状、寸法 数 量 単 位 備 考

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１６号の１ 様式第１７号の１

立 竹 木 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号 立 竹 木 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号

立竹木の所在地 立竹木の所在地

立竹木所有者の 立竹木所有者の住所又は 立竹木所有者の 立竹木所有者の住所又は

氏名又は名称 主たる事務所の所在地 氏名又は名称 主たる事務所の所在地

根本周囲 単位面積当たり 移植 本数、 根本周囲 単位面積当たり 移植 本数、

番号 分類 樹種 胸高直径 樹齢 樹高 枝幅 の植林の本数又 収穫 管理 の 株数又 単位 備考 番号 分類 樹種 胸高直径 樹齢 樹高 枝幅 の植林の本数又 収穫 管理 の 株数又 単位 備考

名 株廻り は栽培の本数 量 程度 適否 は面積 名 株廻り は栽培の本数 量 程度 適否 は面積

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

様式第１６号の２ 様式第１７号の２

用 材 林 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号 用 材 林 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号

用材林の所在地 用材林の所在地

用材林所有者の 用材林所有者の住所又は 用材林所有者の 用材林所有者の住所又は

氏名又は名称 主たる事務所の所在地 氏名又は名称 主たる事務所の所在地

胸高 調査対 １㌶当 １㌶当 管理程 下刈り 管理程 備 考 胸高 調査対 １㌶当 １㌶当 管理程 下刈り 管理程 備 考

番号 分類 樹種 直径 樹齢 数量 単位 象地の り植栽 り適正 度補正 枝打ち 度の判 （林齢調 番号 分類 樹種 直径 樹齢 数量 単位 象地の り植栽 り適正 度補正 枝打ち 度の判 （林齢調

名 (㎝) (年) 土地面 本 数 本数 率上の 等の状 定 査の内容 名 (㎝) (年) 土地面 本 数 本数 率上の 等の状 定 査の内容

積(㎡) (本) (本) 要否 況 等） 積(㎡) (本) (本) 要否 況 等）

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１７号 様式第１８号

墳 墓 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号 墳 墓 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号

墳 墓 の 所 在 地 墳 墓 の 所 在 地

墓地使用（祭祀）者の氏名 墓地使用（祭祀）者の氏名

番号 墓石・墓誌等の区分 墓石・墓誌・カロート等の形状、寸法、種類等 数 量 単 位 備 考 番号 墓石・墓誌等の区分 墓石・墓誌・カロート等の形状、寸法、種類等 数 量 単 位 備 考

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１８号 【新設】

立 毛 調 査 表

調査者 調 査

年月日

所 在 地 県 郡 町大字 字 番地 地

市 村 目

立毛等の所有者

の住所又は氏名

又は名称

土地所有者の

住所及び氏名

備 考

種 類 面積又 予想収穫量 植付け又は 収穫の 育成の状況 その他必要と認めら

は数量 播種の時期 時 期 れる事項

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１９号の１ 様式第１９号の１
計 画 概 要 表 （検討資料） 計 画 概 要 表 （検討資料）

整 理 番 号 検討月日 検 討 者 整 理 番 号 検討月日 検 討 者

所 在 地 用途地域 建ぺい率 所 在 地 用途地域 建ぺい率

土地所有者 容 積 率 そ の 他 土地所有者 容 積 率 そ の 他

建物所有者 家族人員 占 有 者 建物所有者 家族人員 占 有 者

建 物 の 構 造 概 要 一階面積 二階面積 三階面積 延べ面積 主たる用途 建 物 の 構 造 概 要 一階面積 二階面積 三階面積 延べ面積 主たる用途

（１） ， ， ， ， （１） ， ， ， ，

従業員数 基 給 料 円 従業員数 基 給 料 円
本 本
額 固定経費 円 額 固定経費 円

一か月 一か月
の売上 計 円 の売上 計 円

検討結果 検討結果

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

様式第１９号の２ 様式第１９号の２
計 画 概 要 表 計 画 概 要 表

所 在 地 ． ㎡ 特 記 事 項 所 在 地 ． ㎡ 特 記 事 項

建物所有者 １．残地実測図 用 建物所有者 １．残地実測図 用
途 途

土地所有者 ２．図上求積

（

土地所有者 ２．図上求積

（

機 機
計画道路等 ３．そ の 他 能 計画道路等 ３．その他 能

道 郡 ・ 区 ・ 私 ・ ｍ

）

道 郡 ・ 区 ・ 私 ・ ｍ

）

路 敷地に接 に 路 敷地に接 に
関 面する道 ４２条２項 年月日 係 関 面する道 ４２条２項 年月日 係
係 路 道 路 （第 号） る 係 路 道 路 （第 号） る

道路後退距離 ｍ も 道路後退距離 ｍ も
の の

都市計画 区域内・区域外・市街化区域・市街化調整区域 都市計画 区域内・区域外・市街化区域・市街化調整区域

斜 線 斜 線
そ

北側斜線 の 北側斜線
隣地斜線 他 隣地斜線
道路斜線 道路斜線
（図示） （図示）

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注１ 計画道路等は、用地買収によって新設道路又は河川敷等をいう。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

敷
地
面
積
等
の
確
認

敷
地
面
積
等
の
確
認

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第１９号の３ 様式第１９号の３

面 積 比 較 表 面 積 比 較 表

建 現 状 建 物 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案 建 現 状 建 物 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案

物 備 考 物 備 考

№ 階 室 名 面 積 階 面 積 増 減 階 面 積 増 減 階 面 積 増 減 № 階 室 名 面 積 階 面 積 増 減 階 面 積 増 減 階 面 積 増 減

１階床面積 １階床面積

２階床面積 ２階床面積

３階床面積 ３階床面積

４階床面積 ４階床面積

建物延べ面積 建物延べ面積

面積増減率 ① ％ ％ ％ 面積増減率 ① ％ ％ ％

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

様式第１９号の４ 様式第１９号の４

計 画 概 要 比 較 表 計 画 概 要 比 較 表

項 目 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案 項 目 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案

建ぺい率（ ％） ． ％ ． ％ ． ％ 建ぺい率（ ％） ． ％ ． ％ ． ％

敷地面積 敷地面積

容積率（ ％） ． ％ ． ％ ． ％ 容積率（ ％） ． ％ ． ％ ． ％

㎡ ㎡

建物（計画）延べ面積 ． ㎡ ． ㎡ ． ㎡ 建物（計画）延べ面積 ． ㎡ ． ㎡ ． ㎡

（ ． ） （ ． ）

面 積 増 減 率 ． ㎡（ ． ％） ． ㎡（ ． ％） ． ㎡（ ． ％） 面 積 増 減 率 ． ㎡（ ． ％） ． ㎡（ ． ％） ． ㎡（ ． ％）

判 定 判 定

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線



- 54 -

改 正 後 現 行

様式第２０号の１ 様式第２０号の１
営 業 調 査 総 括 表 （１） 営 業 調 査 総 括 表 （１）

調査番号 調査期間 調査担当者名 調査番号 調査期間 調査担当者名

法人 法人
名 称 個人 代表者名 住 所 名 称 個人 代表者名 住 所

☎ ☎青・白 （ ） 青・白 （ ）

営 業 種 目 開業年月日 資 本 金 営 業 種 目 開業年月日 資 本 金

所 属 従業員数 売場面積等 所 属 従業員数 売場面積等
（組合・団体）名 （組合・団体）名

移 営業所名 所 在 地 移 営業所名 所 在 地
転 転

高 高
の 従業員数によるもの １人か月（又は１日）平均売上高（ 円） の 従業員数によるもの １人か月（又は１日）平均売上高（ 円）
概 （従業員の数により売上高が左右される場合） 概 （従業員の数により売上高が左右される場合）
略 略
調 売場面積によるもの １か月平均（ ㎡）当たり売上高（ 円） 調 売場面積によるもの １か月平均（ ㎡）当たり売上高（ 円）
査 （売場面積により売上高が左右される場合） 査 （売場面積により売上高が左右される場合）

客数によるもの １か月（又は１日）平均客数（ 人） 客数によるもの １か月（又は１日）平均客数（ 人）
（１人の料金又は購買額がほぼ同一の場合） 料金等（ 円） （１人の料金又は購買額がほぼ同一の場合） 料金等（ 円）

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

様式第２０号の２ 様式第２０号の２
営 業 調 査 総 括 表 （２） 営 業 調 査 総 括 表 （２）

店 舗 ％ 代 現 金 ％ 県 内 ％ 店 舗 ％ 代 現 金 ％ 県 内 ％
販 販 金 販 販 販 金 販
売 売 外 交 決 売 掛 地 方 売 売 外 交 決 売 掛 地 方
方 方 済 売 方 方 済 売
法 法 通 信 方 月 賦 輸 出 法 法 通 信 方 月 賦 輸 出
等 法 先 等 法 先

その他 その他 その他 その他 その他 その他

得意先 営業の季 売上の多い時期 （ 月～ 月） 得意先 営業の季 売上の多い時期 （ 月～ 月）
の状況 売上げに占める地元固定客の割合（ ％） 節的変動 売上の少ない時期（ 月～ 月） の状況 売上げに占める地元固定客の割合（ ％） 節的変動 売上の少ない時期（ 月～ 月）

営 業 費 明 細 営 業 用 固 定 経 費 明 細 営 業 費 明 細 営 業 用 固 定 経 費 明 細

立地条件等 立 地 条 件 立地条件等 立 地 条 件

地 域 的 特 性 地 域 的 特 性

そ の 他 そ の 他

そ の 他 そ の 他

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

2008245ic
線



- 55 -

改 正 後 現 行

様式第２０号の３ 様式第２０号の３

従 業 員 調 査 表 従 業 員 調 査 表

従業員氏名 性 別 年 齢 職 種 １箇月の平均賃金 摘 要 従業員氏名 性 別 年 齢 職 種 １箇月の平均賃金 摘 要

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

様式第２０号の４ 様式第２０号の４

仕 入 先 調 査 表 仕 入 先 調 査 表

仕入先名称 所 在 品 名 金 額 仕入先名称 所 在 品 名 金 額

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

2008245ic
線



- 56 -

改 正 後 現 行

様式第２１号 様式第２１号
居 住 者 等 調 査 表 居 住 者 等 調 査 表

調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号 調査年月日 年 月 日 調査員 整理番号

居住者等の氏名又は名称 電話番号 居住者等の氏名又は名称 電話番号

居住者等の住所又は 建物番号 居住者等の住所又は 建物番号
主たる事務所の所在地 主たる事務所の所在地

室 番号 室 番号

居 続 柄 氏 名 生 年 月 日 備 考 居 続 柄 氏 名 生 年 月 日 備 考
住 住
者 世帯主 者 世帯主
の の
家 家
族 族

確 認 資 料 特記すべき契約条件 確 認 資 料 特記すべき契約条件

※ 賃貸借契約書、住民 ※ 賃貸借契約書、住民
票、その他書面につい 票、その他書面につい
て、当該欄に記載する。 て、当該欄に記載する。

【 備 考 】 【 備 考 】
※ 家賃差について、特記すべき事情がある場合は、当該欄に記載する。 ※ 家賃差について、特記すべき事情がある場合は、当該欄に記載する。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

様式第２２号 様式第２２号

動 産 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号 動 産 調 査 表 調査年月日 年 月 日 調査者 整理番号

動産の所在地 建物番号 室 番号 動産の所在地 建物番号 室 番号

動産所有者 動産所有者の住所又は 動産所有者 動産所有者の住所又は
の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 の氏名又は名称 主たる事務所の所在地

建物延床面積 住居占有面積 店舗等占有面積 収容状況 建物延床面積 住居占有面積 店舗等占有面積 収容状況

一 般 動 産 一 般 動 産

番 動産の 形状、 重量、数量 単位 備 考 番 動産の 形状、 重量、数量 単位 備 考 番 動産の 形状、 重量、数量 単位 備 考 番 動産の 形状、 重量、数量 単位 備 考
号 品目 寸法 又は体積 号 品目 寸法 又は体積 号 品目 寸法 又は体積 号 品目 寸法 又は体積

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線



- 57 -

改 正 後 現 行

様式第２３号 様式第２３号
消 費 税 等 調 査 表 消 費 税 等 調 査 表

調 査 者 年 月 日 調 査 者 年 月 日

郡 町 郡 町
県 大字 県 大字

市 村 市 村

郡 町 郡 町
住 所 県 大字 住 所 県 大字

調査対象者 市 村 調査対象者 市 村

氏名又は 氏名又は
法人・代表者名 法人・代表者名

調査対象物件名・用途 調査対象物件の資産の区分 調査対象物件名・用途 調査対象物件の資産の区分

□ 事業用資産 □ 事業用資産
□ 家事供用資産 □ 家事供用資産

□ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書 □ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書
□ その他の資料 □ その他の資料

注１ 本調査表には、表－１及び表－２を添付すること。 （注）本調査表には、表－１及び表－２を添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

表ー１ （略） 表ー１ （略）

注１ 消費税等相当額とは、消費税及び地方消費税相当額をいう。 （注）① 消費税等相当額とは、消費税及び地方消費税相当額をいう。
２ 上記フローは、消費税等相当額補償の要否判定の目安であるため、収集資料等により補償の要否を個別に調 ② 上記フローは、消費税等相当額補償の要否判定の目安であるため、収集資料等により補償の要否を個別
査・判断の上、適正に損失の補償等を算定するものとする。 に調査・判断の上、適正に損失の補償等を算定するものとする。

３ 消費税等相当額の要否判定経路を朱書き等で記入するものとする。 ③ 消費税等相当額の要否判定経路を朱書き等で記入するものとする。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。

表ー２ 表ー２

前年（個人）又は前事業年度の □有（下記へ） 前年（個人）又は前事業年度の □有（下記へ）
「消費税及び地方消費税確定申告（控）」 □無 「消費税及び地方消費税確定申告（控）」 □無

資 料 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認書類」 □有（個別対応方式の共用資産へ） 資 料 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認書類」 □有（個別対応方式の共用資産へ）
の有無及び承認割合について の有無及び承認割合について

本 ※ 本資料は補償対象物件が共用（課税・非課税）資 □無（下記へ） 本 ※ 本資料は補償対象物件が共用（課税・非課税資産 □無（下記へ）
産である場合のみ収集する。 である場合のみ収集する。

則 補 償 用 ① 課税資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円 則 補 償 用 ① 課税資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円
課税売上割合 ② 資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円 課税売上割合 ② 資産の譲渡等の対価の額（税抜き） 円

③ 土地買収代金額等（区分地上権、地役権設定代金を含む） 円 ③ 土地買収代金額等（区分地上権、地役権設定代金を含む） 円

□ イ 課税売上のみ対応するもの □ イ 課税売上のみ対応するもの
個別対応方式 補償対象物件 □ ロ 非課税売上のみ対応するもの 個別対応方式 補償対象物件 □ ロ 非課税売上のみ対応するもの

係 □ イ及びロに共通するもの（下記へ） 係 □ イ及びロに共通するもの（下記へ）

個別対応方式 一 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合又は共用資産の承認割合） 個別対応方式 一 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合又は共用資産の承認割合）
の共用資産 部 円×（１－０． ）＝ の共用資産 部 円×（１－０． ）＝

補 補
一括比例配分 償 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合） 一括比例配分 償 消費税等相当額×（１－補償用課税売上割合）
方式 円×（１－０． ）＝ 方式 円×（１－０． ）＝

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。

2008245ic
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改 正 後 現 行

様式第２４号の１ 様式第２４号の１

企 業 概 要 書 企 業 概 要 書

所 在 地 所 在 地

名称及び 組 名称及び 組

代表者名 代表者名

業 種 業 種

織 織

原材料、製 原材料、製

品及び商品 品及び商品

の種類 の種類

図 図

主な仕入先 主な仕入先

販売先 販売先

移転工法検 移転工法検

討上留意す 製 討上留意す 製

べき事項 品 べき事項 品

等 等

㎡ 事業用 ㎡ (Ｂ)／(Ａ) ％ の ㎡ 事業用 ㎡ (Ｂ)／(Ａ) ％ の

敷地面積 ・ 地面積 ・ 製 敷地面積 ・ 地面積 ・ 製

（Ａ） （Ｂ） 造 （Ａ） （Ｂ） 造

工 工

用途地域等 用途地域 建ぺい率 容積率 その他 程 用途地域等 用途地域 建ぺい率 容積率 その他 程

の工法上の 流 の工法上の 流

規制 れ 規制 れ

図 図

特記事項 特記事項

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線
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改 正 後 現 行

様式第２４号の２ 様式第２４号の２
移 転 工 法 （計 画） 案 検 討 概 要 書 移 転 工 法 （計 画） 案 検 討 概 要 書

項 目 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案 項 目 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案

移転計画の概要 移転計画の概要
（建物、機械設備等の （建物、機械設備等の
移転方法及び移転期 移転方法及び移転期
間） 間）

移転計画の特長 移転計画の特長
（メリット） （メリット）

移転計画の問題点 移転計画の問題点
（デメイット） （デメイット）

移転費用概算額 移転費用概算額

総 合 判 断 総 合 判 断

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

様式第２４号の３ 様式第２４号の３
移 転 工 法 （計 画） 各 案 の 比 較 表 移 転 工 法 （計 画） 各 案 の 比 較 表

項 目 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案 項 目 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案

移転対象建物の範囲及 移転対象建物の範囲及
び移転の方法 び移転の方法
（補償建物の棟数、面 （補償建物の棟数、面
積、概算額、その他） 積概算額、その他）

主たる工作物（機械設 主たる工作物（機械設
備等）の移転範囲及び 備等）の移転範囲及び
方法 方法
（機種名、概算額、そ （機種名、概算額その
の他） 他）

敷地内の動線 敷地内の動線
（駐車場、緑地、原材 （駐車場、緑地、原材
料、製品等の置場面 料、製品等の置場面
積の確保状況） 積の確保状況）

営業補償等に係るもの 営業補償等に係るもの
（休業する部門補償概 （休業する部門補償概
算額、その他） 算額、その他）

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。
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改 正 後 現 行

様式第２５号 様式第２５号

記 録 簿 補 償 説 明 記 録 簿

説明場所 説明場所

説明年月日 年 月 日 時 間 自 至 説明年月日 年 月 日 時 間 自 至

出 説明者 出 説明者

席 席

者 相手方 者 相手方

説 説

明 明

内 内

容 容

及 及

び び

質 質

疑 疑

特 特

記 記

事 事

項 項

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。
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改 正 後 現 行

【削る】 様式第２６号

建 物 等 調 査 一 覧 表

工 区 工 期 事 調 査 工 事 調 査

前 年月日 年 月 日 担 事 後 年月日 年 月 日 担

調 当 担 調 当

工事名 請負者 査 請負者 者 当 査 請負者 者

㊞ ㊞者

事 前 調 査 申 出 応 急 事 後 調 査

調査 建物 建物等所在地 建物等 用 経過 延べ 年月日 申出に対する調査結果 措 置 費用負担 備 考

番号 番号 建物等所有者 の概要 途 年数 面積 損傷の 損傷の概要 調 査 の 損傷の 損傷の概要 の 要 否

有 無 年月日 有 無 有 無

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。
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線
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改 正 後 現 行

【削る】 様式第２７号

建 物 調 査 書 （平 面 図 、 立 面 図 等）

調査番号 建物番号

所 有 者

工 種 建物等の概要

事前調査 事後調査

基 礎

屋 根

外 壁

内 壁

天 井

床

経過年数

用 途

調 査

事前 年月日 年 月 日

調査

請負者

調 査

事後 年月日 年 月 日

調査

請負者

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列３判横とする。

2008245ic
線



- 63 -

改 正 後 現 行

【削る】 様式第２８号

損 傷 調 査 表

調査番号 建物番号 建物等所在地 事 調 査

前 年月日 年 月 日

調

占 査 請負者

氏 有

所 有 者 者 事 調 査

住 所 氏 後 年月日 年 月 日

名 名 調

査 請負者

名 称 事 前 調 査 事 後 調 査

（室名）

各部仕上材 写真番号 損傷の状況 備 考 写真番号 損傷の状況 備 考

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判横とする。

2008245ic
線



- 64 -

改 正 後 現 行

【削る】 様式第２９号
写 真 台 帳

（ 写 真 添 付）

撮影番号 撮影対象箇所及び 撮影番号 撮影対象箇所及び 撮影番号 撮影対象箇所及び
損傷名 損傷名 損傷名

注 撮影番号の記入は、事前調査の場合は上段、事後調査の場合は下段とする。

【削る】 様式第３０号
費 用 負 担 説 明 記 録 簿

説明場所

説明年月日 年 月 日 時 間 自 至

出 説明者
席
者 相手方

説
明
内
容
及
び
質
疑

特
記
事
項

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判縦とする。

2008245ic
線



- 65 -

改 正 後 現 行

様式第２６号 様式第３１号

騒 音 測 定 結 果 一 覧 表 騒 音 測 定 結 果 一 覧 表

№ №

項 目 記 事 測定箇所平面図 項 目 記 事 測定箇所平面図

調 査 件 名 調 査 件 名

調 査 箇 所 調 査 箇 所

調 査 年 月 日 調 査 年 月 日

測 定 機 器 名 測 定 機 器 名

測 定 者 氏 名 測 定 者 氏 名

測 定 点 平 均 値 気 象 条 件 主要騒音原因 測 定 点 平 均 値 気 象 条 件 主要騒音原因

測 定 時 間 測 定 時 間

発生源から 発生源から 天 気 風 風 発生源から 発生源から 天 気 風 風

１０ｍ ３０ｍ 候 温 向 力 １０ｍ ３０ｍ 候 温 向 力

８時（ 分から 分） ８時（ 分から 分）

９ （ ） ９ （ ）

１０（ ） １０（ ）

１１（ ） １１（ ）

１２（ ） １２（ ）

１３（ ） １３（ ）

１４（ ） １４（ ）

１５（ ） １５（ ）

１６（ ） １６（ ）

１７（ ） １７（ ）

備 考 備 考

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。

2008245ic
線



- 66 -

改 正 後 現 行

様式第２７号 様式第３２号

振 動 測 定 結 果 一 覧 表 振 動 測 定 結 果 一 覧 表

№ №

項 目 記 事 測定箇所平面図 項 目 記 事 測定箇所平面図

調 査 件 名 調 査 件 名

調 査 箇 所 調 査 箇 所

調 査 年 月 日 調 査 年 月 日

測 定 機 器 名 測 定 機 器 名

測 定 者 氏 名 測 定 者 氏 名

測 定 点 平 均 値 気 象 条 件 主要騒音原因 測 定 点 平 均 値 気 象 条 件 主要騒音原因

測 定 時 間 測 定 時 間

発 生 源 発生源か 発生源か 天 気 風 風 発 生 源 発生源か 発生源か 天 気 風 風

ら１０ｍ ら４０ｍ 候 温 向 力 ら１０ｍ ら４０ｍ 候 温 向 力

８時（ 分から 分） ８時（ 分から 分）

９ （ ） ９ （ ）

１０（ ） １０（ ）

１１（ ） １１（ ）

１２（ ） １２（ ）

１３（ ） １３（ ）

１４（ ） １４（ ）

１５（ ） １５（ ）

１６（ ） １６（ ）

１７（ ） １７（ ）

振 動 の 方 向 鉛直動（Ｚ） 振 動 の 方 向 鉛直動（Ｚ）

備 考 備 考

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。

2008245ic
線



- 67 -

改 正 後 現 行

様式第２８号 様式第３３号

井 戸 調 査 表 調査者 整理番号 井 戸 調 査 表 調査者 整理番号

井戸 使用目的 規 格 水 面 調 査 水道の 井戸 使用目的 規 格 水 面 調 査 水道の
所 在 地 使用者 備 考 所 在 地 使用者 備 考

№ 飲料 他 （径×深） 調査年月日 水面高（水位） 有 無 № 飲料 他 （径×深） 調査年月日 水面高（水位） 有 無

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番横とする。

様式第２９号 様式第３４号
物 件 調 書 物 件 調 書

取得 取得
農林水産省が施行する 工事のため、移転の対象となる物件について下記のとおり調書 農林水産省が施行する 工事のため、移転の対象となる物件について下記のとおり調書

を作成する。 使用 を作成する。 使用

平成 年 月 日 平成 年 月 日

所 長 印 所 長 印
調査者氏名 印 調査者氏名 印

下記記載事項に誤りがないことを確認する。 下記記載事項に誤りがないことを確認する。

平成 年 月 日 物件所有者住所 平成 年 月 日 物件所有者住所
氏名又は名称 印 氏名又は名称 印

平成 年 月 日 関 係 人 住 所 平成 年 月 日 関 係 人 住 所
氏名又は名称 印 氏名又は名称 印

記 記
郡 町 郡 町

県 市 村 地内 県 市 村 地 内

形 状 物件の 所有権以 権利者 形 状 物件の 所有権以 権利者
大 字 字 地 番 種 類 単 位 数 量 所有者 外の権利 摘 要 大 字 字 地 番 種 類 単 位 数 量 所有者 外の権利 摘 要

寸 法 の氏名 の種類 氏 名 寸 法 の氏名 の種類 氏 名

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。

2008245ic
線



- 68 -

改 正 後 現 行

【削る】 様式第３５号

検 証 ・ 照 査 済 一 覧 表 全 葉の内

従 事 者

作 業 の 種 別

資 格 氏 名 印

（備考）従事者欄には、共通仕様書第９条に定める別記２の業務従事者が記名押印すること。

用地調査等共通仕様書第１６条に基づく検証及び第９条に基づき照査については、管理技術者及び照査技術

者において計算過程、仕様書との整合、単価の適用等について詳細に検証及び照査を行った結果、適正に作成

されていることを証明します。

平成 年 月 日

請 負 者 名 印

管理技術者氏名 印

照査技術者氏名 印

2008245ic
線



改 正 後 現 行

様式第３０号の１ 【新設】

阻害要因等特定調査票（１）

作 成 日 年 月 日 調査者 整理番号

所 在 地

名 称 等 施 設 名

所 有 者 等 住 所

氏 名

阻害要因の

内容、状況

阻害要因に

対する用地

補償業務の

課題

処 理 方 針 案

１．阻害要因、課題の解決方法、処理方針

２．処理に要する期間

３．処理に当たっての留意点

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。



改 正 後 現 行

様式第３０号の２ 【新設】

阻害要因等特定調査票（２）

作 成 日 年 月 日 調査者 整理番号

位 置 図

概 況 図

概況写真

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。

様式第３１号 【新設】

様式第31号

用 地 補 償 処 理 計 画 （案）　記 載 例
施設名：　○○幹線用水路

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

権利関係 権利者不明
交渉難航関係 事業反対
登記関係 地図混乱
発注手続き
業務実施
説明会 ●

個別交渉
契約締結
引渡し確認 ◎

登記関係 地図混乱
用地関係 不法占有
その他 他公共事業
発注手続き
業務実施
説明会 ●

個別交渉
契約締結
引渡し確認 ◎

交渉難航関係 事業反対
用地関係 無縁墓地
補償関係 工場移転
発注手続き
業務実施
説明会 ●

個別交渉
契約締結
引渡し確認 ◎

用地関係 土壌汚染等
法令規制関係 埋蔵文化財
権利関係 海外居住者
発注手続き
業務実施
説明会 ●

個別交渉
契約締結
引渡し確認 ◎

○年度

B工区
（H○年○

月）

C工区
（H○年○

月）

D工区
（H○年○

月）

阻害要因処理

用地測量調査

用地交渉

契約、引渡し

阻害要因処理

契約、引渡し

用地測量調査

用地交渉

契約、引渡し

阻害要因処理

用地測量調査

用地交渉

備　考

A工区
（H○年○

月）

工　区
（施工予

定）

処理項目 細項目
○年度

阻害要因処理

用地測量調査

用地交渉

契約、引渡し

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

2008245ic
長方形



用地調査等共通仕様書「別記」 新旧対照表





改 正 後 現 行

【削る】 「別記２」 地 目 表（第５４条）

地 目 表

地目は、不動産登記事務取扱手続準則（平成２０年１月１１日付け法務省民二第５８号民事局長通知）第６８条の

定めにより、次の各号によるものとする。

この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかの差異の存するときでも、土地全体として

の状況を観察して定めるものとする。

なお、当該地目の現況等からその判定が困難な場合には、同準則第６９条の定めによるものとする。

１ 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

２ 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

３ 宅 地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

４ 学 校 用 地 校舎、附属施設の敷地及び運動場

５ 鉄 道 用 地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

６ 塩 田 海水を引き入れて塩を採取する土地

７ 鉱 泉 地 鉱泉（温泉を含む。）の湧出口及びその維持に必要な土地

８ 池 沼 かんがい用水でない水の貯留池

９ 山 林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

10 牧 場 家畜を放牧する土地

11 原 野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

12 墓 地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

13 境 内 地 境内に属する土地であって、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第３条第２号及び第

３号に掲げる土地（宗教法人の所有に属しないものを含む。）

14 運 河 用 地 運河法（大正２年法律第１６号）第１２条第１項第１号又は第２号に掲げる土地

15 水 道 用 地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

16 用 悪 水 路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

17 た め 池 耕地かんがい用の用水貯留池

18 堤 防水のために築造した堤防

19 井 溝 田畝又は村落の間にある通水路

20 保 安 林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地21

公衆用道路一般交通の用に供する道路（道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路で

あるかどうかを問わない。）

22 公 園 公衆の遊楽のために供する土地

23 雑 種 地 以上のいずれにも該当しない土地



改 正 後 現 行

「別記１」 建物等区分表（第４・８４条） 「別記４」 建物等区分表（第７３・８４条）

表１ 建物区分 表１ 建物区分

区 分 判 断 基 準 区 分 判 断 基 準

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（注）建築設備及び建物附随工作物（テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の （注）建築設備及び建物附随工作物（テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建

効用に寄与しているもの）は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」 物の効用に寄与しているもの）は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建

とは、建物と一体となって、建 物の効用を全うするために設けられている、ま 築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられているお

たは、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次の各号に掲げるものをいう。 おむね次の各号に掲げるものをいう。

１ 電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービクル式受電設備を除く。）ソー (1) 電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備等）

ラーパネル等発電設備等）

２ 通信・情報設備（電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設 (2) 通信・情報設備（電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、表示設備、

備、テレビジョン共同受信設備等） テレビジョン共同受信設備等）

３ ガス設備 (3) ガス設備

４ 給・排水、衛生設備 (4) 給・排水、衛生設備

５ 空調（冷暖房・換気）設備 (5) 空調（冷暖房・換気）設備

６ 消火設備（火災報知器、スプリンクラー等） (6) 消火設備（火災報知器、スプリンクラー等）

７ 排煙設備 (7) 排煙設備

８ 汚物処理設備 (8) 汚物処理設備

９ 煙突 (9) 煙突

10 運搬設備（昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。） (10) 運搬設備（昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く｡)

11 避雷針 (11) 避雷針

ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような
場合は、この限りではい。



改 正 後 現 行

【削る】 二 工作物は、表２により機械設備、生産設備、附帯工作物､庭園及び墳墓に区分する。

表２ 工作物区分 表２ 工作物区分

区 分 判 断 基 準 区 分 判 断 基 準

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

附帯工作物 建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべてのものをい 附帯工作物 表１の建物（注に掲げる設備､工作物を含む｡）及び表２の他の

い、主として次に例示するものをいう。 区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示

門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、 するものをいう。

敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・排水設備、ガス 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、

設備、物干台(柱)、池等 敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・排水設備、ガス

設備、物干台(柱)、池等

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

【削る】 三 立竹木は、表３により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収穫樹、竹林、苗木（植木畑）及び

その他の立木に区分する。

表３ 立竹木区分 表３ 立竹木区分

区 分 判 断 基 準 区 分 判 断 基 準

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

立毛（農作物） 水稲、陸稲、麦類、いも類、豆類、野菜、工芸作物及びその他 【新設】
の農作物をいう。



改 正 後 現 行

「別記２」 事業従事者資格一覧表（第１０条） 「別記１」 事業従事者資格一覧表（第２８条）

関係条項 業務内容 資 格 業 務 内 容 関 係 条 項 資 格

第 ３ 章 権利調査 土地改良補償士（公益社団法人土地改良測量設計技術協会土地改良補償士資格 権 利 調 査 第 ３ 章 １．社団法人土地改良測量設計技術協会の土地改良補償業務管
試験事業実施規程第６条に基づく土地改良補償士資格登録名簿に登録されている 理者資格試験事業実施規程第６条に基づく土地改良補償業務
者。以下同じ。）、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補（公益 管理者等資格登録名簿に登録されている土地改良補償業務管
社団法人土地改良測量設計技術協会の土地改良補償業務管理者資格試験事業実施 理者又は土地改良補償業務管理者補
規程第６条に基づく土地改良補償業務管理者等資格登録名簿に登録されている
者。以下同じ。）

第 ４ 章 用地測量 １．測量士又は測量士補（測量法（昭和２４年法律第１８８号）第４９条に基づ 土 地 の 測 量 第 ４ 章 １．測量法（昭和２４年法律第１８８号）第４８条に規定する
く測量士名簿又は測量士補名簿に登録されている者。以下同じ。） 測量士又は測量士補

２．土地家屋調査士（土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第８条に ２．土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第６条に
基づく土地家屋士名簿に登録されている者。以下同じ。） 規定する土地家屋調査士

第 ５ 章 登記資料収 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 登記資料収集整理等 第 ５ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
集整理等 ２．測量法第４８条に規定する測量士又は測量士補 ２．測量法第４８条に規定する測量士又は測量士補

３．土地家屋調査士法第６条に規定する土地家屋調査士 ３．土地家屋調査士法第６条に規定する土地家屋調査士

第 ６ 章 建物等の調 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 木 造 建 物 及 び 第 ６ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
査（木造建 ２．一級建築士、二級建築士又は木造建築士（建築士法（昭和２５年法律第２０ 木造特殊建物の調査 ２．建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する
物・木 造特 ２号）第５条に基づく一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に 建築士

殊建物・石綿） 登録されている者。以下それぞれ「一級建築士」、「二級建築士」、「木造建築士」
という。）。ただし、木造建築士が行うことができる場合は、建築士法第３条の
３、二級建築士が行うことができる場合は、建築士法第３条の２及び第３条の
３の範囲内とする。

建物等の調 一級建築士又は二級建築士。ただし、二級建築士が行う場合は、建築士法第３ 非木造建物の調査 第 ６ 章 １．建築士法第２条に規定する建築士
査（非木造 条の２の範囲内とする。
建物・石綿）

建物等の調査機 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 機 械 設 備 及 び 第 ６ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
械設備・生 産 ２．技術士（技術士法（昭和５８年法律第２５号）第３２条に基づく技術士登録 生 産 設 備 の 調 査 ２．技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条に規定する技
設備・石綿） 簿に登録された者。以下同じ。）で当該設備に係る技術士 術士で当該設備に係る技術士

建物等の調査 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 【新設】
（附帯工作物・ ２．一級建築士又は二級建築士
石綿） ３．土地家屋調査士

建物等の調査 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 附 帯 工 作 物 、 立 第 ６ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
（庭園・墳墓・ ２．造園施工管理技士（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条第１項 竹 木 、 庭 園 及 び ２．建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条第２項に
立竹木等） の検定に合格した者。） 墳 墓 等 の 調 査 規定する造園施工管理技士

３．一級建築士又は二級建築士 ３．建築士法第２条に規定する建築士
４．土地家屋調査士 ４．土地家屋調査士法第６条に規定する土地家屋調査士

第 ７ 章 営業その他の調査 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 営業に関する調査 第 ７ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
（営業に関する ２．公認会計士（公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１７条に規定す ２．公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１７条に規
もの） る公認会計士名簿に登録された者。） 定する公認会計士又は公認会計士補

３．税理士（税理士法（昭和２６年法律第２３７号）第１８条に基づく税理士名 ３．税理士法（昭和２６年法律第２３７号）第１８条に規定す
簿に登録された者。） る税理士

４．中小企業診断士（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第１１条に ４．中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第１１条に
基づく登録簿に登録された者。） 規定する中小企業診断士

営業その他の調査 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 居住者及び動産に 第 ７ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
（居住者等及び 関 す る 調 査
動産に関するも
の）



改 正 後 現 行

関係条項 業務内容 資 格 業 務 内 容 関 係 条 項 資 格

第 ８ 章 消費税等調査 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 消 費 税 等 調 査 第 ８ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
２．公認会計士 ２．公認会計士法第１７条に規定する公認会計士又は公認会計

士補
３．税理士 ３．税理士法第１８条に規定する税理士

第 ９ 章 予 備 調 査 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 予 備 調 査 第 ９ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
２．一級建築士又は二級建築士。ただし、二級建築士が行う場合は、建築士法第 ２．建築士法第２条に規定する建築士

３条の２の範囲内とする。

第１０章 移転工法案の検 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 移転工法案の検討等 第 １０ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
討等 ２．一級建築士又は二級建築士。ただし、二級建築士が行う場合は、建築士法第

３条の２の範囲内とする。 ２．建築士法第２条に規定する建築士
３．技術士で当該設備に係る技術士 ３．技術士法第２条に規定する技術士
【削る】 ４．建設業法第２７条第２項に規定する造園施工管理技士

第１１章 再 算 定 業 務 上記第６章それぞれの業務従事者 再 算 定 業 務 第１１ 章 １．上記のそれぞれの業務に従事した者

第１２章 土 地 評 価 １ 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 土 地 評 価 第１２ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
２ 不動産鑑定士（不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号） ２．不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２

第１５条に基づく不動産鑑定士名簿に登録された者）又は不動産鑑定士補（同 号）第１５条に規定する不動産鑑定士又は不動産鑑定士補
法附則（平成１６年６月２日法律第６６号）第６条に基づく不動産鑑定士補名
簿に登録された者）。

第１３章 補 償 説 明 土地改良補償士 補 償 説 明 第１３章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補

第１４章 地盤変動影響調 １．土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 事 業 損 失 第１４章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
査等 ２．木造建物、木造特殊建物及び非木造建物にあっては、建築士法第２条に規定 第１５章 ２．建築士法第２条に規定する建築士

する一級建築士、二級建築士又は木造建築士。ただし、木造建築士が行うこと 第１６章
ができる場合は建築士法第３条の３、二級建築士が行うことができる場合は、
建築士法第３条の２及び第３条の３の範囲内とする。

３．機械設備及び生産設備にあっては、技術士 ３．技術士法第２条に規定する技術士

第１５章 費用負担の説明 土地改良補償士 【新設】

第１６章 騒 音 等 調 査 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 【新設】

第１７章 事業認定申請書 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 事 業 認 定 申 請 書 第１７章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
等の作成 及び添付図書の作成

第１８章 物件調書の作成 第６章及び第７章それぞれの業務従事者 【新設】

第１９章 保安林解除申請 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 保安林解除申請書及 第１９章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補
図書の作成 び添付図面等の作成

第２０章 完了図書作成 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 完 了 図 書 作 成 第２０章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補

第２１章 内水面漁業権等調査 土地改良補償士、土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補 内水面漁業権等調査 第 ２１ 章 １．土地改良補償業務管理者又は土地改良補償業務管理者補

第２２章 阻害要因の調査 土地改良補償士 【新設】

及び処理方針の

作成



改 正 後 現 行

「別記３」 境界標識の様式及び設置要領（第６８条） 「別記３」 境界標識の様式及び設置要領（第６８条）
境 界 標 識 の 様 式 及 び 設 置 要 領 境 界 標 識 の 様 式 及 び 設 置 要 領

１ 様 式 １ 様 式
（１）境界標識は宮城県型（12cm×12cm）角で長さ100cmの鉄筋コンクリート杭のものを標準とし、杭の頭部中心に「＋」、 （１）境界標識は農林規格（13cm×13cm）角で長さ90cmの鉄筋コンクリート杭のものを標準とし、杭の頭部中心に「＋」、

側面には「宮城県」と刻印の表示をする。 側面には「農林水産省」と刻印の表示をする。
ただし、財産である土地の地形・周辺土地の地形等を考慮して、境界標識の大きさを上部９cm角以上の規格のも ただし、財産である土地の地形・周辺土地の地形等を考慮して、境界標識の大きさを上部９cm角以上の規格のも

のを定めることができる。 のを定めることができるものとする。
（２）境界杭の長さは、地形・地盤の強弱・設置場所等により適宜定め、所定の位置に固定できる長さにする。 （２）境界杭の長さは、地形・地盤の強弱・設置場所等により適宜定め、所定の位置に固定できる長さにするものとす

る。
ア．山地に設置する境界杭にあっては、現場の実態を勘案し境界杭の長さ70cmのものを使用することができる。 ア．山地に設置する境界杭にあっては、現場の実態を勘案し境界杭の長さ70cmのものを使用できるものとする。
イ．境界杭の設置場所がコンクリート等で設置困難な場所では、金属製鋲等を使用することできる。 イ．境界杭の設置場所がコンクリート等で設置困難な場所では、金属製鋲等を使用できるものとする。

（３）境界標識には一連番号を付する。 （３）境界標識には一連番号を付するものとする。
（４）見取図は下記のとおりである。 （４）見取図は別紙のとおりである。
２ 設置要領 ２ 設置要領
（１）境界標識は、官有地から「宮城県」の刻印が読みとれるように杭の向きを定め、杭の中心部を民有地と官有地の （１）境界標識は、官有地から「農林水産省」の刻印が読みとれるように杭の向きを定め、杭の中心部を民有地と官有

境界線上に一致させるよう設置する。 地の境界線上に一致させるよう設置するものとする。
（２）境界杭の設置場所は、原則として測点毎両側に設置する。ただし直線部（用地買収線）で見通しのよい場所では、 （２）境界杭の設置場所は、原則として測点毎両側に設置する。ただし直線部（用地買収線）で見通しのよい場所では、

おおむね50ｍ間隔毎に設置する。 おおむね50ｍ間隔毎に設置するものとする。
（３）道路等の角地及び岩盤等地盤堅硬な箇所では、通行等の支障とならないよう埋込み、設置する。 （３）道路等の角地及び岩盤等地盤堅硬な箇所では、通行等の支障とならないよう埋込み、設置するものとする。
（４）境界杭を設置したときは、用地実測平面図に構造物、境界杭設置個所、境界番号並びに字名、地目、地番、隣接 （４）境界杭の長さが90cm以外の杭及び金属製鋲等を使用する場合は、「特別仕様書」に明記する。

者名を記入した図面を作成する。 境界杭を設置したときは、用地実測平面図に構造物、境界杭設置個所、境界番号並びに字名、地目、地番、隣接
者名を記入した図面を作成するものとする。

この図面は縮尺１／500とし縮小化による縮尺不明を防止するための寸法表示をするものとする。（下記） この図面は縮尺１／500とし縮小化による縮尺不明を防止するための寸法表示をするものとする。（下記）

０ １ｍ ２ｍ ３ｍ ０ １ｍ ２ｍ ３ｍ

（５）境界杭の位置の明示のため公共座標値を記載した境界杭設置調書を作成する。ただし公共座標がない（過去に測 （５）境界杭の位置の明示のため公共座標値を記載した境界杭設置調書を作成する。ただし公共座標がない（過去に測
量した図面）場合には省略できるものとする。 量した図面）場合には省略できるものとする。

標 識
（１）境界標識設置方法

（略）

【削 る】 別 紙
標 識
（１）境界標識設置方法

（略）

【削 る】 （２）取得用地境界杭 （３）権利設定等標識

境界杭設置調書 境界杭設置調書

（略） （略）



改 正 後 現 行

「別記４」 騒音等調査要領（第１６０条） 「別記１１」 環境調査要領（第１６７条）

騒 音 等 調 査 要 領 環 境 調 査 要 領
１ 騒音に関する調査 １ 騒音に関する調査

区 分 調 査 事 項 備 考 区 分 調 査 事 項 備 考

測 定 方 法 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 測 定 方 法 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

（昭和４３年１１月２７日付け厚生省・建設省告示第１号） （昭和４３年１１月２７日付け厚生省・建設省告示第１号）

備考に準拠する。 に準拠するものとし、それ以外については次により測定する

（略） ものとする。

測 定 箇 所 の 所 在 （略） 測 定 箇 所 の 地 番 （略）

測定回数及び時間 （略） 測定回数及び時間 （略）

気 象 条 件 （略） 気 象 条 件 （略）

マイクロホンの位置 マイクロホンの位置 （略）

２ 振動に関する調査 ２ 振動に関する調査

区 分 調 査 事 項 備 考 区 分 調 査 事 項 備 考

測 定 方 法 振動規制法施行規則（昭和５１年１１月１０日総理府令第 測 定 方 法 振動規制法施行規則（昭和５１年１１月１０日総理府令第

５８号）備考に準拠する。 ５８号）に準拠するものとし、それ以外については、次によ

り測定するものとする。

測 定 箇 所 の 所 在 （略） 測 定 箇 所 の 地 番 （略）

測定回数及び時間 （略） 測定回数及び時間 （略）

気 象 条 件 （略） 気 象 条 件 （略）

ピックアップの位置 （略） ピックアップ位置 （略）

３ 井戸に関する調査 ３ 井戸に関する調査

区 分 調 査 事 項 備 考 区 分 調 査 事 項 備 考

井 戸 調 査 所在地、所有者氏名、使用目的（飲料水等規模（測定不可 井 戸 調 査 所在地、所有者氏名、使用目的（飲料水等規模（測定不可

能な場合は、聴取調査）、調査年月日、水面高（穂高）水深、 能な場合は、聴取調査）、調査年月日、水面高（穂高）水深、

備考欄に井戸枠天端の標高を記入するとともに、水道の有無 備考欄に井戸枠天端の標高を記入するとともに、水道の有無

を調査する。また、ポンプ等施設が付随する場合は構造・規 を調査する。また、ポンプ等施設が付随する場合は構造・規

模等も調査する。 模等も調査する。

なお、湧水量を計測できる場合は、これを測定する。 なお、湧水量を計測できる場合は、これを測定するものと

する。



改 正 後 現 行

「別記５」 事業認定申請書等作成要領（第１６５条・１７０条・１７２条） 「別記１２」 事業認定申請書等作成要領（第１７２条）

事業認定申請書等作成要領 事業認定申請書等作成要領

（総 則）

（総則） 第 １ 条 この要領は、事業認定申請図書の作成に関する業務を発注する場合に適用するものとする。

第１条 この要領は、土地収用法（昭和２６年法律第第２１９号。以下「法」という。）第16条に規定する事業認定申請、

第３９条に規定する裁決申請及び第47条の３に規定する明渡裁決申立に係る事業認定申請図書、裁決申請図書及び明 （概況ヒアリング）

渡裁決申立図書を作成する場合に適用するものとする。 第 ２ 条 請負者は、事業認定申請図書等の作成に当たっては、発注者と概況ヒアリングを行うものとする。

【削る】 （現地調査）

第 ３ 条 請負者は、用地調査等などに着手する前に調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、収用等土地の状況及び

【削る】 土地に存する物件の大要を把握しなければならない。

（業務予定）

第 ４ 条 請負者は、前項に規定する現地調査等を行った後、速やかに業務予定について監督職員と協議するものとす

【削る】 る。

（立 入 等）

【削る】 第 ５ 条 請負者は、用地調査等のため、他人の占有する土地，建物又は工作物に立ち入ろうとする場合は、あらかじ

め当該土地，建物又は工作物の占有者の同意及び監督職員の承諾を得なければならない。

２ 請負者は、前項に規定する同意が得られないときは、直ちに監督職員に報告し、その指示を得なければならない。

（打合せ協議）

【削る】 第 ６ 条 請負者は、用地調査等を実施するに当たり、適性かつ円滑に施工するため必要に応じて監督職員と連絡をと

り、協議を行うものとする。打ち合わせ事項はその都度記録し、相互に確認するものとする。

第２章 事業認定申請図書の作成

第１節 協議用資料の作成

（協議用資料の作成） 【新設】

第２条 協議用資料の作成は、次条から第１８条までに定めるところにより行うものとする。

（境界等の調査及び確認） 【新設】

第３条 協議用資料の作成に当たり、あらかじめ、県・郡・市・区・町・村・大字及び字の名称並びにその境界につい

て、用地実測図、公図、土地登記記録等を調査及び確認するものとする。

（土地面積及び主な物件の数量等の概数積算） 【新設】

第４条 用地実測図等を基に、起業地内全ての土地等の実測面積又は概数（10㎡又は100㎡単位）及び主な物件の数量の

概数を、本体事業、関連事業又は付帯工事別、現況地目別、収用又は使用の別に積算するものとする。

（法４条地等の調査） （法第４条に規定する土地等の調査）

第５条 起業地内に次の各号に掲げる土地がある場合には、関係官公署、事業所等の管理台帳等を基に、当該各号に掲 第７条 請負者は、次の各号に掲げる場合には、関係官公庁、事業所等において管理台帳に基づき、当該各号に掲げ



げる事項の調査をし、併せて、現地において調査及び確認をするものとする。 る事項を調査するものとする。

一 法第４条に規定する土地（以下「法４条地」という。） 一 起業地内に土地収用法（以下「法」という。）第４条に規定する土地等がある場合、当該土地等（以下「法第４条

所在地、名称、規格及び規模 地等」という。）の所在地、名称、構造、規格、規模

二 土地の利用について法令の規定による制限がある土地（以下「法令制限地」という。） 二 起業地内にある土地の利用について、法令の規定による制限がある場合、当該土地（以下「法令制限」という。）

区域及び面積並びに制限の根拠法令及び該当条項 の区域及び根拠法令

【削る】 三 事業の施工に関して行政機関の免許、許可又は許可等の処分を必要とする場合、当該処分に係る土地等（以下「許

認可等に係る土地法」という。）の区分又は位置及び根拠法令

【削る】 （法第４条地等の物件精査）

第８条 請負者は、前条の管理台帳等に基づき、速やかに現地において当該調査結果の確認及び調査を行うものとする。

（事業認定申請書の作成） 【新設】

第６条 法第１６条に規定する事業認定申請を行う場合は、事業認定申請書（土地収用法施行規則（昭和２６年建設省

令第３３号。以下「規則」という。）別記様式第５）を作成するものとする。

２ 規則別記様式第５の記の四（事業の認定を申請する理由）に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とし、その要

旨を簡明に記載するものとする。

一 事業が法第３条各号の一に掲げるものに関する事業であること

二 事業計画の内容及び目的

三 収用又は使用しようとする対象物及び土地所有者等の概数

四 事業認定の申請に至った用地交渉の概略及び用地取得等ができない理由

３ 事業が関連事業又は附帯工事に関するものであるときは、前項各号の事項には、これらの事業についても記載する

ものとする。

（事業計画書の作成） 【新設】

第７条 事業計画書は、次の各号に掲げる事項を記載し作成するものとする。

一 事業計画の概要

二 事業の開始及び完成の時期

三 事業に要する経費及びその財源

四 事業の施行を必要とする公益上の理由

五 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由

六 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理

由

２ 事業が関連事業又は附帯工事に関するものであるときは、前項各号の事項には、これらの事業についても記載する

ものとする。

（起業地表示図面の作成） （起業地を表示する図面等の作成）

第８条 起業地を表示する図面は、次の各号に掲げる図面について、当該各号に掲げるところにより作成するものとす 第９条 請負者は、次の各号によるほか監督職員の指示を受け、事業計画平面図（工事平面図）等に必要な事項を記入、

る。 着色等を行い起業地を表示する図面等を作成する。

一 起業地位置図 一 位置図（別記様式１）を作成するものとする。

縮尺は25,000分の１（25,000分の１がない場合は、50,000分の１）とし、一般図を用いる。 二 起業地を表示する図面（起業地表示図）（別記様式２）を作成するものとする。この場合において収用地は薄い

二 起業地表示図 黄色、使用地は薄い緑色、権利等の収用又は使用は薄い赤色、保留地は黒の斜線で明確に表示すること。

縮尺は100分の１から3,000分の１とする。この場合において、収用地は薄い黄色、使用地は薄い緑色、権利等

の収用又は使用する物件が存する土地は薄い赤色、保留地は黒の斜線で明確に表示する。

また、県・郡・市・区・町・村・大字及び字の名称並びに境界を明確に表示する。

（事業計画表示図の作成） 【新設】

第９条 事業計画を表示する図面は、次の各号に掲げる図面について、当該各号に掲げるところにより作成するものと



する。

一 平面図

前条第２号の起業地表示図を併用する。

二 横断図面

縮尺は100分の１から1,000分の１までの範囲とし、幅員構造等の標準的な横断図面を作成する。

三 縦断図面

トンネル、導水路等の場合は、必要に応じて作成する。

四 その他の構造図

（関連事業の施行についての協議書の作成） 【新設】

第１０条 事業が関連事業の施行に係るものである場合において、当該事業に係る施設の本来の管理者から法第18条第

２項第３号の意見を求めるときは、協議書（別添記載例１）を当該管理者ごとに作成するものとする。

２ 前項の規定は、当該事業の施行が道路法第２２条、河川法第18条等の法令の規定によるものについては適用しない。

【削る】 第１０条 請負者は、第７条及び第８条の調査結果に基づき、前条第２号の図面に、法第４条地等について色分け着色、

番号を付して明確に表示するものとする。（別記様式２．４）

２ 法第４条地の判断時点は事業確定申請の時とし、監督職員の指示によるものとする。

（法４条地表示図等の作成） 【新設】

第１１条 起業地内に法４条地が存する場合においては、次の各号に掲げる図面等について、当該各号に掲げるところ

により作成するものとする。

一 法４条地表示図

第８条第２号の起業地表示図を併用し、それぞれの土地等に色分け着色（黄色、緑色、赤色及び黒色を除く。）し、

かつ、番号を付して明確に表示するものとする。

ただし、法４条地が多数存在し、起業地の表示に支障を来す場合は、当該表示図を併用しないことができるも

のとし、当該表示図の作成に使用する図面と同じものを使用する。

二 法４条地調書

法第４条に規定する土地に関する調書（規則別記様式第６）を作成するものとする。この場合は、当該調書の

番号と前号の図面の番号を整合させる。

三 法４条地の管理者への意見照会書

法４条地の管理者から法第18条第２項第４号の意見を求めるときは、意見照会書（別添記載例２）を作成し、

当該管理者ごとに、第１号に準じた図面及び前号に準じた調書を添付する。

ただし、既に法４条地の管理者が道路管理者等から占用許可、使用承諾等を得ているときは、この限りでない。

（法の制限地表示図作成）

第１１条 請負者は、監督職員の指示により、第７条第２号及び第８条の調査結果に基づき、第９条第２号の図面に、

法の制限地について色分け着色、番号を付して明確に表示するものとする。ただし、事業認定申請の時において法の

制限が解除されているもの及び届出をすれば解除されるものについては、原則として不要とする。

（関連事業表示作成）

第１２条 請負者は、監督職員の指示により、関連事業について第９条第２号の図面に番号を付して明確に表示するも

のとする。また、これに関する関連事業計画書（別記様式３）を作成するものとする。ただし、事業認定申請の時、

既に完了しているものについては不要とする。

（許認可等に関する土地表示図作成）

第１３条 請負者は、監督員の指示により、事業施行に関して行政機関の許認可等を必要とする土地等の区域について

第９条第２号の図面に着色、番号を付して明確に表示するものとする。



（土地面積の概数積算）

第１４条 請負者は、実測図及び第９条の図面に基づき、起業地内の全ての土地等の実測面積概数（10㎡又は100㎡単位）

（別記様式４）を積算するものとする。

この場合において使用目的別、現況地目別収用又は使用別に積算するものとし、該当がない場合はその旨表示する。

（法第４条地調査書作成）

第１５条 請負者は、第10条の図面に基づき、法第４条地の面積、数量を施設別、規格別等に算出し、法第４条に規定

する土地に関する調書（別記様式５）を作成するものとする。

（管理者の意見照会書（案）作成）

第１６条 請負者は、起業地内にある法第４条地について各管理ごとに第10条、第11条の図面及び前条の法第４条調書

を調製し、監督職員の指示により、法第18条第２項第４号の意見照会書（案）（別記様式６）を作成するものとする。

ただし、既に占用許可書、使用承諾書をとっているものについては、省略することができるものとする。

（法令制限地の管理者への意見照会書の作成） （法の制限に関する意見照会書（案）作成）

第１２条 起業地内に法令制限地が存する場合において、当該法令制限地の管理者から法第１８条第２項第５号に規定 第１７条 請負者は、起業地内にある土地の利用制限について、各々の権限を有する行政機関ごとに第９条及び第１１

する意見を求めるときは、意見照会書（別添記載例３）を当該管理者ごとに作成するものとする。この場合には、必 条の図面を調製し、監督職員の指示により、法第１８条第２項第５号の意見照会書（案）（別記様式７）を作成するも

要に応じて当該法令制限地を表示した図面を添付するものとする。 のとする。

２ 前項の規定は、既に行政機関から許可、承認等を得ているときは、適用しない。

【削る】 （関連事業に関する意見照会書（案）作成）

第１８条 請負者は、起業地内に存する本体事業の施行に関連して必要となる事業について、第16条の図面を併用し、

監督職員の指示により、法第18条２項第３号の意見照会書（案）（別記様式８）を作成するものとする。

（事業の施行に関する行政機関への意見照会書の作成） （許認可等に関する意見照会書（案）作成）

第１３条 事業の施行に関し行政機関の免許、許可又は認可等の処分が必要な場合において、当該行政機関から法第１ 第１９条 請負者は、各々権限を有する行政機関ごとに、第９条及び第13条の図面を調製し、事業の施行に必要な許認

８条第２項第６号の意見を求めるときは、意見照会書（別添記載例４）を当該行政機関ごとに作成するものとする。 可等を受けることができるように、監督職員の指示により、法第１８条第２項第６号の意見照会書（案）（別記様式９）

２ 前項の規定は、既に行政機関から免許、許可又は認可等を得ているときは、適用しない。 を作成するものとする。

【削る】 （事業認定申請書（案）等作成）

第２０条 請負者は、監督職員の指示により、法第17条に規定する様式に従い事業認定申請書（案）等を作成するもの

とする。この場合の作成業務は事業認定申請書（別記様式10），同添付書類（別記様式11），その他関係参考書類（別

記様式12）の取りまとめ作成業務をいうものとする。

特に、その他関係参考資料（別記様式12に掲げる項目のうち(1)ル、(2)ト、(3)チ、(4)ワ）については監督職員と

充分協議のうえ資料整理行うものとする。

（手続の保留の申立書の作成） 【新設】

第１４条 起業地の一部又は全部について手続の保留を行う場合には、手続の保留の申立書（規則別記第７）を作成す

るものとする。

（参考資料の作成）

第１５条 法第２０条各号に掲げる事業認定の要件に該当している旨を説明する参考資料として、次の各号に掲げる資

料について当該各号に掲げる書類等を作成するものとする。

一 収用適格事業に関する資料

二 収用又は使用の必要性に関する資料

三 事業計画に関する資料



四 経費に関する資料

五 公益性に関する資料

六 土地利用の合理性に関する資料

七 法令制限地に関する資料

八 手続保留に関する資料

九 その他必要と認められる書類

（取りまとめ方法） 【新設】

第１６条 第６条から第１５条までの規定により作成した図書等、前条の規定により作成した参考資料を取りまとめて、

取り外すことが可能な方法によりそれぞれ一冊に製本するものとする。

第２節 事業認定本申請図書の作成

（事業認定本申請図書の作成） 【新設】

第１７条 事業認定本申請図書の作成は、事業認定庁との事前協議に基づいて行うほか、本節に定めるところにより作

成するものとする。

（境界等の再確認） 【新設】

第１８条 事業認定本申請図書の作成に当たり、県・郡・市・区・町・村・大字及び字の名称並びにその境界、法４条

地並びに法令制限地の変更等の有無について、再度確認をするものとする。

（意見書等の確認） 【新設】

第１９条 法第１８条第２項に掲げる関連事業を施行する必要が生じたことを証する書面、法４条地の管理者の意見書、

法令制限地に係る行政機関の意見書及び事業施行に関する行政機関の免許、許可又は認可等の処分があったことを証

明する書類又は当該行政機関の意見書の内容等について、確認をするものとする。

（取りまとめ方法及び作成部数） 【新設】

第２０条 事業認定本申請図書は、第16条に準じて取りまとめるものとする。

第３章 裁決申請図書の作成

（裁決申請書の作成）

第２１条 法第３９条に規定する裁決申請を行う場合は、裁決申請書（規則別記様式第12）を作成するものとする。

（事業計画書の作成）

第２２条 前条の裁決申請書に添付する事業計画書は、事業認定申請書に添付した事業計画書とするものとする。

（起業地及び事業計画表示図の作成）

第２３条 第21条の裁決申請書に添付する起業地及び事業計画を表示する図面は、事業認定申請書に添付した図面とす

るものとする。

（法第４０条第１項各号に掲げる事項を記載した書類の作成）

第２４条 第２１条の裁決申請書の添付書類として法第４０条第１項第２号に規定する書類（別添記載例５）を作成す

るものとする。



（規則第１７条第２号イの証明書の作成）

第２５条 法第４０条第２項の規定により不明裁決を申請する場合には、起業者が過失なくして土地所有者又は関係人

を知ることができない旨の証明書を作成するものとする。

（土地調書（案）の作成）

第２６条 法第３６条の規定により土地調書（規則別記様式８）を作成するものとする。

２ 前項の添付図面として、次の各号により実測平面図の写しを作成し、添付するものとする。

一 収用予定の部分は薄い赤色で、使用予定の部分は薄い緑色で、それぞれ着色する。

二 縮尺は250分の１とする。

ただし、やむを得ない場合は、縮尺100分の１から1,000分の１程度で作成する。

三 土地の面積の端数処理は、地目にかかわらず、小数点第３位を切捨て小数点第２位までとする。

（参考資料の作成等）

第２７条 裁決申請書の参考資料として、次の各号に掲げる書類等を作成等するものとする

一 収用し又は使用しようとするものが土地の場合には、土地登記事項証明書、建物の場合には、建物登記事項証

明書、立木の場合には、立木登記事項証明書

二 用地交渉の経緯の説明書（未取得の理由を明らかにする。）

三 土地所有者及び関係人の住民票（写）（法人の場合は法人登記事項証明書）

四 登記名義人死亡の場合には、相続関係を証明するのに必要な戸籍関係書類（写）及び系統図

五 損失補償金の見積の方法及び基礎資料（鑑定評価書、内訳明細書）

六 事業執行状況説明資料（適宜図面等を利用する。）

七 用地取得状況説明資料（適宜図面等を利用する。）

八 事業の認定の告示の写し

九 収用しまたは使用しようとするもの及び周辺の写真

十 その他必要と認められる書類

（取りまとめ）

第２８条 第２１条から第２６条までの規定により作成した図書等、前条の規定により作成した参考資料を取りまとめ

て、取り外すことが可能な方法によりそれぞれ一冊に製本するものとする。

第４章 明渡裁決申立図書の作成

（明渡裁決申立書の作成）

第２９条 法第４７条の３に規定する明渡裁決申立を行う場合は、明渡裁決申立書（規則別記様式第10）を作成するも

のとする。

（法第４７条の３第１項に掲げる事項を記載した書類の作成）

第３０条 前条の明渡裁決申立書の添付書類として法第４７条の３第１項に掲げる書類（別添記載例６）を作成するも

のとする。

（物件調書（案）の作成）

第３１条 第２９条の申立に当たっては、法第３６条に規定する物件調書（規則様式第９）を作成するものとする。

２ 前項の添付図面として、次の各号により配置図等の図面を作成するものとする。



一 縮尺は100分の１とする。

ただし、やむを得ない場合は、縮尺50分の１から500分の１程度で作成する。

二 物件の番号は、収用地又は使用地に係わらず、建物、工作物、立竹木の順番に通し番号を付す。

三 建物については、建物平面図（求積し、建物延面積記載）を建物１棟ずつ作成する。

（参考資料の作成等）

第３２条 明渡裁決申立図書の参考資料として、次の各号に掲げる書類等を作成等するものとする。

一 収用し又は使用しようとする土地に建物がある場合には、建物登記事項証明書、立木がある場合には立木登記

事項証明書

二 用地交渉の経緯の説明書（未取得の理由を明らかにする。）

三 土地所有者及び関係人の住民票（写）（法人の場合は法人登記事項証明書）

四 登記簿名義人死亡の場合には、相続関係を説明するのに必要な戸籍関係書類（写）及び系統図

五 損失補償金の見積の方法及び基礎資料（鑑定評価書、内訳明細書）

六 事業執行状況説明資料（適宜図面等を利用する。）

七 用地取得状況説明資料（適宜図面等を利用する。）

八 事業の認定の告示の写し

九 明渡裁決申立対象地及び物件の写真

十 その他必要と認められる書類

（取りまとめ）

第３３条 明渡裁決申立書に係る取りまとめは、第２８条の規定を準用するものとする。

（同時申請の場合の参考資料の取りまとめの特例）

第３４条 裁決申請及び明渡裁決申立を同時に行うときは、参考資料のとりまとめについては、第２７条及び第３２条

の規定にかかわらず、一冊の参考資料として調製するものとする。この場合には、第32条第２号から第４号、第６号

から第８号に掲げる資料の作成は要しない。



改 正 後 現 行

別記様式１

【削る】 （位置図）

(1) 縮尺２万５千分の１の一般図によって起業地の位置を示すこと。

(2) 符号は，国土地理院発行の５万分の１の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

(3) 位置図には、起業地表示図に示す起業地範囲を正確に表示するものとする。表示の方法は、起業地は赤色で着色

し、「起業地」の語をもって表示し、延長（Ｌ＝○ｍ）及び起・終点の所在を明示すること。

(4) 全体計画の一部を施行する事業である場合は、起業地の位置図に全体計画の施行予定を銘記することが好ましい。

(5) 表題記載例

添図第１号

位 置 図

（縮尺１／25,000）

約150㎜

(6) 図面記載例

○○工事全体計画

起 業 地

Ｌ＝○○○ｍ

青色で表示

赤色で表示
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改 正 後 現 行

【削る】 別記様式２

１ 起業地を表示する図面（起業地表示図）

(1) 縮尺百万分の１から3,000分の１程度までの間で，起業地を表示するのに便利な適宜の縮尺の地形図（図面につい

ては監督職員が指示するものとする）によって起業地を収用の部分は薄い黄色、使用の部分は薄い緑色で着色し、

起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用

し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色

で着色すること（規則第３条第２号ロ）。

(2) 起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断で

きるものとし（法第18条第４項）、縮尺については、1,000分の１を標準とする。

(3) 起業地表示図は起業地内及びその付近における顕著な地形、地物等（おおむね国土地理院発行の50,000分の１の

地形図に記載されている河川、道路、官公庁等）を記載した図面とし、これだけでは起業地の範囲が分かりにくい

ときは主要な建物その他固定性の高い物件をも記載すること。

(4) 実測した地形図によること。符号は国土地理院発行の図式により、これにないものは適宜の図式によること。

(5) 図面には縮尺、方位、凡例をつけること。図面が数枚になるときには、図面番号をつけること。

(6) 起業地を着色する際には次の諸点に注意すること。

(イ) 事業認定申請書中起業地の項では起業地を都道府県、郡、市、区、町、村、大字及び字をもって表すことになっ

ているが、起業地とは事業を施行する土地のことであるから、図面で起業地を表わすときは、字内のすべての土地

を着色すべきではなく、字内の土地で事業を施行するに必要な土地を起業地として着色すること。

(ロ) 事業を施行するに必要な土地であれば買収したか否かを問わず、施行したか否かを問わず、また、法第４条の

土地であるか否かを問わず着色すること。

(ハ) 補修工事の用に供する土地は、当然には上にいう事業を施行する必要な土地に含まれるものではないので、着色

しないこと。

(ニ) 起業地の範囲を明確にするよう着色すること。

(ホ) 起業地を表示する図面では、「薄い黄色」、「薄い緑色」及び「薄い赤色」はそれぞれ特別の意味を持っているの

で、他の用途に用いないこと。

(7) 字の境界を明らかにし、起業地が字内にあることを明確に表示すること。

(8) 起業地内の物件については、現にある人家、学校等の工作物を図示すること。
(9) 公図等は土地収用法施行規則第３条第２項にいう地形図を表示する図面としては適当でないから用いないこと。

(10) 収用又は使用の手段を保留する起業地は、黒色の斜線をもって表示すること。なお、斜線は30～60度程度の角度

で、約0.5㎝程度の間隔に引くこと。

２ 事業計画表示図

事業計画を表示する図面は、事業計画の内容を図面で表示するものであり、尺度100分の１から3,000分の１程度ま

でのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものと

する（規則第３条第３号）。

(1) 事業計画を表示する図面は、原則として起業地表示図と併用すること。

(2) 縮尺については、起業地表示図と併用しない場合においても、同一の縮尺のものとする。事業計画が複雑なため

同一の縮尺による図面では事業計画の内容が明らかにし難い場合には、別途詳細部を添付すること。

(3) 施設の位置を明らかに図示することについては、事業計画中「事業計画の概要」の項に記載した事項を明らかに

するよう、施設の位置を明示すること。

(4) 申請に係る事業が、全体計画の一環又はある事業の一部であるときは、全体計画または事業の全体を事業計画中

「事業計画の概要」の項に記載すべきであるが、本図面には、申請にかかる事業の事業計画のみを表示すれば足り、

全体計画又は事業の全体を表示する必要はない。

(5) 事業計画を表示する図面において、その位置を明らかにした施設について、その内容を明らかにする平面図（必

要に応じて構造図）の添付を要するが、事業計画を表示する図面において施設の位置のみならず内容までも明らか



にすることはさしつかえないこと。

(6) 施設の内容を明らかにするため、必要に応じ構造図をつけること。

（例）

(イ) 道路事業の場合……標準横断面図、縦断面図、橋梁一般図等

(ロ) 河川事業の場合……堤防横断面図等

(ハ) ダム事業の場合……平面図、側面図、上流面図、下流面図等

(ニ) 庁舎の場合……立面図、側面図、各階平面図等

(7) 関連事業については、本体事業の平面図を使用すること。また必要に応じ、横断図等をつけること。

３ 表題記載例

起業地を表示する図面

事業計画を表示する図面

法４条地を表示する図面

縦 断 図

（縮尺1／1,000）

（全 葉の内）

約150㎜

４ 法第４条地に関する図面

(1) 法第４条地を表示する図面は縮尺100分の１から3,000分の１程度までのものとする（規則第３条第４号）。

なお、この図面は、起業地表示図及び事業計画表示図と同一の縮尺によること。

(2) 法４条地があまり多くない等特に支障がないときは、この図面は起業地表示図と併用することが望ましい。

(3) 図面の作成に当たっては、法第４条地には種類別に適宜着色し（例えば，道路は茶色，河川・水路は水色等とす

る。ただし、黄色、緑色及び赤色は用いないこと）当該土地を明らかにするとともに、番号を付して調書との照合

の便を図ること。

なお、着色は起業地の部分だけで足りる。

(4) 法第４条地とは、土地収用法３条各号に列記されている事業及び他の法律により収用又は使用が認められている

事業の用に供されている土地をいう。

代表的なものを事業（施設）の種類によって例示すれば、次のとおりである。

① 国道・県道・村道等道路法による道路。

② 河川法が適用され、又は準用される河川。

③ 国・地方公共団体・土地改良区等が設置する農道、用・排水路等の施設

④ ＪＲ又は地方鉄道施設

⑤ 電気事業の用に供する送電線・発電所等の工作物

⑥ 日本電信電話株式会社が公衆電信の用に供する電話線等の施設

⑦ 小学校・中学校等の学校施設

⑧ 市役所・試験場・公園・広場

なお、市町村が管理している河川、都道府県が管理条例を設けて河川として管理しているものは、「その他公共の

利害に関係のある河川」（法第３条第２項）に該当する。

他方、国土交通大臣の部局長としての知事が財産管理している道路、河川（水路）は法第３条第５項に該当しな

い。

また、他の法律より収用または使用している事業には次のようなものがある。

㎜
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1
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約



① 都市計画法……街路、公園、一団地の住宅等

② 森 林 法……林道、索道、木材集積場等

③ 鉱 業 法……坑口、選鉱施設等

④ 農 地 法……農地造成のための事務所、作業所等

⑤ 日本国とアメリカ合衆国の間の相互協力及び安全保障条約６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合

衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用に関する特別措置法……米軍基地

(5) 法第４条地等であるか否かは、申請の時において判断すること。したがって、申請時において法第４条地に該当

しないものは記載する必要はない。

(6) 収用適格事業の用に供されている施設は、たとえ占用物件であっても、法第４条地とすること。

【削る】 別記様式３

関 連 事 業 計 画 書

図 面

表 示 施設の種類 工 事 現 況 計 画

番 号 及 び 名 称 管理者 箇 所 備 考

延 長 幅 員 構造形式 延 長 幅 員 構造形式

【削る】 別記様式４
(1) 事業に必要な土地の面積
(イ) 収用の部分

宅 地 ㎡
畑 ㎡

道路敷 ㎡
水路敷 ㎡

計 ㎡
(ロ) 使用の部分

宅 地 ㎡
畑 ㎡

道路敷 ㎡
水路敷 ㎡

計 ㎡
注 使用の部分がない場合でも「ロ使用の部分 なし」と記載すること。

(2) 起業地内にある主な物件の数量
家屋（住 宅） 棟（移転済 棟）
家屋（非住宅） 棟（移転済 棟）

計 棟（移転済 棟）

【削る】 別記様式５
法第４条地に関する調書の様式は次のとおりである。

法第４条に規定する土地に関する土地調書
○○県地内

図 面 表 現に供している 供している 備 考

郡，市，区，町村，大字 事業（施設）の
示 番 号 及 び 字 の 名 称 種 類 土地の面積 管理者

㎡

この様式中、「図面表示番号」は「法第４条地に関する図面」に表示する番号を記入し、「事業の種類」に

は施設の名称を記載する。なお、「備考」欄には、法第４条の管理者の名称及び意見書の有無を記載すること。



改 正 後 現 行

別添記載例１

○○△第○○○号

□□○年○月○日

○○管理者 ○○県

上記代表者 ○○知事 ○○ ○○ 殿

起 業 者 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号

宮城県知事 ○○ ○○

上記代理人 （所在地））

上記代理人 （所在地）） 印

土地収用法第１８条第２項第３号の関連工事の施行について（協議）

宮城県が施行する○○事業○○工事に伴い、貴職管理に係る下記調書記載の施設を付替える必要が生じ、関連事業と

して○○工事と同時に施行したいので、貴職の同意を得たく協議します。

記

図面表 県・郡・市・区・町・ 現に供している事 計 画 現 況

備考

示番号 村・大字及び字の名称 業（施設）の種類 延 長 幅 員 延 長 幅 員

○○ ○○県○○郡○○町大

字○○ 県道○○号線 ○○ｍ ○○mm ○○ｍ ○○mm

別添記載例２ 別記様式６

○○△第○○○号 〈記載例〉 （記 号） 第 号

□□○年○月○日 平成 年 月 日

○○管理者 ○○県

上記代表者 ○○知事 ○○ ○○ 殿 ○ ○ 市 長 殿

起 業 者 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号

宮城県知事 ○○ ○○

上記代理人 （所在地）） 起 業 者

上記代理人 （所 在 地）

上記代理人 （所在地）） 印 上記代理人 （所 在 地）

土地収用法第１８条第２項第４号の規定に基づく意見について（照会） 土地収用法第１８条第２項第４号の規定に基づく意見について（照会）

宮城県が施行する○○事業○○工事のために必要な土地について、土地収用法（昭和２６年６月９日法律第２１９号） 工事（○○○地内及び○○○地内）に関し、土地収用法第16条に規定する事業の認定を申請するに当たり、起業地内

第１６条の規定により事業の認定を申請するに当たり、起業地内に存する貴職管理に係る下記調書記載の土地を起業地 にある貴職管理にかかる下記土地が同法第18条第２項第４号に該当し、管理者の意見書を添付する必要がありますので、

に編入することについて、同法第１８条第２項第４号の規定に基づく意見を承りたく照会します。 貴職の御意見を承りたく照会します。



記 記

○○県地内

図面表 県・郡・市・区・町・ 現に供している事 供している 備 考 図 面 所 在 地 現に供している 供している 摘 要

示 番 事 業 の 種 類 土地の面積

示番号 村・大字及び字の名称 業（施設）の種類 土地の面積 管理者 意見書の有無 ～１ ○○市○○大字 市 道 ○○㎡

１ ○○字○○地内 （○○第 号線）

○○ ○○県○○郡○○町大 ㎡ ～２ 同 上 市 道 ○○㎡

字○○ 市道○○号 ○○○ ○○市 １ （○○第 号線）

～３ 同 上 市 道 ○○㎡

１ （○○第 号線）

別添記載例３ 別記様式７

○○△第○○○号 第 ○ 号

□□○年○月○日 ○ 年 ○ 月 ○ 日

○○管理者 ○○県 殿

上記代表者 ○○知事 ○○ ○○ 殿

起 業 者

起 業 者 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号 上記代理人 （所 在 地）

宮城県知事 ○○ ○○ 上記代理人 （所 在 地）

上記代理人 （所在地）） 印

上記代理人 （所在地）） 印

土地収用法第１８条第２項第５号の規定に基づく意見について（照会） 土地収用法第18条第２項第５号の規定に基づく意見について（照会）

宮城県知事が施行する○○事業○○工事のために必要な土地について、土地収用法（昭和２６年６月９日法律第２１ 今般○○○が施行する のために必要な土地について土地収用法第16条の規定により事業の

９号）第１６条の規定により事業の認定を申請するに当たり、起業地内に存する貴職管理に係る下記調書記載の土地を 認定を申請するに当たり、起業地内に存する下記調書記載の土地を起業地に編入することについて同法第18条第２項第

起業地に編入することについて、同法第１８条第２項第５号の規定に基づく意見を承りたく照会します。 ５号の規定に基づく意見を承りたく意見を照会します。

なお、 年 月 日付け 第 号で土地収用法第18条第２項第４号の規定に基づき、土地管理者とし

てのご意見を照会した際に添付した図面を参照して下さい。

記 記

図 面 現に供している 利用制限 起業地に編入

図面表 県・郡・市・区・町・ 現に供している事
利用制限法令名

起業地に編入 表 示 所 在 地 事業（施設） 法 令 名 す る 面 積 備 考

示番号 村・大字及び字の名称 業（施設）の種類 する面積 番 号 の 種 類 （㎡)

（㎡）

○○ ○○県○○郡○○町大字○○ ○○○国定公園 自然公園法 ○○○㎡ （ ）は、不要の場合記載せず。



改 正 後 現 行

別記様式８

【削る】 第 ○ 号

○ 年 ○ 月 ○ 日

殿

起 業 者

上記代理人 （所 在 地）

上記代理人 （所 在 地）

印

工事をの関連事業として施行することについて（協議）

○○○○起業 の施行に伴い必要を生じた貴管理に係る下記 付替工事を○○○○において

の関連事業として施行いたしたく、土地収用法第18条第２項第３号の規定により協議します。

なお、 年 月 日付け 第 号で土地収用法第18条第２項第４号の規定に基づき、土地管理者とし

てのご意見を照会した際に添付した図面を参照してください。

記

図面表示 施 設 名 工 事 箇 所 工 事 内 容 備 考

番 号

別添記載例４ 別記様式９

○○△第○○○号 第 ○ 号

□□○年○月○日 ○ 年 ○ 月 ○ 日

○○管理者 ○○県 殿

上記代表者 ○○知事 ○○ ○○ 殿 起 業 者

起 業 者 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号 上記代理人 （所 在 地）

宮城県知事 ○○ ○○ 上記代理人 （所 在 地）

上記代理人 （所在地）） 印

上記代理人 （所在地）） 印

土地収用法第１８条第２項第６号の規定に基づく意見について 土地収用法第18条第２項第６号の規定に基づく意見について（照会）

宮城県知事が施行する○○事業○○工事のため必要な土地について、土地収用法（昭和２６年６月９日法律第２１９ 今般○○○が施行する のために必要な土地について土地収用法第16条の規定により事業

号）第１６条の規定により事業の認定を申請するに当たり、同法第１８条第２項第６号の規定に基づく意見を承りたく の認定を申請するに当たり、同法第２項第６号の規定に基づく意見を承りたく、工事計画の概要説明書及び図面を添え

照会します。 て照会します。
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改 正 後 現 行

別添記載例５

法第４０条第１項第２号に掲げる必要事項を記載した書類の記載例

１ 収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番、地目及び面積並びに土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所

○○県○○市大字○○字○○地内

地 目 全体の面積 収用しよう 使用しよう 土 地 所 有 者 関 係 人

地 番 とする土地 とする土地 備考

公簿 現況 公簿（㎡） 実測（㎡） の面積（㎡） の面積（㎡） 氏 名 住 所 氏 名 住 所

１番２ 宅地 宅地 350.51 250.00 200.00 50.00 Ａ（持分２分の１） ○県○市○区○丁目○番 債 権 者 ○県○市○区○丁目○番

Ｃ

50.51 30.00 20.51 債権者

道路 Ｂ（持分２分の１） ○県○市○区○丁目○番 Ｄ ○県○市○区○丁目○番

計 350.51 300.51 230.00 70.51

２ 使用しようとする土地の使用方法及び機関
（１）使用方法
（２）使用期間

３ 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償額の見積り及びその内訳の記載例
（１）見積

補償項目 収用しようとす 使用しようとす
収用しようと 使用しようと る土地に関する る土地に関する 残地に対す
する土地に対 する土地に対 所有権以外の権 所有権以外の権 る損失補償
する損失補償 する損失補償 利に対する損失 利に対する損失 見積額 損失補償見積 備 考

氏 名 見積額 見積額 補償見積額 補償見積額 額計

Ａ 3,090,000 20,279 676,275 3,786,554

Ｂ 3,090,000 20,279 676,275 3,786,554

Ｃ 4,120,000 4,120,000

計 6,180,000 40,558 4,120,000 1,252,550 11,693,108

注）抵当権が設定された土地の一部を収用する場合、補償金は土地所有者等に一括して見積もってもよい。

（記載例…抵当権に対する権利消滅補償については、見積ることが困難であるため土地収用法第６９条但し書きに
より土地に対する損失補償見積額に一括見積とした。）

2008245ic
線
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（２）内訳
（イ）収用しようとする土地に対する損失補償見積額

○○県○○市大字○○字○○地内

地 目 全体の面積 収用しよう 単 価
地 番 とする土地 損失補償見 土地所有者 備 考

公 簿 現 況 公簿（㎡）実測（㎡）の面積（㎡）（１㎡当たり）積額

１番２ 宅 地 宅 地 350.51 250.00 200.00 30,000 6,000,000 Ａ外１名 完全所有権(50,000円/
㎡及び10,000円/㎡)に

道 路 50.51 30.00 6,000 180,000 対する底地権の割合を
60%とした。

計 300.51 230.00 6,180,000

注）共有等持分割合について、説明を要する場合、各人別の内訳を適宜作成すること。

（ロ）使用しようとする土地に対する損失補償見積額
○○県○○市大字○○字○○地内

地 目 全体の面積 使用しよう 単 価
地 番 とする土地 （１箇月 使用期間 損失補償見 土地所有者 備 考

公 募 現 況 公簿（㎡）実測（㎡）の面積（㎡） 当たり） 積額

１番２ 宅 地 宅 地 350.51 250.00 50.00 250 明渡時期 37,500 Ａ外１名 50,000×0.06×1/12

=250

道 路 50.51 20.51 50 から３箇 3,077 10,000×0.06×1/12

月 = 50

計 300.51 70.51 40,577

（ハ）収用しようとする土地に関する所有権以外の権利に関する損失補償見積額の記載例
○○県○○市大字○○字○○地内

地 目 全体の面積 収用しよう 単 価 土地に関す
地 番 とする土地 損失補償見積 る所有権以 備 考

公 簿 現 況 公簿（㎡）実測（㎡）の面積（㎡）（１㎡当たり）額 外の権利者
氏 名

１番２ 宅 地 宅 地 350.51 250.00 200.00 20,000 4,000,000 地上権者Ｃ 完全所有権(50,000円/
㎡及び10,000円/㎡)に

道 路 50.51 30.00 4,000 120,000 対する地上権の割合を4
0%とした。

計 300.51 230.00 4,120,000

2008245ic
線
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（ニ）残地に対する損失補償見積額の記載例
○○県○○市大字○○字○○地内

地 目 単 価
地 番 残地面積（㎡） 損失補償見積額 土地所有者 備 考

公 簿 現 況 （１㎡当たり）

１番２ 宅 地 宅 地 50.00 25,000 1,250,000 Ａ外1名
道 路 20.51 5,000 102,550

計 70.51 1,352,550

（ホ）積算の基礎

土地の損失補償見積りの基礎については、下記に記載する各条文に基づき、不動産鑑定士の鑑定等を考慮して相
当な価格としたものである。
なお、土地の価格については、平成○年○月○日付けで事業の認定の告示があったので、同日の時点で算定した

ものである。
記

１ 公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱
（昭和３７年６月２９日閣議決定） 第○○条、第○○条

２ 土地改良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱
（昭和３８年３月２３日３８農地第２５１号（設）農地局長） 第○○条、第○○条

３ 土地改良事業に伴う用地等の取得および損失補償要綱の運用方針について
並びに運用方針別記１「土地評価事務処理要領」 第○○条、第○○条
（昭和４６年１月１１日４５農地Ｄ第９９４号（設）農林省農地局長通知）

４ 権利を取得し又は消滅させる時期
権利取得裁決の日より○○日（ヶ月）以内

別添記載例６

法第４７条の３第１項第１号に掲げる必要事項を記載した書類の記載例

１ 土地の所在、地番、地目及び土地所有者、関係人の氏名及び住所
○○県○○市大字○○字○○地内

地番 地 目 土 地 所 有 者 関 係 人
摘要

公簿 現況 氏 名 住 所 氏 名 住 所

１番２ 宅地 宅地 Ａ ○県○市○区○丁目○番 債権者 ○県○市○区○丁目○番
（持分２分 Ｃ

道路 の１）
Ｂ 抵当権

○県○市○区○丁目○番 者
（持分２分 Ｆ公庫 ○県○市○区○丁目○番
の１） 代表理

事Ｇ

2008245ic
線
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２ 土地のある物件の種類及び数量
○○県○○市大字○○字○○地内

物件 物 件 物件に関して所有
地番 地目 物件の種類 単位 数量 権以外の権利を有

番号 所有者 する者

１番２ 宅地 １ 木造瓦葺平屋 ㎡ 200 Ｃ Ｆ公庫代表理事Ｇ

２ ブロック塀(高さ２ｍ 厚さ１５㎝) ｍ 30 Ｃ

３ ブロック造門柱（８段積） 本 2 Ｃ

４ 土間コンクリート（厚さ６㎝） ㎡ 20 Ｃ

５ 黒松（樹高２ｍ 根回り０．３ｍ） 本 1 Ａ及びＢ

６ まさき(樹高２ｍ 根回り０．３ｍ) 〃 5 Ａ及びＢ

注１）物件所有者及び関係人は、明渡申立ての土地に存する物件のみに権利を有するものを記載
すること。

注２）物件の存しない土地については、「なし」と記載すること。

３ 法第４０条第１項第２号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積及びその内容の記載例
（１）見積

氏名 建物移転料 工作物移転料 動産移転料 移転雑費 立竹木補償金 損失補償金
摘
要

Ｃ 15,300,000 1,332,400 88,100 519,800 17,240,300

Ａ 14,450 14,450

Ｂ 14,450 14,450

（２）内訳
○○県○○市大字○○字○○地内

地番 地目 物件 物件の種類 単位 数量 単価 金額 所有者 摘 要
番号 氏 名

１番２ 宅地 １ 木造瓦葺平屋 ㎡ 200 15,300,000 Ｃ

２ ブロック塀(高さ２
ｍ 厚さ１５㎝) ｍ 30 31,600 948,000 Ｃ

３ ブロック造門柱（
８段積） 本 2 18,000 36,000 Ｃ

４ 土間コンクリート
（厚さ６㎝） ㎡ 20 2,550 51,000 Ｃ

諸 経 費 258,600

消費税相当額 77,600
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工作物移転料 1,371,200

動産移転料 式 1 88,100 Ｃ

計 88,100

移転雑費補償金 式 1 519,800 Ｃ

計 519,800

５ 黒松（樹高２ｍ
根回り０．３ｍ） 本 1 14,000 14,000 Ａ及びＢ

６ まさき(樹高２ｍ
根回り０．３ｍ) 〃 5 1,820 9,100 〃

諸 経 費 5,700

消費税相当額 100

立竹木移転料計 28,900

（３）積算の基礎

土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償以外の損失補償の見積の基礎につい
ては、下記に記載する各条文に基づき積算した損失補償基準書により、補償額を算定したもので
ある。

記

条 文 公共用地の取得に伴う損失補償基準要 土地改良事業に伴う用地等の取得およ
綱 び損失補償要綱（昭和３８年３月２３

補償項目 （昭和３７年６月２９日閣議決定） 日３８農地第２５１号(設)農地局長）

建物移転料 第２４条 第２６条

工作物移転料 第２４条 第２６条

立竹木補償金 第２９条 第３６条

動産移転料 第２７条 第２９条

移転雑費補償金 第３５条

４ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限

明渡裁決の日より○○日（ヶ月）以内
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【削る】 別記様式１０
事業認定申請書
１ 事業認定申請書の様式は、次のとおりである（規則別記様式第５）。

第 ○ 号
○年○月○日

国土交通大臣○○○○殿

起 業 者

上記代理人 （所 在 地）

事業認定申請書

土地収用法第１６条の規定によって、下記により、事業の認定を受けたいので、申請します。

記
１ 起業者の名称
２ 事業の種類 工事（ ：○○から○○まで）

３ 起業地
イ 収用の部分

ロ 使用の部分

４ 事業認定を申請する理由

２「起業地」

（イ）起業地とは事業を施行する土地であり、既に取得した土地又は現在収用等をする必要がない土地であっても、
それらの土地が収用等しようとする土地と同一の事業の用に供される場合には起業地に含まれる。

（ロ）「起業地」は、収用と使用の別を明らかにし都道府県、郡、市、区、町、村、大字及び字をもって表示するこ
と。

（ハ）起業地として表示されない土地は、収用又は使用の手続きを進めることができないから起業地を表示する場合、
起業地表示図の字名と照合し、字名などの脱漏、誤記、誤植のないよう充分留意すること。

また、起業地名にふりがなを付すること。
（ニ）起業地が２つ以上の市町村にまたがるときは、各市町村ごとに分けて表示すること。
（ホ）数箇所の大字及び字名を表示する場合、最初のみでなくすべての地名に大字及び字を付けること。
（ヘ）使用の部分がない場合でも、「ロ使用の部分なし」と記すこと。

＜起業地の記載例＞
◎ イ 収用の部分 ○○県○○市○町２丁目、△町２丁目及び○○町地内

ロ 使用の部分 なし
３ 「事業の認定を申請する理由」
（イ）「事業の認定を申請する理由」については、その要旨を簡明に記載し、法第２７条第１項の規定による申請で

あるときは、その旨を明記すること。
（ロ）本章に記載すべき事項は次のとおりである。

① 事業が法第３条各号の一に掲げるものに関する事業であること。
② 事業計画の内容（目的）。（関連事業又は附帯事業がある場合、その事業の目的、内容も付記すること。）
③ 事業認定の申請に至った用地交渉の概略（所有者関係人等の概数と、未承諾者の概数も記載すること）。

④ 収用又は使用しようとする対象物（例えば、土地、○種漁業権等）。
⑤ 事業の施行に関して、免許、許可又は認可が必要である場合、議会又は取締役会の議決が必要である場合
等には、当該処分又は手続きをおえた事等事業の施行権限のある旨を記載すること。
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４ 表紙記載例

事 業 認 定 申 請 書

一般国道 号改築工事（○○バイパス：○○から○○まで）

【削る】 別記様式１１
添付書類の目録

（イ）申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない（法第１８条第
２項）。
① 事業計画書（関連事業計画を含む）
② 起業地及び事業計画を表示する図面
③ 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する

書面
④ 起業地内に第４条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書図面及び当該土地の管理者の意

見書
⑤ 起業地内にある土地の利用について、法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権

限を有する行政機関の意見書
⑥ 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は許可等の処分を必要とする場合においては、これらの処

分があったことを証明する書類または当該行政機関の意見書
なお、④から⑥までに掲げる意見書に、起業者が意見を求めた日から３週間を経過してもこれを得ること
ができなかったときは、添付することを要しない。ただしこの場合においては、意見書を得ることが出来
なかった事情を疎明する書面を添付しなければならない（同条第３項）。
したがって、申請書の末尾に現実に添付する書類の目録をつけることが望ましい。

（ロ）事業認定申請書に添付すべき書類の目録は、添付した順序に応じて事業認定
申請書の末尾である本項に記載すること。

（ハ）法第１８条第２項第４号ないし第６号の書類については、起業地内に第４条に規定する土地がないとき、
起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限がないとき又は事業の施行に関して行政機関の
許認可等の処分を要しないときには添付する必要はなく、したがって、添付書類の目録にあげる必要もな
い。

事業計画書
１ 記載事項と添付書類

事業計画書は、事業の内容を説明するものであり、次の事項を記載し、なお内容を説明する参考書類がある
ときは、併せて添付する（規則第３条第１号）。

（１）事業計画の概要
（２）事業の開始及び完成の時期
（３）事業に要する経費及びその財源
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（４）事業の施行を必要とする公益上の理由
（５）収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とす

る理由
（６）起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正且つ合理的な利用に寄与すること

になる理由
◎ これらの内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付すること。
（例）○ 事業認定を申請する区間が全体の一部であるときは、全体計画を明らかにするための図面

○ 公益上の必要性を証するための統計資料
○ 起業地選定理由を説明するための比較ルート又は他の候補地を表示する図面
○ 事業の都市計画との関連づけを行うための都市計画図（都市施設、用途地域、市街化区域、調

整区域）
○ 財源を証するための起債許可等の写し
○ 現在施設を移転する場合における現在施設の状況図
○ 起業地を明らかにするための航空写真等
○ 土地の利用制限がある区域を表わす図面
○ 必要とする土地の面積の理由を説明するための施設基準又は同類施設の面積比較表
○ 電気事業の場合の潮流図及び系統図
○ 関連事業を施行する場合、機能回復の程度を知るため現在施設の状況を明らかにする調書

イ 事業計画の概要
○ 事業計画の総論ともいうべきもので、工事計画だけでなく申請にかかる事業の目的及び内容を具体的に
説明する。

○ 申請に係る事業が全体計画の一部であるときは、まず、全体計画について説明し、次に申請事業につい
て全体計画との関連を示し説明する。

添付書類記載例

添 付 書 類 目 録

１．事業計画書（関連事業計画を含む） 別添第１号
２．起業地を表示する図面
（１）位置図 （縮尺１／25,000） 別添図第１号
（２）起業地を表示する図面 （縮尺１／1,000） ３７葉 別添図第２号
３．事業計画（関連事業計画を含む）を表示する図面
（１）事業計画を表示する図面（起業地表示図と併用）
（２）標準横断図（縮尺１／100） ２葉 別添図第３号
（３）橋梁一般図（縮尺１／300 １／500） ５葉 別添図第４号
４．土地収用法４条に規定する土地に関する書面
（１）土地調書 別添第２号
（２）図面（起業地表示図と併用）
（３）意見書（照会文１７通） 別添第３号
（回答文１７通）

５．法令の規定による制限のある土地に関する書面
（１）土地調書 別添第４号
（２）図面（縮尺１／1,000） ２４葉 別添図第５号
（３）意見書（照会文３通） 別添第５号

（回答文３通）

６．関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面 別添第６号
７．起業地選定比較図（縮尺１／25,000） 別添図第６号

（注）法令制限地調書は、法令制限地が少数で、かつ、図面上一見して判別が可能な場合を除き、原則として添
付を要する。

○ 申請の対象として取り上げる事業の最小範囲は、当該申請に係る事業によって、公益性を判断でき得る事業単位
であること。

○ 例えば、４車線の道路をつくる計画があるにもかかわらず２車線について工事を行い、暫定供用をはじめる計画
があるときはその旨及びその時期を示す。
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○ 河川事業のときは、当該河川の工事実施基本計画を明らかにし、洪水計画流量図を記載すること。
○ 事業計画の内容としては、少なくとも次のようなことが明らかにされていなければならない。できるだけ数字を

用いること。
・道路事業の場合………原則として道路構造令に適合していなければならない（特例値を使用すればその旨を説明
すること）。
新設か、改築か
拡幅工事か、バイパス工事か等の工事の大要
施行区間
施行延長
構造規格 ○種○級○地部
幅員 全体幅員と車道、歩道、路肩、側帯等の幅員構成、幅員構成がかわる部分についてはその区間と幅員構成（幅

員構成については標準横断図を作成し添付すること。）
設計速度
設計基準交通量
計画交通量（○○年）
最小曲線半径
最急縦断勾配
標準横断勾配
路面の種類
工事量

・河川事業の場合等………原則として河川管理施設等構造令に適合していなければならない（特例値を使用すればそ
の旨を説明すること）。

築堤（現堤嵩上、引堤）工事か分水路工事か等の工事の大要
左岸か右岸か又は両岸か
施行区間
施行延長（実距離）
堤防構造（構造断面については標準横断面図を作成し添付すること。）
計画堤防高
計画河床高
天端幅
小段幅
法勾配
河幅
計画高水流量
計画高水位
工事量

・ダム事業の場合
ダム型式
堤高
堤長
洪水吐（門数、規格）
集水面積
総貯水容量
有効貯水容量（多目的ダムの場合は目的別の容量）
満水位標高
洪水調節量
利水目的と取水量

○ 附帯工事についても、その内容を明らかにする。
（例）工事用道路 延長 ｍ

幅員 ｍ
資材置場 ○カ所 延 ㎡
土捨場 ○カ所 延 ㎡

捨土量 延 ｍ３
○ 関連事業については、施行箇所ごとに図面と照合できるよう番号を付し、管理者を明らかにする。
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（例） ○ ○ ○ 工 事
図 面 施設の種類 管理者 工事箇所 現 況 計 画
表 示 及 び 名 称
番 号 延 長 幅員 構造形式 延 長 幅 員 構造形式

ｍ ｍ ｍ ｍ
町道

○○号線 ○○町

ロ 事業の開始及び完成の時期
○ 用地交渉着手の時期を事業の開始の時期とし、物理的な工事の完成の予定時期を事業の完成の時期とする。
○ 申請にかかる事業が全体計画の一部であるときは、全体計画と申請事業の時期を記載する。

（例）全体計画
開始の時期 年 月 日
完成の時期 年 月 日

起業地計画
開始の時期 年 月 日
完成の時期 年 月 日

○ 事業の完成をまたず暫定供用を開始する計画があるときは
開始の時期 年 月 日
暫定供用開始の時期 年 月 日
完成の時期 年 月 日

○ 事業の完成後直ちに供用開始しないときは、供用開始日を明示すること。
○ 関連事業については、本件事業の時期と異なるときにはその時期を明示する。

ハ 事業に要する経費及びその財源
○ 多年にわたる事業計画における経費は、年度区分とする。
○ 全体計画の事業費を記すこと。
○ 経費区分をする。

（例）１．経費

（単位：百万円）
区分 全体計画 起 業 地 起業地計画に要する費用の内訳

に要する 計画に要
科目 費 用 する費用 年度 年度 年度

工 事 費

用地費及
び補償費

そ の 他

計
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○ 関連事業に要する経費は原則として区分し記載する必要があるが、それが困難な場合には、総事業費の中に含む
旨を記載する。

○ 国が行う事業について所管、会計名及び項目を明らかにする。
（例） (２) 財源

国 土 交 通 省 所 管
道 路 整 備 特 別 会 計

項 道 路 事 業 費
目 一 般 国 道 直 轄 改 修 費

○ 先行取得が行われているときに用地補償費が最終年度につけられる場合には、その旨を記載する。
（例）○年度 ○年度 ○年度

○円 ○円 ○円
用地は○○県において先行取得している。

ニ 事業の施行を必要とする公益上の理由
○ 次のように消極、積極の両面から考察する。

（Ⅰ）本事業を施行しなければならないような劣悪、危険な状況にあり、これを放置しておくことの社会的、経済
的又は行政的な不利益、損失を明らかにすること。

（Ⅱ）又は、近い将来確実に発生すると予想される不利益、損失を明らかにすること。
（Ⅲ）本事業を施行することにより期待される現状の各種の不利益、損失の除去、軽減又は予防の効果及び将来に

わたってもたらされる積極的利益を明らかにすること。
○ 不利益、損失の除去、軽減又は利益の発生を図るために本計画が最適である旨を明らかにする。

（例）ある地区の洪水を除去するためには、①上流にダムをつくって流下流量を調節する、②当該部分の堤防を嵩
上げする、③河幅を広げる、④上流に分水路をつくる、⑤当該当地区を避ける河川を掘削する等が考えられ
る。

○ 統計による具体的な説明をすること。
（例）道路事業 現在交通量、増加率、現道の許容交通量、５年、１０年後の推定交通量及び増加の見通し。

交通事故の発生状況
河川事業 現在の流下能力、被害の状況（死者、家屋の流出、田畑の冠水等の数量及び被害額）、期待利益（か
んがい受益面積、増収量及び増収額等）。

○ 直接効果のみならず間接効果も記すこと。
○ 附帯工事特に永久施設をつくる場合の公益性を説明する。
○ 関連事業を施行する公益性は、本体事業の施行により当該施設が消され、又は削減されたままで放置しておくこ

とができず、従前の効用の程度までは機能を回復する必要がある旨を記載する。
○ 記載方法

・道路事業
現在の状況
交通が混雑し、錯綜し、時間がかかる。
事故の危険性が高い。
交通（重量）制限している。

原因
道路が未改築（幅員狭く、線形悪く、勾配が急）である。
現在交通量に対し現道の許容量が小さい。
他の道路、鉄道との平面交差がある。
家屋運担地区でありながら歩道がない。
積雪時には有効幅員が狭くなる。
橋梁が老朽化している。

施行後の効果
原因の解消に伴う交通容量の増加が交通処理を円滑にし、事故の発生率を低下させる等の直接効果がある。
また、都市計画の都市施設としての役割を果たすことになるほか、都市間の時間距離の短縮に伴う諸効果が間
接的に期待できる。
バイパスを築造することにより、現道の交通が緩和され、地域住民の生活の安泰又は経済上の利便に寄与する。

・河川事業
現在の状況
降雨時又は積雪時には洪水又は浸水による生命、財産に対する危険がある。

原因
無堤で地盤が低い。
計画洪水流量に比べ河積が小さい。
堤防が弱体である。
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上流部の材木乱伐や都市化の影響で降雨量に対する時間当たりの流下量が増大した。
上流部に洪水調節用ダムがない。
河川が蛇行している。
急流部にある。

施行後の効果
生命、財産に対する危険が除去され、民生が安定するという直接効果がある。間接的には、洪水の危険がな
くなることから、氾濫区域内であった地域の発展が促され、ダムを築造したときには、多目的ダムとしての
かんがい、都市用水、発電等の効果が生ずる。

ホ 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由
○ 事業に必要な土地の面積の概数については、法第４条地又は起業者の所有地のように買収を要しない土地をも含

めて、当該申請にかかる事業に必要な土地の概数を使用目的別、地目別に記載すること。
収用又は使用の別を明らかにすること。ない場合にはその旨を記すこと。

○ 現況地目、実測地積によること。
○ 面積は概数によること。１０又は１００の単位で足りる。
○ 権利を収用又は使用しようとするときは、消滅又は制限しようとする権利の種類、内容及び権利の数等を記載す

る。申請者の権利と対応させる。
○ 土石砂れきを収用しようとするとき

・土石砂れきの種別、及び採取量
・土石砂れきの存する土地の地目及び面積を併せ記載する。

（例）岩の種類 ○○岩
採取量 ○○トン
（山林 ○○㎡）

○ 起業地内に存する主な支障物件の種類及び数量を記載する。
（例）住宅 戸 棟

倉庫 棟
工場 棟

○ 事業開始の時にあった物件を記載する。
○ 本件事業と関連事業とを区別して記すことが望ましい。
○ 土地又は土石砂れきを取得し、若しくは権利を消滅させる必要がある理由。

（例）道路事業 道路構造令に適合した幅員構成をもつ道路を築造するに必要な面積で、当該道路敷となるもの
である旨

河川事業 計画高水量を安全に流下させる河積を確保するに必要な面積で、河川敷を構成するものである
旨

・附帯事業、関連事業についても記載する。
・権利を消滅又は制限する場合については、工事の施行上必要がある旨
・土砂砂れきを収用する場合は、これらのものが資材としてすぐれた性質をもつ旨、及び工事の施行上の必要量と
そのための必要採取量である旨

・起業地内にある物件については、工事の支障となるため起業地外へ移転を必要とする旨
へ 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、または土地等の適正且つ合理的な利用に寄与することになる理由

○ 起業地の選定が適正である旨及びその理由を記載すること。
わが法制のもとでは、代替性のある物については、原則として公用収用は認められない。特定の地点の土地を
必要とするというように、代替性のない物について公用収用が認められることになる。
ゆえに、起業地として選定した理由には、他の地点との比較設計等の引用により具体的に記載し、起業地の特
定性を明らかにすること。

○ 次の３点をどのように充たしているかを明らかにすること。
① 施設の立地条件を満足させる場所であること。
② 土地所有者、その他の利害関係人にとってこうむる被害が最も少ないこと。
③ 国土計画、地域計画または都市計画に適合していること。

○ 説明の順序は次のようにすることが望ましい。
（例）・道路事業（バイパス）

（Ⅰ）改築方法として現道拡幅とバイパス方式の２つがある旨
（Ⅱ）現道拡幅によるときは沿線の住家等の移転物件が多く、線形、勾配が改良されない等の理由をあげて

不適当である旨を述べる。
（Ⅲ）バイパスによるときは、どのようなルートが考えられ、それぞれのルートを比較し、どれが最も合理

的であるかを検討する。
（Ⅳ）決定されたルートが土地利用上適正かつ合理的であることを説明する。
・河川事業（引堤）
（Ⅰ）河積を大きくする方法として河床の掘削、引堤、堤防の嵩上げ等がある旨
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（Ⅱ）それぞれの方法を比較し、引堤によることが最も適当である旨を述べる。
（Ⅲ）引堤による場合、左岸、右岸のいずれか、又は両岸に引くのが合理的か。
（Ⅳ）決定された方法が、土地の利用上適正かつ合理的であることを説明する。
これらの説明に当たっては、次の点を考慮すること。
・全路線の改築計画からみた起業地の位置
・自然的条件（地形、地盤の高低、地層等）
・都市計画との関係
・支障物件の多少
・潰地面積の多少
・潰地の土地利用状況
・技術的な要因
・経済的な要因
・将来の発展状況

○ 附帯工事については本体工事との関係で起業地選定理由を明確にすること。

○ 関連事業については、機能復旧を合理的にできる理由等をあげながら説明すること。
○ ［表題記載例］

別 添 ○

縮 尺 100分の１
○ 棄 中 ○

一
般
国
道

号
改
築
工
事
（
○
○
○
バ
イ
パ
ス
）

標

準

横

断

面

図
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別記様式１２

【削る】 その他関係参考書類として、次の項目について調整整理する。

項 目
(1) 全般的事項
イ ルート比較図面
ロ ルート比較調書

※ハ 用地取得状況表
※ニ 用地未取得調書、図面及び写真
ホ 現状写真（平面図に撮影方向を表示したもの）
ヘ 都市計画及び都市計画決定公示（写）（都市計画縦覧図を含む）
ト 近い将来確実に発生すると予想される状況等（団地造成、新駅設置、環状線乗入れ計画等）があ

ればその具体的データ
チ 土地利用の推移
リ 人口の推移、転出入の推移
ヌ 商業販売額、工場出荷額の推移
ル その他特別の事情がある場合、それらについての資料

(2) 河川改修事業
イ 主要洪水調書

ａ 氾濫区域図
ｂ 流域の被害の状況データ

ロ 農作物収穫量の推移
ハ 水系工事実施基本計画（写）
ニ 河川予定地官報告示（写）
ホ 流量等の算出根拠
ヘ 橋梁等の老朽度（建設年月日）
ト その他特別の事情がある場合、それらについての資料

(3) 道路改築事業
イ 交通量の推移及び現道の許容交通量、混雑度のデータ
ロ 推定交通量（10年～15年後）の算定根拠（Ｏ・Ｄ調査表、その他）
ハ 道路構造（幅員、道路規格等）
ニ 交通事故件数の推移及び発生件数
ホ 自動車保有台数の推移
ヘ バスの運行経路、回数等
ト 現道の信号機の数、平均待ち時間
チ その他特別の事情がある場合、それらについての資料

(4) ダム建設事業
イ 事業経緯及び地元交渉経過
ロ 水系工事実施基本計画（写）
ハ ダム建設に関する基本計画書官報告示（写）
ニ 工事計画説明表
ホ 工事年度別工事予定表
ヘ ダム軸選定理由及び図面
ト ダム天端標高決定根拠
チ 水系洪水被害状況調
リ 河川予定地官報告示（写）
ヌ 水道、工業用水道の法的根拠
ル ダム建設に伴う協定書及び損失補償基準に関する覚書（写）
オ パンフレット
ワ その他特別の事情がある場合、それらについての資料

(注) ※印については、次の様式により作成すること。
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(１) 用 地 取 得 状 況 表
（○年○月○日現在）

項 目 土地所有者及び関係人 用 地 取 得 状 況
取得必要

総 数 解決数 解決率 取得面積 取得率 備 考
事業別 面 積

人 人 ％ ㎡ ㎡ ％
全 体

本体事業

関連事業

(２) 用 地 未 取 得 調 書
○○県○○郡○○町地内

項目 所 在 地
現況 実 測 取得予定 物件の種

土地 摘 要
地目 面 積 面 積 類・数量

所有者等 大字 字 地番
㎡ ㎡

住家１棟
○ ○ ○ ○ ○○ ○○ 宅地 取得価格不満

立木

△ △ △ △ ○○ ○○ 田 － 計画反対

× × × × ○○ ○○ 畑 －
境界紛争中

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …
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「別記６」 保安林解除等申請図書作成要領（第１７８条） 「別記１３」 保安林解除等申請図書作成要領（第１８１条）

（略） （略）

「別記７」 内水面漁業権等調査検討要領（第１８３条） 「別記１５」 内水面漁業権等調査検討要領（第１８６条）

（略） （略）

【削る】 「別記６」～「別記１０」、「別記１４」
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